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は
じ
め
に

0
楽
器
師
神
田
家
の
概
要

②
雅
楽
の
伝
播
と
神
田
家

③
楽
器
の
販
売

お
わ
り
に

［論
文
要
旨
］

　
近
世
後
期
に
は
、
公
家
の
経
済
的
困
窮
と
需
要
層
と
し
て
の
地
方
文
人
の
展
開
に
よ
る
需
給
関
係

の

成
立
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
伝
統
」
と
し
て
の
朝
廷
権
威
の
浮
上
と
い
う

重
要

な
展
開
が
あ
っ
た
。
雅
楽
に
つ
い
て
も
、
楽
人
組
織
が
再
興
さ
れ
、
や
が
て
上
記
の
状
況
の
中

で
、
地
方
に
雅
楽
が
浸
透
し
て
い
く
。
今
日
、
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
各
地
の
神
社
の
神
事
に

お

け
る
舞
楽
に
つ
い
て
も
、
そ
の
維
持
や
伝
承
過
程
を
考
え
る
上
で
、
近
世
の
状
況
は
看
過
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
い
わ
ば
雅
楽
の
普
及
に
お
い
て
、
楽
人
と
人
々
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も

の

と
し
て
、
本
稿
で
は
楽
器
師
に
注
目
し
た
。
具
体
的
に
は
、
京
都
の
楽
器
師
神
田
家
を
と
り
あ
げ
、

楽
人
の
日
記
や
地
方
文
人
の
史
料
よ
り
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
①
神
田
家
は
、
楽
人
に
職
人
・
商
人
と
し
て
出
入
し
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
公
家
、
さ
ら
に
一
八

　
　
世
紀
後
半
以
降
は
恒
常
的
に
朝
廷
の
保
管
す
る
舞
楽
の
道
具
の
修
理
・
新
調
を
請
け
負
っ
た
。

　
　
さ
ら
に
、
近
代
に
入
る
と
、
正
倉
院
宝
物
の
複
製
の
ほ
か
、
博
覧
会
で
の
雅
楽
器
の
展
示
な
ど
、

　
　
明
治
の
国
民
国
家
形
成
に
お
け
る
国
楽
と
し
て
の
雅
楽
の
再
編
や
、
「
伝
統
」
の
再
発
見
・
輸

　

出
に
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
。

②
こ
う
し
た
公
家
・
朝
廷
へ
の
出
入
・
御
用
関
係
を
信
用
の
源
泉
と
し
な
が
ら
、
武
家
に
出
入
す

　
　
る
よ
う
に
な
り
、
楽
器
の
修
理
・
購
入
や
、
楽
人
へ
の
入
門
を
仲
介
し
た
。
さ
ら
に
、
神
田
家

　
　
の
顧
客
は
地
域
を
越
え
て
各
地
の
文
人
層
に
お
よ
び
、
彼
ら
の
楽
人
へ
の
入
門
の
取
次
、
楽
器

　
　
の
供
給
と
維
持
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
な
お
、
雅
楽
に
限
ら
ず
、
公
家
の
家
職
と
そ
の

　

波
及

を
考
え
る
際
に
は
、
こ
う
し
た
道
具
に
か
か
わ
る
商
人
・
職
人
が
重
要
な
存
在
だ
っ
た
と

　

考
え
る
。

③
楽
器
の
供
給
に
お
い
て
は
、
と
く
に
大
名
家
を
中
心
と
す
る
“
古
楽
器
”
購
入
の
仲
介
が
注
目

　
　
さ
れ
る
。
そ
の
価
格
や
鑑
定
に
つ
い
て
神
田
家
の
判
断
が
大
き
く
作
用
し
た
。
今
日
「
伝
統
」

　
　
を
体
現
す
る
“
古
楽
器
”
は
、
江
戸
時
代
の
楽
器
師
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
も
の
が
少
な

　
　
く
な
い
と
い
え
る
。

【キ
ー
ワ
ー
ド
】
雅
楽
、
楽
人
、
楽
器
師
、
商
人
、
職
人
、
公
家
、
家
職
、
江
戸
時
代
、
伝
統
の
創

造
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は
じ
め
に

　

雅
楽
は
、
朝
廷
の
儀
礼
や
、
寺
社
の
法
会
な
ど
に
お
い
て
奏
演
さ
れ
た
舞
を
伴
う

ず
、
儀
礼
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
中
世
に
は
一
時
衰
微
し
た
が
、
寛
永

三

（
一
六

二

六
）
年
九
月
の
三
代
将
軍
徳
川
家
光
上
洛
に
際
し
て
の
上
演
を
機
に
、

朝
廷
の
舞
楽
を
担
う
楽
人
が
再
編
成
さ
れ
（
京
都
方
・
南
都
方
・
天
王
寺
方
の
三
方

楽
人
）
、
幕
府
の
江
戸
城
紅
葉
山
や
日
光
東
照
宮
を
は
じ
め
、
一
部
の
藩
や
、
伊
勢

神
宮
・
熱
田
神
宮
・
厳
島
神
社
ほ
か
各
地
の
神
社
、
本
願
寺
な
ど
の
寺
院
で
、
儀
礼

の

た
め
に
楽
人
を
擁
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

嘗
会
の
再
興
と
い
っ
た
朝
儀
の
復
活
・
整
備
も
楽
人
を
必
須
の
も
の
に
し
た
。

　
や
が
て
近
世
後
期
に
な
る
と
、
神
職
・
僧
侶
の
ほ
か
、
武
士
身
分
、
さ
ら
に
各
地

の

文
人
が
楽
人
か
ら
雅
楽
を
学
び
、
雅
楽
が
伝
播
し
た
。
今
日
、
各
地
の
神
社
の
神

事
で
上
演
さ
れ
る
雅
楽
に
は
、
平
安
時
代
末
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
伝
播
し
た
来
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
持
つ
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
維
持
や
伝
承
過
程
を
考
え
る
上
で
、
近
世
後
期
の
雅

楽
の
伝
播
と
い
う
状
況
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
近
世
後
期
の
雅
楽
の
展
開
に
つ
い
て
、
と
く
に
西
山
松
之
助
氏
は
、
文

化
史
の
立
場
か
ら
、
家
元
制
度
の
成
立
の
一
例
と
し
て
、
三
方
楽
人
の
四
家
帳
（
豊

原
家
・
東
儀
家
・
南
都
方
辻
家
・
天
王
寺
方
林
家
）
の
門
人
か
ら
雅
楽
の
地
域
・
階

層
へ
の
広
が
り
と
い
う
「
現
象
」
を
と
ら
え
、
そ
の
「
相
伝
」
の
し
く
み
を
検
討
し

（
3
）

た
。
そ
の
後
の
研
究
を
ふ
ま
え
、
三
方
楽
人
の
免
許
へ
の
希
求
を
社
会
的
に
と
ら
え

れ

ば
、
公
家
の
経
済
的
困
窮
と
需
要
層
と
し
て
の
地
方
文
人
の
展
開
に
よ
る
需
給
関

係
の
成
立
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
伝
統
」
と
し
て
の
朝
廷
権

威
の
浮
上
、
と
い
う
状
況
の
一
つ
の
反
映
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
本
稿
で
第
一
の
課
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
「
伝
統
」
の
伝
播
を
媒
介
し
、

公
家

と
需
要
者
を
つ
な
い
だ
者
た
ち
、
と
く
に
そ
の
技
芸
の
実
現
に
不
可
欠
な
道
具

を
調
達
す
る
者
の
検
討
で
あ
る
。

　
公
家
が
持
つ
「
伝
統
」
の
家
職
へ
の
希
求
に
つ
い
て
は
、
主
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、

神
主
（
吉
田
家
・
白
川
家
）
、
陰
陽
道
（
土
御
門
家
）
、
和
歌
（
冷
泉
家
）
、
入
墨
道
（
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

明
院
家
）
な
ど
に
つ
い
て
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
公
家
と
需
要
者
を

媒
介
す
る
存
在
に
つ
い
て
は
、
門
人
帳
の
分
析
で
「
申
次
人
」
に
つ
い
て
若
干
の
指

　
　
　
　
　
　
（
5
）

摘
が
あ
る
も
の
の
、
本
格
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
の
は
、
雅
楽
の
研
究
の
み
で
あ
る
。

す
で
に
西
山
氏
は
、
楽
人
と
「
社
会
一
般
の
人
々
」
へ
の
「
相
伝
」
と
「
普
及
」
に

あ
た
り
、
末
端
の
弟
子
を
育
て
、
三
方
楽
人
に
門
人
と
し
て
「
取
次
」
ぐ
人
物
を
「
雅

楽
家
元
」
と
し
、
「
名
取
」
に
相
当
す
る
「
中
間
教
授
機
関
」
と
し
て
重
視
し
た
う

え
で
、
「
家
元
的
体
制
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
清
水
禎
子
氏
は
、
尾

張
国
の
状
況
を
藩
と
東
照
宮
の
権
威
の
構
造
の
中
で
、
楽
人
の
成
立
と
藩
士
・
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

社
会
も
含
め
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ひ
ろ
が
り
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
伝
統
」
の
伝
播
に
は
、
地
域
で
芸
能
を
伝
え
る
者
だ
け
で

は
な
く
、
彼
ら
と
楽
人
を
つ
な
ぐ
存
在
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
伝
統
」

の

実
現
の

た
め
に
は
、
道
具
、
す
な
わ
ち
楽
器
を
伝
え
る
者
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
で
、
両
者
の
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
楽
器
師
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
第
二
に
課
題
と
し
た
い
の
は
、
道
具
す
な
わ
ち
楽
器
の
具
体
的
な
供
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
様
相
で
あ
る
。
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
ら
が
認
定
し
、
販
売
し
た
”
古
楽
器
”
が
、

今
日
に
至
る
ま
で
「
伝
統
」
を
形
象
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
点
も
重
視
し

た
い
。

　
近
世
の

楽
器
師
に
つ
い
て
は
、
楽
人
や
朝
廷
あ
る
い
は
幕
府
・
大
名
に
出
入
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

京
都
の
神
田
家
と
、
江
戸
の
菊
岡
家
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は

検
討

さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
楽
器
師
、
と
く
に
神
田
家
に
焦
点
を
あ
て
、
楽

　
　
　
　
（
9
）

人
家
の

史
料
、
地
方
文
人
の
史
料
、
そ
し
て
大
名
家
の
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
付
属

文
書
を
素
材
と
し
て
、
神
田
家
の
概
要
（
0
）
、
門
人
の
仲
介
（
②
）
と
楽
器
の
販

売
活
動
（
③
）
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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岩淵令治［近世後期における雅楽の伝播と楽器師］

●
楽
器
師
神
田
家
の
概
要

1
楽
器
師
神
田
家
と
楽
人
・
公
家

　
管
見
の
限
り
、
神
田
家
の
文
書
、
墓
所
や
末
商
等
は
未
詳
で
あ
る
。
紀
州
徳
川
家

か

ら
琵
琶
「
朝
陽
」
の
購
入
に
あ
た
っ
て
援
の
作
者
「
治
貞
」
の
問
い
合
わ
せ
を
受

け
た
神
田
喜
一
郎
は
、
「
先
祖
」
と
し
て
「
万
治
・
寛
文
之
頃
」
の
「
神
田
近
江
治
貞
」

を
あ
げ
、
そ
の
子
と
し
て
「
元
禄
・
宝
永
之
頃
」
の
「
神
田
近
江
大
抜
治
光
」
を
あ

げ
て

い

る
。
ま
た
彦
根
藩
の
文
書
に
神
田
家
の
琴
の
銘
の
写
が
あ
り
、
「
治
貞
初
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の

字
」
・
「
二
代
目
治
光
」
と
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
記
述
を
裏
づ
け
る

史
料
は
未
確
認
で
あ
る
。
現
状
で
、
客
観
的
な
史
料
と
し
て
は
、
南
都
楽
人
辻
家
（
本

家
　
以
下
辻
家
も
し
く
は
当
主
名
で
示
す
）
の
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
五
月
の
日

記

に
記
載
さ
れ
た
「
神
田
近
江
守
」
が
初
見
で
あ
る
。
そ
の
後
、
神
田
重
堅
ー
定

行
（
内
匠
）
1
重
（
十
）
蔵
－
定
祥
（
大
和
抜
）
1
貞
蔵
定
幸
（
大
和
大
橡
）
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

喜
一
郎
定
光
（
大
和
介
）
・
・
重
助
と
代
を
重
ね
、
維
新
を
迎
え
た
（
表
1
）
。
居
所

は
、
一
七
世
紀
ま
で
は
釜
座
二
条
上
ル
町
、
一
八
世
紀
以
降
は
二
帖
半
敷
町
（
烏
丸

通
佛
光
寺
上
ル
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
地
誌
類
で
は
一
七
世
紀
末
に
室
町
四
条

上
ル

町
に
神
田
七
左
衛
門
、
一
八
世
紀
後
半
に
天
神
山
町
で
神
田
主
斗
が
確
認
さ
れ

る
が
、
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　
経
営
史
料
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
神
田
家
の
経
営
は
不
詳
で
あ
る
。
一
七
世
紀

の
地
誌
で

は
、
神
田
家
は
「
箏
所
」
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
当
初
琴
だ
け
を
扱
っ

て

い

た
可
能
性
も
あ
る
が
、
一
八
世
紀
半
ば
以
降
は
「
楽
器
師
」
と
い
う
記
載
に
変

わ
り
、
後
述
す
る
一
九
世
紀
の
商
品
目
録
に
よ
れ
ば
、
多
様
な
雅
楽
器
を
扱
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
楽
器
師
神
田
家
の
当
初
の
得
意
先
は
、
雅
楽
を
司
る
下
級
官
人
で
あ
る
三
方
楽
人

の
諸
家
で
あ
っ
た
。
辻
家
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
先
述
し
た
延
宝
二
（
ニ
ハ
七
四
）
年

に
神
田
近
江
へ
書
状
を
送
っ
た
と
い
う
記
事
を
皮
切
り
に
、
天
和
期
に
は
神
田
近
江

の

複
数
回
の
訪
問
が
あ
り
、
以
降
も
交
流
が
続
い
て
い
る
。
享
保
六
（
一
七
一
＝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

年
五
月
に
は
神
田
家
が
箏
と
琵
琶
を
見
せ
に
来
て
琵
琶
を
注
文
を
う
け
、
ま
た
辻

家
に
「
伝
来
掲
鼓
之
写
」
を
代
金
七
両
二
歩
で
作
成
す
る
（
天
明
六
〈
一
七
八
六
〉

　
　
　
（
3
ヱ
）

年
一
二
月
）
な
ど
楽
人
の
楽
器
の
納
入
に
携
わ
っ
た
。
さ
ら
に
、
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

年
五
月
に
は
新
笙
の
調
律
を
辻
家
に
依
頼
す
る
な
ど
、
楽
器
を
め
ぐ
っ
て
補
完
関
係

に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
天

保
一
五
（
一
八
四
四
）
年
か
ら
現
存
す
る
天
王
寺
方
東
儀
文
均
の
日
記
（
「
楽

所
日
記
」
）
に
お
い
て
も
、
神
田
家
に
か
か
わ
る
記
述
は
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）

年
か
ら
散
見
す
る
。
さ
ら
に
、
東
儀
家
と
は
、
東
儀
が
神
田
宅
へ
稽
古
に
行
っ
た
り
、

中
元
や
火
事
の
見
舞
い
な
ど
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
嘉
永
五

（
一
八
五

二
）
年
に
神
田
家
と
の
稽
古
で
の
往
来
が
二
一
回
確
認
で
き
、
入
月
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

日
に
は
神
田
作
治
郎
に
加
え
、
神
田
喜
作
が
入
門
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
天
王
寺
方
楽
人
に
つ
い
て
も
、
宝
暦
＝
　
（
一
七
六
二
年
八
月
三
日

に
神
田
重
蔵
が
笙
と
菓
子
を
林
家
に
持
参
し
、
新
し
い
筈
（
笙
の
リ
ー
ド
）
を
売
り

　
　
　
　
（
1
6
）

込
ん

で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
田
家
は
楽
器
師
と
し
て
三
方
楽
人
の
諸
家
に
出
入
り
し
、
楽
器

の

修
理
・
販
売
を
行
う
ほ
か
、
日
常
的
な
交
際
を
取
り
結
ぶ
に
至
っ
て
い
た
。
さ
ら

に
、
実
際
に
弟
子
入
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
弟
子
入
り
は
、
楽
器
に
習
熟
す

る
た
め
の
修
行
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
楽
人
と
の
関
係
を
も
と
に
、
神
田
家
は
公
家
の
楽
器
製
作
や
修
復
に
も

携
わ
っ
た
。
元
禄
一
五
（
一
七
〇
二
）
年
八
月
に
は
徳
大
寺
公
全
の
琵
琶
の
修
理
を

　
　
　
（
1
7
）

つ

と
め
た
。
翌
年
五
月
に
は
、
神
田
近
江
が
前
関
白
近
衛
基
煕
へ
箏
を
献
上
し
、
翌

年
五
月
に
関
白
よ
り
こ
の
「
御
箏
飾
り
」
を
気
に
入
っ
た
と
し
て
褒
美
金
五
〇
〇
疋

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年
八
月
に
は
、
霊
元
法
皇
の
住
吉
社

へ
の
奉
納
物
と
し
て
、
辻
近
寛
が
和
琴
を
神
田
近
江
に
、
袋
を
三
宅
近
江
に
作
ら
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

内
々
に
女
官
（
新
大
納
言
）
へ
献
上
し
て
い
る
。
同
じ
く
正
徳
期
に
は
、
辻
が
神
田
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表1　神田家の居所と歴代当主

年代・出典 記載

万治・寛文之頃（紀州95一⑥） 「私方く喜一郎〉先祖」神田近江治貞

元禄・宝永之頃（紀州95一⑥） 神田近江大嫁治光

延宝2（1674）年5月（辻297「甲寅日記二巻」） 神田近江守

貞享2（1685）年『京羽二重』
琴所：釜座二条上ル町（＝大黒町）　神田近江

※琴所：室町通四条上ル町（；菊水鉾町）　神田七左衛門

貞享元（1684）年・4年（辻302・208「日録」） 近江弟神田善左衛門

元禄5（1692）年『万買物調方記』
琴所：釜座二条上ル　神田近江

※琴所：室町通四条上ル　神田七左衛門

元禄6（1693）年　彦根藩の琵琶「銘新月」修復

（「楽器要留」彦根城博物館蔵）
神田吉松

元禄10（1697）年『国華万葉記』
琴所：釜座二条上ル　神田近江

※琴所：室町四条上　神田七左衛門

宝永元（1704）年『京羽二重』
笛・筆築師　烏丸あやの小路下ル町（＝二帖半敷町か）

神田内匠

享保・元文之頃（紀州30） 神田重堅

享保之頃（紀州96） 神田内匠定行（「先代」）　「平安琴匠神田内匠　藤原定行」

延享2（1745）年『京羽二重大全」 楽器所　烏丸綾小路下ル町　神田内匠

明和5（1768）年『京羽二重大全』 楽器所　烏丸通仏光寺上ル町　神田内匠

天明4（1784）年「京羽二重大全』 楽器所　烏丸通仏光寺上ル町　内匠事神田大和大橡

宝暦9（1759）年7月（350「日記　第四」） 神田内匠梓十蔵

宝暦11（1761）年8月3日

（『天王寺楽所史料』，清文堂出版，1995年）
神田重蔵

宝暦12（1762）年『京町鑑』 二帖敷半町「此町御楽器師神田内匠居宅有」

寛政12（1800）年 神田大和橡神田定祥

文化7（1810）年9月　「総御樂器値段付」（津市立図書館）
「御用　皇都烏丸通佛光寺上る　穂御楽器所

神田大和大橡」

文化9年（紀州103） 神田大和大橡藤原定祥

文化12（1815）年6月（「楽器要留」） 神田大和大橡定幸

文化12年8月（紀州103） 神田貞蔵家来吉郎右衛門

文化12年9月（紀州44） 神田貞蔵定幸

文政2（1819）年（紀州111） 神田大和大橡藤原定幸

天保3（1832）年10月（紀州30）・6年2月（紀州107） 神田喜一郎代吉郎右衛門

天保4年10月（紀州23・38・96） 神田喜一郎定光

嘉永元（1848）年9月（紀州37） 神田大和介藤原定光

辛亥（嘉永4＜1851＞年か）5月　「総御樂器値段付」

（八雲本陣蔵）
「京都烏丸通佛光寺上ル処　穂御楽器所　神田大和介」

戌10月「御三鼓仕様書」（彦根城博物館） 御楽器所神田大和大橡（印「烏丸神田」）

嘉永5（1852）年3月「楽所日記」九（国立国会図書館蔵） 神田作治郎（稽古　嫡子か）

嘉永5（1852）年8月「楽所日記」九（国立国会図書館蔵） 神田喜作（入門　嫡子か）

安政2（1855）年（13「日記」） 神田大和介

文久4（1864）年『都商職街風聞』 楽器所　烏丸通仏光寺上　神田大和

明治6（1873）年ウィーン万国博覧会 西久保大養寺　神田重助

明治10年内国勧業博覧会出品目録 京都下京区二帖半敷町　神田静（笙，筆築，横笛）

明治11年11月　正倉院模造作成「金銀平文琴」 神田吉道（重助）

（時期不明　書付）（八雲本陣蔵） 橋場町二十七番地町田久成邸内　神田重助

明治12年晒京人物志』 楽器師　下京区第十二組烏丸仏光寺北　神田孝平

明治15年7月（紀州97） 「修復加　神田吉道」

明治42年8月10日入門（豊原家蔵「中小曲大相伝之記」） 神田君子（京都市上京区烏丸丸太町下ル，楽器師神田静孫）

註）紀州＝紀州徳川家伝来楽器コレクション（国立歴史民俗博物館所蔵　H46以下の番号を示す），番号のみ＝南都楽人辻家資料（国
立歴史民俗博物館蔵）。なお，地誌類については畦地慶司「近世京都の楽器職人と楽器商の系譜一地誌類による一」（『東洋音楽研究』
63，1997年）・同「貞享・元禄期の江戸の楽器職人と楽器商について一地誌類一による」（『同』64，1998年）を参照した。
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家
を
訪
れ
、
「
転
法
殿
」
（
転
法
輪
三
条
家
か
）
よ
り
依
頼
さ
れ
た
琵
琶
に
つ
い
て
相

　
　
　
　
（
2
0
）

談
し
て
い
る
。
ま
た
、
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
　
○
月
に
は
、
辻
則
安
が
神
田
家
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

花
山
院
家
の
笙
に
一
条
家
か
ら
送
ら
れ
た
金
物
を
付
け
る
依
頼
を
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
一
〇
月
に
は
、
辻
近
良
が
「
大
納
言
」
に
「
御
笙
弐

管
　
小
葵
丸
・
蘭
菊
丸
」
を
納
め
た
と
こ
ろ
、
蘭
菊
丸
に
「
ひ
ひ
・
根
破
損
」
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
た
め
修
復
を
命
じ
ら
れ
、
「
根
付
」
の
た
め
神
田
大
和
を
呼
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
神
田
家
は
、
楽
人
の
家
に
個
別
に
出
入
り
し
、
公
家
の
楽
器
の
修
理
・

作
成
も
手
が
け
た
の
で
あ
る
。

2
神
田
家
と
朝
廷
の
「
御
用
」

　
さ
ら
に
、
神
田
家
は
朝
廷
の
「
官
庫
」
で
管
理
さ
れ
る
朝
廷
の
楽
器
の
「
新
調
」
・

「修
復
」
の
「
御
用
」
を
勤
め
た
。

　
辻
家
の

日
記
で
楽
所
別
当
・
楽
奉
行
で
あ
る
公
家
「
四
辻
少
将
殿
御
蔵
」
に
神
田

家
か

ら
の
箏
二
張
を
預
け
た
と
い
う
記
載
（
正
徳
五
〈
一
七
一
五
〉
年
）
が
「
御
用
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

で

あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
、
神
田
家
の
「
御
用
」
請
負
が
明
確
に
確

認
で

き
る
の
は
、
天
明
八
（
一
七
入
八
）
年
春
に
焼
失
し
た
「
官
庫
」
の
楽
器
類
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

新
調
・
修
復
で
あ
る
。
す
で
に
、
小
川
朝
子
氏
が
触
れ
て
い
る
が
、
新
出
史
料
を
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ま
え
、
ま
ず
詳
細
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
同
年
八
月
、
辻
近
良
は
「
装
束
類
寄
合
」

に

出
席
し
、
焼
失
し
た
「
官
庫
」
の
道
具
類
の
う
ち
、
「
此
度
楽
器
者
神
田
大
和
操

相
頼
度
由
二
付
、
此
儀
も
及
相
談
」
と
な
っ
た
。
対
象
と
な
っ
た
楽
器
は
、
高
舞
台
・

敷
舞
台
・
左
右
大
太
鼓
槽
弐
つ
・
左
右
太
鼓
鞍
台
弐
つ
・
大
太
鼓
舞
台
二
つ
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
三
方
楽
人
を
支
配
す
る
楽
所
別
当
・
楽
奉
行
の
公
家
四
辻
家
に
九
月
付

の

願
書
を
提
出
し
た
。
左
は
そ
の
願
書
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
奉
願
口
上
之
覚

　
　
　
一
、
楽
器
類
木
竹
細
工
之
類
者
近
年
　
御
用
之
節
神
田
大
和
抜
与
楽
器
師
被

　
　
　
　
仰
付
御
用
相
勤
罷
在
候
付
、
今
度
楽
器
之
類
新
調
・
御
修
復
等
之
義
、

　
　
　
　
　
御
用
被
仰
付
被
下
候
様
二
私
と
も
江
相
頼
罷
在
候
間
、
此
度
右
之
者
江

上
御
用
被
仰
付
被
下
候
様
奉
願
候
、
此
段
宜
武
辺
江
御
通
達
被
下
候
、
以

　
　
　
　
　
申
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
1
1
1
1

結
局
こ
の
願
は
す
ぐ
に
は
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
翌
年
三
月
に
同
文
の
願
書
が
、
辻
常

陸
介
・
辻
雅
楽
権
助
・
林
日
向
守
・
岡
伊
豆
守
・
窪
甲
斐
守
・
山
井
備
中
介
よ
り
、

四
辻
家
の
役
人
（
「
四
辻
宰
相
中
将
様
御
内
　
岡
内
膳
殿
」
）
に
「
又
々
差
上
」
ら
れ

（2
6
）

た
。
そ
し
て
、
六
月
一
日
に
西
町
奉
行
所
に
楽
人
の
代
表
と
し
て
三
方
楽
人
老
分
代

と
林
廣
猶
（
天
王
寺
方
）
が
呼
び
出
さ
れ
、
与
力
よ
り
「
去
秋
差
出
有
之
願
書
之
趣
、

焼
失
之
楽
器
類
神
田
大
和
橡
江
仕
法
帳
指
出
候
様
可
被
仰
達
候
段
」
と
よ
う
や
く
神

田
家
の
請
負
が
認
め
ら
れ
た
。
約
一
ヶ
月
後
の
閏
六
月
二
日
に
、
神
田
家
が
「
絵
図

井
仕
法
帳
」
を
辻
家
に
持
参
し
て
確
認
し
た
上
で
、
閏
六
月
四
日
に
辻
・
林
廣
猶
が

西
町
奉
行
所
に
持
参
し
た
。
町
奉
行
所
は
「
仕
法
帳
」
が
割
り
増
し
気
味
と
み
て
、

と
く
に
晴
の
日
と
雨
の
日
の
二
通
り
の
敷
舞
台
を
作
る
必
要
に
つ
い
て
の
説
明
書
を

楽
所
に
求
め
た
た
め
（
「
仕
法
帳
御
取
増
二
相
見
へ
候
由
に
て
、
敷
舞
台
晴
雨
弐
通

之
旨
、
口
上
書
差
出
し
可
然
旨
」
）
、
楽
人
側
は
す
ぐ
に
口
上
書
を
作
成
し
、
提
出
し

て

い

る
。
さ
ら
に
、
閏
六
月
一
四
日
に
神
田
家
よ
り
「
仕
様
書
」
が
提
出
さ
れ
た
が
、

「於
楽
所
相
認
、
武
辺
江
差
出
候
事
」
と
の
指
示
が
あ
り
、
結
局
楽
人
集
団
（
「
楽
所
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

よ
り
再
提
出
さ
れ
て
い
る
。
左
は
そ
の
仕
様
書
で
あ
る
（
以
下
、
史
料
中
の
括
弧
内

　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

は
筆
者
の
註
で
あ
る
）
。

　
　
表
紙
之
題
号

　
　
官
庫
焼
失
之
舞
楽
器
仕
様
書

　
　

別
紙
大
直
紙
帳
面
也

　
　
　
一
、
高
舞
台
壱
式
（
仕
様
省
略
）

　
　
　
一
、
太
鼓
台
右
壱
・
左
壱
　
弐
基
（
仕
様
省
略
）

　
　
　
一
、
鉦
鼓
台
右
壱
・
左
壱
　
弐
基
（
仕
様
省
略
）

　
　
　
一
、
太
鼓
筒
　
弐
基
（
仕
様
省
略
）
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一
、
太
鼓
槽
　
弐
槽
（
仕
様
省
略
）

　
一
、
敷
舞
台
　
三
間
四
方
　
壱
組
（
仕
様
省
略
）

　
一
、
両
儀
同
　
弐
間
半
四
ツ
　
壱
組
（
仕
様
省
略
）

右
之
通
二
御
座
候
、
以
上

　
　
　
寛
政
元
年
酉
閏
六
月

山
井
備
中
介

窪
甲
斐
守

岡
伊
豆
守

林
日
向
守

辻
雅
楽
権
助

辻
常
陸
介

‘0　　1≡ロ　　E口　　Eロ　　巨ロ　　匠ロ

神
田
家
へ
の
楽
器
新
調
・
修
復
の
根
拠
は
、
「
近
年
　
御
用
」
を
申
し
つ
け
て
い
る

と
い
う
実
績
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
か
ら
神
田
家
が
朝
廷
の
「
御
用
」
に
関
わ
っ
て

い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
宝
暦
一
二
（
一
七
六
二
）
年
刊
の
地
誌
『
京
町
鑑
』

で
、
す
で
に
「
御
楽
器
師
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
御

用
」
の
任
命
は
、
経
緯
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
神
田
家
か
ら
の
願
い
を
受
け
た
楽

人
集
団
か
ら
の
推
挙
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
仕
様
書
も
楽
人
集
団
の
名
で
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
最
初
の
願
書
提
出
後
、
神
田
家
が
辻
近
良
を
訪
れ
、
「
此

頃
願
書
出
候
爲
挨
拶
〆
十
本
入
」
と
挨
拶
に
来
て
い
る
の
も
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
仕
様
書
に
対
し
て
、
幕
府
か
ら
六
月
に
「
宝
永
元
之
度
留
書
」
と
の

齪
酷
に

つ
い
て

の

修
正
、
「
大
仏
師
・
装
束
師
、
右
御
用
相
勤
度
旨
相
頼
候
得
共
、

先
年
之
振
合
茂
有
之
候
二
付
、
今
度
茂
入
札
吟
味
之
積
之
由
」
と
入
札
の
指
示
が
出

さ
れ
て
お
り
、
神
田
家
の
請
負
が
実
現
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
、
享
和
三
（
一
八
〇
三
）
年
二
月
二
六
日
に
は
、
「
加
茂
祭
舞

人
陪
従
装
束
類
其
外
御
修
復
」
を
請
け
る
場
合
は
値
段
の
書
上
を
、
断
る
場
合
は
そ

の
理
由
書
を
提
出
す
る
よ
う
、
神
田
大
和
が
六
人
の
者
と
と
も
に
命
じ
ら
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

こ
う
し
た
修
復
の
出
入
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
政
四
（
一
八
二
一
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

一
二
月
に
は
修
復
し
た
太
々
鼓
・
火
姻
類
の
納
品
、
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

に
は
「
大
太
鼓
・
火
焔
太
鼓
・
同
筒
等
新
調
」
が
確
認
で
き
、
万
延
元
（
一
入
六
〇
）

年
一
〇
月
に
は
、
楽
器
は
不
詳
だ
が
楽
人
立
ち
会
い
の
も
と
納
品
前
の
検
品
が
神
田

　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

家
で
行
わ

れ
て

い

る
。
ま
た
、
神
田
家
自
身
の
直
接
の
請
負
は
不
明
だ
が
、
天
保
五

　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

（
一
八
三

四
）
年
・
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
・
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
の
修
復
・

新
調

に
際
し
て
は
「
装
束
師
」
と
し
て
他
の
者
と
挨
拶
に
出
向
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
田
家
は
楽
人
を
媒
介
と
し
て
、
朝
廷
の
「
御
用
」
も
請
け
負
う

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

3
雅
楽
の
近
代
と
神
田
家

　
維
新
期
の
神
田
家
の
当
主
神
田
重
助
（
吉
道
）
に
つ
い
て
、
近
世
来
の
楽
人
の
末

　
　
　
お
お
の
ち
ゅ
う
り
ゅ
う

商
で
あ
る
多
忠
龍
は
、
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て

　
（
3
6
）

い
る
。

　
　
「
明
治
二
十
年
頃
に
死
ん
だ
人
で
す
が
、
こ
の
ひ
と
な
ん
か
、
な
か
な
か
の
名

　
　
人
だ

つ
た
。
（
中
略
）
こ
の
重
助
と
い
ふ
ひ
と
は
と
に
か
く
近
世
の
名
人
と
い

　
　
ふ

べ
き
人
物
で
せ
う
し
、
も
う
一
年
か
二
年
生
き
て
ゐ
た
ら
、
帝
室
技
芸
員

　
　

に
な
つ
た
で
せ
う
。
な
ん
で
も
つ
く
る
の
で
す
。
琵
琶
で
も
、
箏
で
も
、
箏

　
　
築
で
も
、
笛
で
も
、
笙
で
も
、
な
ん
で
も
つ
く
つ
た
。
そ
れ
で
、
み
ん
な
よ

　
　
く
で
き
て
ゐ
る
（
中
略
）
惜
し
い
こ
と
を
し
ま
し
た
よ
。
ま
あ
、
何
と
い
ひ

　
　
ま
す
か
、
名
人
肌
の
ひ
と
で
し
た
ね
。
（
中
略
）
東
京
へ
来
る
前
は
京
都
に
住

　
　
ん

で
ゐ

た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
ろ
の
話
で
（
中
略
）
正
倉
院
を
あ
け
た
と
こ

　
　
ろ
、
楽
器
が
た
い
へ
ん
い
た
ん
で
ゐ
る
。
琵
琶
な
ん
か
、
口
か
あ
い
て
ゐ
る
。

　
　
そ
れ
を
神
田
重
助
に
な
ほ
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
京
都
ま
で
頼

　
　
み
に

出
向
い
た
わ
け
な
ん
で
す
。
（
中
略
）
正
倉
院
に
あ
る
あ
の
古
い
楽
器
は
、

　
　
そ
の
と
き
に
神
田
重
助
が
博
物
館
長
の
命
令
で
な
ほ
し
た
も
の
な
ん
で
す
。
畏

　
　
れ
多
い
話
だ
が
、
宮
中
に
あ
る
楽
器
の
な
か
に
も
重
助
が
手
を
入
れ
た
も
の

　
　
が

あ
る
は
ず
で
す
。
（
中
略
）
楽
器
師
な
の
で
、
雅
楽
を
や
る
も
の
だ
け
に
し

　
　
か

知
ら
れ
て
ゐ
ま
せ
ん
が
、
ま
あ
、
一
代
の
名
人
で
せ
う
。
惜
し
い
こ
と
に
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跡
つ
ぎ
が
な
く
、
娘
が
ゐ
ま
し
た
が
、
陸
軍
の
軍
人
を
養
子
に
し
て
、
楽
器

　
　
の

ほ
う
は
そ
れ
つ
き
り
に
な
つ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

　
維
新
期
の
当
主
神
田
重
助
（
吉
道
）
は
、
明
治
に
な
る
と
楽
人
た
ち
と
と
も
に
主

な
活
動
の
場
を
東
京
に
移
し
、
官
の
仕
事
を
請
け
負
っ
た
。
明
治
五
年
の
外
務
省

に
よ
る
ロ
シ
ア
皇
子
接
遇
の
た
め
の
舞
楽
上
演
に
際
し
て
は
、
前
年
に
日
光
東
照
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）

の
大
太
鼓
や
、
高
舞
台
の
塗
り
直
し
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
正
倉
院
の
楽
器
の
修
復

に
つ
い
て
は
未
確
認
だ
が
、
明
治
五
年
五
月
二
七
日
に
正
倉
院
調
査
を
含
む
社
寺
宝

物
調
査
で
近
畿
に
向
か
う
蜷
川
式
胤
を
「
神
田
重
介
」
が
品
川
宿
ま
で
見
送
っ
て
お

嘘

ま
た
明
治
三
年
二
月
の
「
金
銀
平
文
琴
」
（
正
倉
院
北
発
）
の
複
製
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

成
に
琴
工
と
し
て
神
田
吉
道
（
重
助
）
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
実
際

に
か
か
わ
っ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
時
期
は
不
明
だ
が
、
薩
摩
藩
出
身

で
博
物
館
事
業
に
か
か
わ
り
、
雅
楽
に
も
傾
倒
し
た
町
田
久
成
（
一
八
三
八
～
九
七

（④
）

年
）
の
自
宅
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
蜷
川
ら
が
か
か
わ

っ

た
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
へ
の
参
加
で
、
神
田
重
助
は
、

「
雅
楽
器
之
部
」
一
四
品
の
う
ち
九
品
に
あ
た
る
笙
・
横
笛
・
筆
築
・
高
麗
笛
・
歌
笛
・

笏
拍
子
・
調
子
笛
（
一
名
律
管
）
・
箏
・
琵
琶
を
、
「
神
楽
器
之
部
」
で
輻
鼓
（
胴
壷

共
牡
丹
唐
草
蒔
画
付
）
・
大
鼓
（
オ
ホ
ツ
ツ
ミ
　
毫
援
　
黒
漆
牡
丹
唐
草
蒔
画
付
）
・

笛
、
「
俗
楽
器
之
部
」
で
大
和
笛
（
一
名
神
楽
笛
〉
、
一
夜
切
（
一
名
一
蔀
）
、
能
管
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

名
能
笛
）
、
須
磨
琴
（
一
名
筑
紫
琴
　
芦
管
一
ツ
）
を
出
品
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
田
家
は
近
代
国
家
に
お
け
る
国
楽
と
し
て
の
雅
楽
の
再
編
や
、

「
伝
統
」
の
再
発
見
・
輸
出
な
ど
、
近
代
の
雅
楽
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た

の

で
あ
る
。

　
な
お
、
神
田
重
助
の
名
が
史
料
上
確
認
で
き
る
の
は
、
現
状
で
は
管
見
の
限
り
明

治
一
五
年
の
修
理
の
記
事
で
あ
る
が
、
明
治
一
〇
年
に
同
じ
京
都
二
帖
半
町
の
神
田

静
が
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品
し
、
そ
の
孫
が
明
治
四
二
年
入
月
一
〇
日
に
豊
原
家

に
λ
門
し
て
い
る
（
前
掲
表
1
）
。
東
京
に
出
た
重
助
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、

そ
の
子
孫
も
し
く
は
分
家
の
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
の
神
田
家
の
動
向
は
、

ま
だ
明
ら
か
に
し
え
て
い
な
い
。

②
雅
楽
の
伝
播
と
神
田
家

1
武
家
と
の
関
係
形
成

　
楽
人
へ
の
出
入
、
公
家
さ
ら
に
朝
廷
の
御
用
は
、
地
誌
や
商
品
目
録
（
「
総
御
樂

器
値
段
付
」
　
後
述
）
の
肩
書
に
「
御
楽
器
師
」
や
「
御
用
」
を
付
す
よ
う
に
、
神

田
家
の
信
用
の
源
泉
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
一
八
世
紀
前
半
に
は
、
楽

人

を
媒
介
と
し
た
神
田
家
と
大
名
家
・
武
家
の
関
係
も
成
立
し
て
い
た
。
以
下
、
楽

人
の

日
記
の
関
連
記
事
を
示
し
た
い
。

　
ま
ず
、
楽
器
の
修
理
に
つ
い
て
の
記
事
が
確
認
で
き
る
。
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）

年
四
月
に
は
、
神
田
近
江
に
辻
近
家
が
佐
倉
藩
主
稻
葉
家
の
「
古
琵
琶
」
の
修
復
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

金
六
両
を
立
て
替
え
、
五
月
に
修
理
を
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
享
保
三
（
一
七
一
八
）

年
閏
一
〇
月
に
は
、
雅
楽
を
研
究
し
た
田
安
宗
武
の
家
来
高
畠
武
助
の
笙
の
注
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

神
田
家
が
辻
近
緒
に
取
り
次
ぎ
、
さ
ら
に
広
祥
へ
笙
舌
を
依
頼
し
て
い
る
。
寛
延
三

（
一
七
五

〇
）
年
五
月
に
は
、
「
備
前
屋
敷
」
よ
り
依
頼
の
琵
琶
修
復
料
四
両
一
歩
を

　
　
　
　
（
鮪
）

渡
し
て
お
り
、
岡
山
藩
と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
明
和
四
（
一
七
六
七
）

年
九
月
に
は
、
神
田
家
が
「
田
沼
殿
・
四
辻
家
」
へ
の
「
謝
礼
物
」
を
辻
家
に
持
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
辻
家
よ
り
田
沼
家
へ
の
紹
介
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
ほ
か
、
東
儀
文
均
の
日
記
（
「
楽
所
日
記
」
）
に
よ
れ
ば
、
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）

年
＝
月
、
所
司
代
の
引
継
で
京
都
に
来
た
老
中
松
平
乗
全
（
西
尾
藩
）
の
家
中
山

下
嘉
右
衛
門
を
、
本
人
の
希
望
に
よ
り
文
均
が
神
田
宅
へ
連
れ
て
行
っ
て
い
る
。
山

下
は

「
雲
州
門
人
」
と
し
て
楽
道
を
た
し
な
ん
で
お
り
、
藩
の
進
物
役
を
つ
と
め
て

い

た
。
四
日
後
に
神
田
家
か
ら
東
儀
に
礼
金
が
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
儀
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

武
家
の
楽
器
購
入
で
神
田
家
を
あ
っ
せ
ん
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
嘉
永
六
年
六
月

に
は
、
三
上
藩
主
の
意
向
で
雅
楽
修
行
と
し
て
東
儀
文
均
の
江
戸
下
向
か
ら
の
帰
路
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に
同
行
し
て
き
た
藩
士
山
田
元
三
郎
を
神
田
邸
に
泊
め
、
祇
園
祭
の
宵
山
や
山
鉾
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

見
物
、
菓
子
屋
へ
の
案
内
を
つ
と
め
て
い
る
。
同
一
〇
月
に
は
、
尾
張
藩
士
で
雅
楽

に
か
か
わ
っ
た
大
道
寺
か
ら
作
成
依
頼
の
あ
っ
た
「
永
仁
笙
貴
」
が
南
都
楽
人
林
筑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

州
よ
り
届
い
た
た
め
、
文
均
が
手
紙
を
神
田
家
に
取
り
次
い
で
い
る
。
そ
し
て
、
文

久
三
（
一
八
六
三
）
年
一
月
に
は
、
「
主
用
二
而
上
京
中
」
の
同
じ
く
尾
張
藩
の
楽

人

（「
尾
州
名
古
屋
楽
役
」
）
の
日
比
野
伊
三
郎
・
吉
川
新
蔵
・
佐
藤
左
太
七
・
山
崎

大
治
郎
が
、
文
均
に
「
今
日
拝
見
之
儀
神
田
ヲ
以
頼
」
、
文
均
は
「
狩
衣
」
を
貸
し
、

「
拝
見
御
場
所
」
を
四
辻
の
家
中
（
八
田
織
部
）
へ
頼
み
、
四
人
は
朝
儀
の
舞
を
「
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

合
能
」
「
内
々
拝
見
」
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
楽
器
の
修
理
や
調
達
だ
け
で
な
く
、
藩
士
の
入
門
の
取
り
次
ぎ
が
確
認

で

き
る
。
宝
暦
九
（
一
七
五
九
）
年
七
月
に
は
、
「
稲
垣
周
防
守
殿
（
近
江
山
上
藩

稲
垣
定
計
）
家
中
田
村
左
仲
龍
笛
熟
二
御
座
候
間
、
門
入
之
儀
許
客
之
段
」
と
謝
礼

に
つ
い
て
辻
高
広
（
別
家
）
の
依
頼
で
神
田
内
匠
悼
十
蔵
が
、
辻
家
に
問
い
合
わ
せ

て

い

る
。
辻
家
よ
り
「
太
刀
一
腰
・
馬
代
銀
十
両
」
と
の
回
答
を
得
て
、
翌
日
、
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

田
家
は
田
村
を
連
れ
て
い
き
、
入
門
が
叶
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
稲
垣
定
計
（
南
岳

一
七

二
八
～
一
八
〇
四
年
）
は
、
武
家
と
し
て
は
最
初
に
四
辻
家
よ
り
秘
伝
で
あ
る

下
壱
越
調
を
伝
授
さ
れ
る
な
ど
、
雅
楽
を
愛
好
し
た
大
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
和

四

（
一
七
六
七
）
年
九
月
に
は
、
辻
則
承
は
、
徳
島
藩
士
の
江
戸
詰
の
門
弟
瀧
勇
蔵
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

足
助
喜
馬
太
・
速
水
弥
三
郎
に
伝
授
状
を
渡
し
て
い
る
。

　
　
江
府
阿
州
衆
笙
之
門
弟
瀧
勇
蔵
・
足
助
喜
馬
太
、
兼
而
蘇
合
香
伝
授
之
儀
段
々

　
　
願
二
付
、
銀
添
伝
授
状
相
認
差
下
ス
、
速
水
弥
三
郎
儀
未
稽
古
之
間
も
無
之
候

　
　
へ
共
、
阿
波
守
殿
達
而
被
相
願
、
高
弘
（
辻
高
弘
　
別
家
）
6
申
登
之
、
難
黙

　
　
止
強
客
二
而
、
則
此
度
一
所
二
伝
授
状
差
下
ス

　
　
　
　
伝
授
状
之
事

　
　
蘇
合
香
　

一
具
鳳
笙
之
曲

　
　
右
者
今
度
難
為
秘
曲
、
依
懇
望
普
道
之
一
説
令
伝
授
源
治
英
之
詑
、
不
及
他
人

　
　
者
申
、
至
干
子
孫
全
相
伝
有
之
間
敷
者
也
、
依
伝
授
状
如
件

　
　
　
明
和
五
丁
亥
年
九
月
　
　
　
　
　
従
四
位
下
行
右
景
亮
狛
宿
禰
則
安
（
花
押
）

　
　
　
　
瀧
勇
蔵
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　

　
　
右
之
通
喜
馬
太
正
・
弥
三
郎
時
■
両
人
江
遣
ス
、
中
鷹
紙
二
相
認

こ
の
う
ち
、
瀧
勇
蔵
は
瀧
勇
蔵
芳
英
（
二
〇
六
石
）
で
、
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年

に
養
子
入
り
し
て
以
来
、
江
戸
、
京
都
、
国
元
を
移
動
し
、
当
時
刀
番
を
勤
め
て
い

た
。
足
助
は
当
主
が
確
定
で
き
な
い
が
、
三
〇
〇
〇
石
で
し
ば
し
ば
江
戸
詰
と
な
っ

た
藩
士
で
あ
る
。
速
水
弥
三
郎
は
、
宝
暦
三
年
に
御
児
小
姓
と
し
て
召
し
出
さ
れ
、

明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
八
月
七
日
に
「
楽
為
稽
古
京
都
江
発
足
罷
越
」
、
＝
一
月

に
い
っ
た
ん
江
戸
に
戻
っ
た
の
ち
、
再
び
三
年
に
江
戸
で
御
側
小
姓
と
な
り
、
四
年

二
月
三
日
に
「
楽
為
稽
古
京
都
江
乗
船
罷
越
」
、
三
月
九
日
に
一
五
石
よ
り
二
〇
〇

石

と
な
っ
て
い
る
。
速
見
は
、
京
都
で
雅
楽
の
修
行
を
積
ん
で
い
た
者
で
あ
っ
た
。

彼

ら
は
い
ず
れ
も
藩
主
側
近
で
、
と
く
に
速
見
は
雅
楽
の
相
手
を
勤
め
た
と
思
わ
れ

（5
2
）

る
。
三
人
の
う
ち
、
速
見
弥
三
郎
は
未
熟
で
あ
っ
た
が
、
藩
主
の
強
い
意
向
で
伝
授

を
許
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
伝
授
は
藩
主
の
意

向
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
伝
授
の
翌
日
に
は
、
「
阿
州
屋
敷
甚
佐

江

手
紙
遣
し
、
右
伝
授
状
三
通
井
神
田
6
差
越
候
笛
直
し
候
一
具
箱
江
入
相
頼
差
下

ス
」
と
伝
授
状
と
と
も
に
神
田
の
笛
を
調
整
し
て
届
け
て
い
る
。
伝
授
と
楽
器
の
授

受
は
セ
ッ
ト
で
あ
り
、
神
田
家
が
楽
器
を
供
給
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
お
そ

ら
く
神
田
家
は
、
彼
ら
の
紹
介
に
も
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
田
家
は
大
名
家
や
藩
士
の
楽
器
の
修
理
・
製
作
に
か
か
わ
る
だ

け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
楽
器
の
調
達
を
媒
介
と
し
て
藩
士
の
楽
人
へ
の
入
門
の
仲
介

役
を
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。

2
地
方
の
社
人
・
僧
侶
・
文
人
と
の
関
係
形
成

　
神
田
家
が
関
係
を
持
っ
た
の
は
、
武
家
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
神
田
家
は
、
出
入

す
る
複
数
の
楽
人
と
雅
楽
を
需
め
る
人
び
と
を
つ
な
げ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
豊
原
文
秋
・
陽
秋
・
絆
秋
・
喜
秋
の
七
四
五
名
の
入
門
・
相
伝
記
録
「
中
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（
5
3
）

小
曲
大
相
伝
之
記
」
（
寛
政
八
〈
一
七
九
六
〉
年
～
大
正
年
間
）
　
よ
り
、
西
山
松
之

助
氏
が
「
中
間
教
授
師
匠
」
と
し
て
注
目
し
た
門
人
の
紹
介
者
（
「
吹
挙
」
・
「
取
次
」
・

「紹
介
」
）
に
お
け
る
楽
器
師
の
位
置
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
同
史
料
で
紹
介
者
が

記
載
さ
れ
る
の
は
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
以
降
で
、
近
世
段
階
で
は
＝
四
人
の

入

門
者
に
つ
い
て
紹
介
者
が
三
八
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
五
人
以
上
を
紹
介
し

た
家
を
表
2
に
示
し
た
。
計
八
家
（
便
宜
的
に
同
じ
家
と
し
た
）
で
、
紹
介
者
が
判

明
す
る
門
人
の
三
分
の
二
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、
上
位
三
家

は
楽
人
で
、
紹
介
し
た
門
人
は
計
二
九
人
（
さ
ら
に
山
井
家
の
紹
介
し
た
二
人
を
加

え
れ
ば
三
一
人
）
と
、
判
明
す
る
門
人
の
う
ち
の
四
分
の
一
を
占
め
る
。
楽
人
同
志

が
門
弟
を
紹
介
し
あ
う
と
い
う
例
で
あ
る
。
次
い
で
目
立
つ
の
が
、
尾
張
藩
士
寺
島

家

（
一
五
人
）
・
同
大
道
寺
家
（
五
人
）
で
あ
る
。
ほ
か
、
僧
侶
覚
正
寺
（
一
〇
人
）
、

神
田
家
（
九
人
）
、
神
主
（
石
清
水
八
幡
宮
谷
村
家
入
人
）
と
な
る
。
神
田
家
が
紹

介

し
た
入
門
者
は
全
体
の
約
八
％
を
占
め
て
お
り
、
楽
人
豊
原
家
と
人
々
を
つ
な
ぐ

役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
表
3
に
は
、
神
田
家
が
紹
介
し
た
門
人
九
名
を
入
門
年
代
順
に
示
し
た
。
8
圓
勝

寺
は

「
取
次
」
で
、
ほ
か
は
す
べ
て
「
吹
挙
」
で
あ
る
。
ま
ず
地
域
は
伊
勢
三
人
・

遠
州
一
人
・
伊
賀
一
人
・
越
後
一
人
・
越
中
一
人
・
尾
張
一
人
・
美
濃
一
人
で
、
東

海
か

ら
新
潟
方
面
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
身
分
は
確
定
し
た
者
が
僧
侶
が
五
人
、

商
人
が
二
人
で
あ
る
。
楽
人
を
除
け
ば
、
他
の
紹
介
者
は
同
じ
地
域
、
お
そ
ら
く
地

域
の

文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
者
た
ち
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、

神
田
家
は
顧
客
の
紹
介
の
た
め
か
多
地
域
に
わ
た
っ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
7
芳
蘇
寺
義
龍
の
場
合
、
の
ち
に
圓
満
寺
頼
龍
（
遠
州
掛
川
宿
、
一
向
宗

本
願
寺
末
寺
　
嘉
永
二
〈
一
八
四
九
〉
年
六
月
三
日
）
・
池
田
庄
三
郎
勝
（
遠
州
浜
松
、

嘉
永
五
年
八
月
）
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
田
家
が
門
人
の
地
域
的
な
展
開

の
き
っ
か
け
を
作
る
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
神
田
家
が
紹
介
し
た
門
人
の
う
ち
、
概
況
が
わ
か
る
の
は
、
4
竹
内
弥
兵
衛
息
弥

八
郎

源
安
道
と
6
江
口
源
八
で
あ
る
。
4
竹
内
は
、
桑
名
に
接
す
る
東
海
道
沿
い
の

町
場
矢
田
町
で
佐
藤
や
質
物
貸
付
で
財
を
成
し
、
亀
崎
新
田
な
ど
町
人
請
負
新
田
に

も
か
か
わ
っ
た
豪
商
で
あ
っ
た
。
当
主
は
文
化
的
な
活
動
も
行
い
、
と
く
に
文
化

七

（
一
八
一
〇
）
年
に
養
子
に
入
っ
た
竹
内
弥
左
衛
門
（
号
南
淵
　
一
七
八
四
～

一
入
五
二
年
）
は
、
読
書
を
好
み
、
国
学
は
本
居
春
庭
・
大
平
、
和
歌
は
足
代
弘
訓
・

富
樫
広
影
、
狂
歌
を
尚
左
堂
俊
満
、
詩
を
藩
儒
片
山
恒
斎
に
学
び
、
俳
譜
も
嗜
ん
だ
。

馬
琴
が
桑
名
を
通
過
す
る
際
に
歓
待
し
、
ま
た
山
東
京
伝
・
石
川
六
樹
薗
・
四
方
垣

真
顔
・
十
返
舎
一
九
な
ど
と
も
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
、
地
域
の
有
力
な
文
人
で
あ

　
（
閲
）

っ

た
。
同
家
文
書
に
は
、
京
都
の
袋
物
師
や
風
呂
師
な
ど
職
人
へ
の
発
注
や
、
画
家

雨
森
敬
亭
と
の
書
状
の
や
り
と
り
、
茶
会
の
開
催
な
ど
が
確
認
で
き
る
。
音
曲
に
つ

い
て

は
、
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
三
月
に
林
広
好
（
天
王
寺
方
楽
人
）
か
ら
「
多

賀
大
社
音
羽
梵
聲
取
次
」
で
、
笙
の
「
平
調
五
常
楽
急
」
の
免
許
状
が
竹
内
泰
道
に

出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
保
九
（
一
入
三
八
）
年
九
月
に
は
、
豊
原
隠
岐
守
か
ら

「平
調
五
常
楽
急
」
の
免
許
状
が
竹
内
弥
八
郎
安
道
に
出
さ
れ
、
お
そ
ら
く
入
門
後
に
、

豊
原
陽
秋
が
竹
内
弥
八
郎
に
金
四
両
一
朱
で
鳳
笙
一
管
を
譲
っ
て
い
る
。
後
者
が
神

田
家
が
「
取
次
」
い
だ
も
の
で
、
神
田
家
の
名
前
は
直
接
現
れ
て
い
な
い
が
、
楽
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

の
提
供
を
授
受
に
関
与
し
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

　

6
江
口
源
八
は
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
八
月
刊
『
東
講
商
人
鑑
』
の
「
中
条

中
町
　
会
津
屋
源
八
　
呉
服
太
物
店
」
が
該
当
し
、
近
代
に
地
主
経
営
も
行
っ
て
い

た
事
が
確
認
で
き
る
。
地
元
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
江
口
は
会
津
か
ら
中
条
（
現
新
潟

県
）
に
移
住
し
「
京
都
大
坂
や
岡
山
方
面
ま
で
商
売
に
行
か
れ
た
豪
商
」
で
、
明
和

五

（
一
七
六

八
）
年
に
京
都
よ
り
八
〇
人
の
人
夫
で
運
ん
で
き
た
熊
野
若
宮
神
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

小
台
輪
と
御
輿
の
寄
進
者
と
さ
れ
て
い
る
。
明
治
に
は
「
煎
茶
抹
茶
書
画
展
覧
会
」

の
幹
事
を
務
め
て
お
り
、
1
竹
内
と
同
様
、
地
域
の
文
人
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
紹
介
は
、
豊
原
家
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
辻
家
の
場
合
、
安
永
二

（
一
七
七

三
）
年
九
月
に
神
田
大
和
が
「
入
門
」
希
望
者
二
人
の
紹
介
を
打
診
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

う
え
で
、
手
代
が
辻
則
安
の
も
と
に
連
れ
て
行
っ
て
い
る
。
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表2　豊原家入門・相伝記録「中小曲大相伝之記」における紹介者（5人以上）

番号 身分 紹介者名 合計 吹挙 紹介 取次 記載なし

東儀元鳳 11 9 2
1 楽人

東儀阿波守 1 1

2 楽人（京都方の纂築） 安倍季良・季資 12 9 2 1

安倍氏 1 1

安倍加州 1 1
3 楽人（天王寺方の筆築）

（安部）季邑 1 1

安部季誕 2 2

寺嶋又八郎・文右衛門 11 11
4 武士（尾張藩士）

寺嶋某 4 4

5 僧侶 薫然庵　覚正寺賢了ほか 10 7 3

6 楽器師 神田大和介ほか 9 9

谷村詩涛（ヵ） 1 1

谷村右吉 2 2
7 神主

谷村光昭 4 4

谷村内蔵丞（石清水神官） 1 1

8 武士 大道寺玄蕃 5 5

表3　神田家が豊原家に紹介した入門者（「中小曲大相伝之記」より作成）

番号 名前 入門年月日 居所・出自など 身分 紹介者 備考

1 善明寺圓澄
天保5（1834）年

5月29日
勢州長嶋町桑名郡 僧侶 神田喜一郎

2 光栄寺大運
天保5（1834）年

5月29日
勢州桑名郡長嶋遠浅 僧侶 神田喜一郎

3 須川善右衛門保久
天保7（1836）年

10月7日
伊賀国阿拝郡川合郷 神田次郎助

4
竹内弥兵衛息弥八

郎源安道

天保9（1838）年

9月24日
勢州桑名住矢田町 商人 神田大和介

5 宮嶋文左衛門頼章
弘化4（1847）年

8月
越中人 神田

6 江口源八
嘉永元（1848）年

4月
越後蒲原郡中條住 商人 神田 季良朝臣取次

7 芳蘇寺義龍
嘉永元（1848）年

4月24日

一向宗東本願寺末寺，

遠州浜松住
僧侶 神田善輔

入門料金百疋・

扇子料銀一両

8 圓勝寺喚命
嘉永元（1848）年

11月

一向宗西本願寺末寺，

尾州
僧侶 神田（取次）

入門料金百疋，

覚正寺探玄吹挙

9 光宗寺宣教
嘉永2（1849）年

4月

濃州加茂郡加治田

（＊一向宗）
僧侶 神田

入門料金百疋・

扇子料銀二匁
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神

田
手
代
、
入
門
之
両
人
同
道
而
佐
渡
国
雑
太
郡
川
原
田
中
山
五
兵
衛
惟
貞
・

　
　
備
前
児
島
天
城
遍
照
院
神
光
、
右
両
人
也
、
祝
儀
三
本
入
二
扇
子
一
箱
ツ
・
、

　
　
金
百
疋
宛
持
参
ス
、
五
常
楽
急
唱
歌
口
伝
ス
、
中
鷹
以
譜
相
認

　
　
　
右
之
譜
者
佐
州
川
原
田
中
山
五
兵
衛
惟
貞
鳳
笙
之
道
依
執
心
、
当
家
門
弟
爲

　
　
　
契
約
令
授
与
之
詑

　
　
　
　
安
永
第
二
癸
巳
年
八
月
上
院
　
　
　
　
従
四
位
下
行
右
京
亮
狛
宿
禰
則
安

　
　
　
　

右
之
通
遍
照
院
も
同
断
也
、
吸
物
・
酒
出
ス

佐
渡
河
原
田
町
の
中
山
五
兵
衛
惟
貞
（
一
七
四
五
～
九
一
年
）
は
儒
者
で
、
こ
の
の

ち
天
明
年
間
に
京
都
の
聖
護
院
で
塾
を
開
き
、
さ
ら
に
聖
護
院
門
跡
の
盈
仁
入
道
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

王
の
侍
講
を
つ
と
め
た
と
い
う
。
ま
た
、
遍
照
院
は
現
倉
敷
市
の
寺
院
で
あ
る
。
両

者
の

関
係
は
不
明
だ
が
、
神
田
家
が
顧
客
二
人
を
ま
と
め
て
連
れ
て
行
っ
た
と
い
う

可
能
性
が
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
六
月
に
は
、
神
田
家
が

「
江

州
日
野
住
伊
藤
平
九
郎
笙
入
門
之
儀
頼
」
を
受
け
、
嘉
永
四
（
一
入
五
一
）
年

九
月
に
「
和
州
吉
村
信
之
助
平
福
章
」
、
万
延
二
（
一
八
六
一
）
年
三
月
に
は
山
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

吉
蔵
の
笙
の
入
門
を
取
次
ぎ
、
神
田
家
が
祝
儀
金
を
辻
家
に
、
辻
家
は
神
田
家
を
介

し
て
笙
の
譜
面
を
渡
し
て
い
る
。
吉
村
は
大
和
国
田
原
本
町
の
屈
指
の
富
商
吉
村
柳

亭
（
一
七
九
四
～
九
四
年
）
で
あ
る
。
領
主
で
あ
る
交
代
寄
合
平
野
家
の
掛
屋
で
あ
り
、

た
び
た
び
財
政
の
献
策
を
行
い
、
財
政
の
立
て
直
し
の
た
め
藩
の
「
御
蔵
方
」
と
し

て

登
用
さ
れ
、
給
人
と
し
て
扶
持
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
高
取
藩
儒
と
な

っ

た
谷
三
山
に
入
門
し
て
四
〇
年
余
の
間
儒
学
を
学
び
、
和
歌
に
も
す
ぐ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
（
6
0
）

文
人
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
同
じ
く
南
都
楽
人
辻
家
に
は
、
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
一
二
月
に
、
尾

州
津
島
神
主
氷
室
伊
織
が
舞
で
入
門
す
る
に
あ
た
り
、
伊
織
か
ら
の
「
祝
儀
白
銀
壱

枚
井
誓
状
・
書
面
等
神
田
6
相
達
」
と
、
神
田
家
が
取
り
次
い
で
い
る
。
さ
ら
に
、

安
政

四
（
一
八
五
七
）
年
九
月
に
も
「
越
中
富
山
住
今
井
善
兵
衛
笙
入
門
之
儀
神
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

大
和
介
ヲ
以
御
頼
」
を
受
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
田
家
は
各
地
の
神
主
や
僧
侶
、
武
家
、
さ
ら
に
各
地
の
文
人
を

楽
人
と
つ
な
げ
、
地
域
的
な
展
開
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

③
楽
器
の
販
売

1

大
名
の
“
古
楽
器
”
収
集
と
神
田
家

　
神
田
家
は
、
新
調
し
た
楽
器
を
販
売
す
る
と
と
も
に
、
と
く
に
大
名
家
に
つ
い
て

は
、
“
古
楽
器
”
の
収
集
に
積
極
的
に
関
与
し
た
。
こ
う
し
た
“
古
楽
器
”
収
集
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
の
ち
ゆ
う
り
ゆ
う

つ
い

て
、
楽
人
の
末
商
多
忠
龍
は
、
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
に
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
（
6
2
）

に
語
っ
て
い
る
。

　
　
「
頼
尊
と
か
行
圓
と
か
の
名
作
が
世
の
中
に
出
な
い
の
は
、
む
か
し
は
大
名
が

　
　
雅
楽
を
や
つ
て
ゐ
た
の
で
、
大
名
と
も
な
る
と
、
楽
器
が
わ
か
る
。
楽
器
が

　
　

わ
か
る
か
ら
、
こ
れ
は
い
か
が
で
す
、
と
、
商
人
が
持
つ
て
く
る
と
、
お
金

　
　

は
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る
し
、
よ
し
買
は
う
、
と
い
ふ
の
で
、
す
ぐ
に
買
ひ
あ
げ

　
　

る
。
買
ひ
あ
げ
た
ら
、
な
か
な
か
外
へ
は
出
さ
な
い
。
さ
う
い
ふ
わ
け
だ
か
ら
、

　
　
一
生
の
う
ち
に
一
本
で
も
、
さ
う
い
う
名
人
の
作
っ
た
楽
器
が
手
に
入
れ
ば

　
　
大
し
た
も
の
だ
」

こ
れ
は
、
天
保
生
ま
れ
の
元
楽
人
林
広
守
か
ら
の
伝
聞
で
あ
る
。
楽
人
の
嫉
妬
、
あ

る
い
は
”
富
裕
”
な
大
名
イ
メ
ー
ジ
の
真
偽
は
さ
て
お
き
、
ま
さ
に
大
名
の
楽
器
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
今
日
も
伝
存
し
て
い
る
の
が
、
紀
州
藩
主
徳
川
治
宝
（
一
七
七
二

～
一
入
五
二
年
）
が
収
集
し
た
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
、
彦
根
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

主
井
伊
直
亮
（
一
七
九
四
～
一
八
五
〇
年
）
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

楽
器
に
は
付
属
文
書
や
関
連
史
料
が
あ
り
、
具
体
的
な
購
入
の
経
緯
が
わ
か
る
も
の

も
少
な
く
な
い
。
こ
こ
で
は
、
両
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
、
神
田
家
の
楽
器
販
売
の
実

態
を
み
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
紀
州
藩
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
楽
譜
を
除
く
一
五
八
件
の
お
よ

そ
半
数
の
入
一
件
に
、
附
属
文
書
が
あ
る
（
写
真
1
・
2
）
。
こ
の
う
ち
、
神
田
家
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は
約
三
割
に
あ
た
る
二
九
件
に
登
場
し
て
い
る
（
表
4
）
。

　

ま
ず
、
神
田
家
は
楽
器
の
製
作
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
3
1
新
載
（
睾
築
）
は
、

窪
近
儀
所
持
の
睾
築
「
千
鳥
」
の
「
模
造
」
と
し
て
製
作
を
依
頼
さ
れ
、
文
化
五

（
一
八
〇

八
）
年
三
月
一
五
日
に
納
品
し
て
い
る
。
3
0
福
寿
丸
（
筆
築
）
は
神
田
重

堅
の
作
、
5
6
芦
田
鶴
（
龍
笛
）
は
神
田
家
の
初
代
の
作
、
9
5
朝
陽
（
琵
琶
）
の
援
（
「
琴

師
治
貞
」
）
も
同
様
で
、
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
実
際
に
神
田
家
が
鑑
定
を
し
て
い
る
。

　
八
件

は
、
修
理
で
あ
る
（
1
1
山
端
〈
笙
〉
、
3
7
木
枯
〈
龍
笛
〉
、
8
1
一
節
切
、
9
2
白

鳳
〈
琵
琶
〉
、
9
2
白
鳳
〈
琵
琶
〉
、
9
6
小
嵐
〈
琵
琶
、
前
掲
写
真
2
＞
、
㎜
文
殊
丸
〈
琵
琶
〉
、

03

雲
鶴
〈
琵
琶
　
前
掲
写
真
1
＞
）
。
3
7
木
枯
〈
後
掲
写
真
1
5
＞
の
修
復
に
あ
た
っ
て

ーは
、
楽
人
の
東
儀
に
試
演
を
依
頼
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
身
が
楽
器
を
直
す
だ
け
で

、▼

ぼ
衙

：L

写真1　付属品・付属文書の例（雲鶴）
　　　　（国立歴史民俗博物館蔵）

メ」」膚臨甑＿＿一ザ▲㍉

な
く
、
付
属
品
の
箱
な
ど
の
新
調
を
他
の
職
人
に
さ
ら
に
発
注
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

天
保
三

二

八
三

二
）
年
の
4
6
金
龍
の
購
入
に
あ
た
っ
て
は
、
箱
の
蒔
絵
を
担
当
し

た
土
佐
土
佐
守
よ
り
金
二
〇
〇
疋
の
受
取
書
が
「
神
田
喜
一
郎
様
御
取
次
」
へ
、
銘

の

調
・
証
書
・
箱
書
き
を
し
た
山
路
右
兵
衛
尉
よ
り
金
二
〇
〇
・
一
〇
〇
疋
の
礼
状

が
神
田
家
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
9
7
琵
琶
「
美
女
」
に
つ
い
て
は
、
援
の

作
成
の
ほ
か
、
琵
琶
掛
を
「
古
物
」
で
調
達
す
べ
く
宮
中
を
あ
た
り
、
4
8
龍
笛
「
雲

鶴
」
の
銘
の
執
筆
を
、
書
道
を
家
職
と
す
る
花
山
院
家
に
依
頼
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
製
作
・
修
復
と
の
重
複
も
含
め
、
神
田
家
に
よ
る
楽
器
の
鑑
定
・
評
価

が
一
九
件
に
の
ぼ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
付
属
文
書
が
あ
る
楽
器
の
四
分

の
一
に
あ
た
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
．
古
楽
器
”
の
収
集
に
あ
た
っ
て
は
、
楽
器

自
体
の
質
と
と
も
に
由
緒
・
伝
来
が
重
要
で
あ
る
。
神
田
家
は
、
楽
人
と
と
も
に
、

楽
器
の
価
値
を
決
め
る
重
要
な
役
割
二
目
利
」
後
掲
史
料
A
）
を
果
た
し
た
の
で

あ
る
。

　

そ
し
て
神
田
家
は
、
“
古
楽
器
”
の
収
集
に
も
直
接
関
与
し
て
い
る
。
以
下
に
示

＼
X
．

一

x
へ

，
ノ
♂
薪

　
　
　
　

、
ゾ
p

写真2　付属文書の例（小嵐）
　　（国立歴史民俗博物館蔵）

260



［近世後期における雅楽の伝播と楽器師］・一・岩淵令治

表4　紀州徳川家伝来楽器コレクション付属文書（国立歴史民俗博物館蔵）にみる神田家

関係 番号 種別 銘 作成文書・内容 神田家の記述 原所蔵者

文化年中「神田大和大橡目録」・文化5（1808）年

製作 3月15日の書状 「楽器工神田大和操定祥造」

（新規）

31 筆菓 新載
大隅国台明寺の青葉笛竹を使い，窪陸奥守近儀所持 神田喜一郎　吉郎右衛門 一

の隼集「千鳥」の「模造」として神田が作成

「神田大和介元祖之作，先年
製作， 嘉永2（1849）年11月（書状）　松原隣安赤松信道

鑑定
56 龍笛 芦田鶴

（持主の大坂医師の息子）の記載
大和介御国表江罷越仕拙相極

申候」

天保3（1832）年10月（書状）（神田喜一郎→川合岡

製作 95 琵琶 朝陽 右衛門　援の作者の照会に対し，治貞か治光の作と 神田喜一郎

回答）

製作・

鑑定
30 筆築 福寿丸

天保3（1832）年10月「福寿丸御箏菓鑑定書」神田

重堅の作（喜一郎より五代前）
神田喜一郎

修理，

鑑定
11 笙 山端

文化元（1804）年修復

文化14（1817）年9月「山端御笙記」（銘の鑑定） 神田大和橡定幸
大野本遠寺→徳川治

宝
（音の調整＝京都楽人林摂津守）

修理，

37 龍笛 棉 嘉永元（1848）年9月「証⊥9月5日（書状），修理 神田大和介藤原定光
鑑定

修理， 天保3（1832）年11月「鑑定書」，8月19日（書状） 神田喜一郎代吉郎右衛門

鑑定
81

一節切 一節切
（修復内容の確認　神田喜一郎→川合岡右衛門） 「京都楽工神田喜一郎」

（文化9年）申11月「上」（神田定祥　　内々の証明）

修理 92 琵琶 白鳳 ／「明細書」（寛政12（1800）年に神田大和大橡定 神田定祥

祥が修復）

槽内の銘「天保四癸巳初夏修復畢，神田定光（花

押）」・「平安琴匠神田内匠　藤原定行／（書状）（内

売買？ 容と価格の鑑定　「三十両と申ても宜，五十両と申
96 琵琶 小嵐

修理 ても宜，此義ハ御考物二御座候」）／4月13日（書

状）　（修復ができたので飛脚に送らせる，享保の

頃定行が一度修復）

10月27日（書状）（神田方にて窪甲斐守（楽人）→

川村良碩（治宝の侍医　持主）「御所持之琵琶内々
鎌倉相承院…　川

修理 97 琵琶 美女
殿下様へ御噂申上候処，御覧被遊度」ため，見せて

良いか確認）／12月19日（書状）（神田大和橡→森
村良碩より文化9

（1812）年献上か
玄蕃　袋・援の作成，琵琶掛を禁中宮方で探す）／

槽内の銘　「明治15年7月修復加　神田吉道」

売買，
103 琵琶 雲鶴 ※本文参照 神田貞蔵

修理

槽内の銘「寛文十戌天五月十一日　神田近江治本
修理 loo 琵琶 文殊丸

十五歳相当第四度補治則」）

鑑定 12 笙 真葛 文化14（1817）年9月「真葛御笙記」（鑑定書） 神田大和橡定幸

「薗家百七十年くらい相模守

広寿作と相見え候得共，余程
鑑定 18 袖笙 鈴虫 5月17日（書状）林摂津守→東儀出雲守

古ク相見へ申候。天保二卯

十二月朔日神田手代申遣候」

… 　→東義三河守

鑑定 22 筆築 思月 「思月御筆築作者鑑定書」 神田喜一郎代吉郎右衛門 より文化4（1807）年

に献上
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関係 番号 種別 銘 作成文書・内容 神田家の記述 原所蔵者

鑑定 23 筆築 吹上 天保4（1833）年10月「極」 神田喜一郎定光

鑑定 24 筆築 白梅 天保3（1832）年閏11月「白梅御箏菓鑑定書」 神田喜一郎代吉郎右衛門

鑑定 25 睾集 寒月 天保5（1834）年10月「年暦鑑定」 神田喜一郎代吉郎右衛門

鑑定 26 筆築 千鳥
天保3（1832）年辰10月「鑑定之書付」

※中箱は神田の指示下絵による
神田喜一郎

鑑定 38 龍笛 秋津丸 天保4（1833）年3月「証」 神田大和介定光

鑑定 41 筆築 菊丸 「鑑定書」 神田喜一郎代吉郎右衛門

鑑定 44 筆築 初蝉 文化12（1815）年9月「証」 神田貞蔵定幸

鑑定 80
一節切 洞篇 天保6（1835）年2月24日「年暦鑑定書」 神田喜一郎代吉郎右衛門

鑑定 107 琵琶 武蔵野
文政2（1819）年8月「証書」／天保6（1835）年

2月22日「木品井年暦鑑定書」

神田大和大橡藤原定幸／

神田喜一郎代吉郎右衛門

鑑定 111 琵琶 満月 文政2（1819）年4月「証」（鑑定） 神田大和大橡藤原定幸

売買，

鑑定
99 琵琶 花園

文化12年8月「花園家三面琵琶之書付」（楽器の評

価　神田貞蔵手代吉郎右衛門物語）／天保14（1843）

年6月「御律管証書」（神田大和助定光）／8月1日「返

書」（神田貞蔵→森玄蕃　楽器の評価に関する回答

書）／文化12年9月（譲状）（花園　「神田定幸のな

かたちをもて望の方へ譲あたふるものなり」）

神田貞蔵手代吉郎右衛門物

語，神田貞蔵

売買？ 46 龍笛 金龍

（天保3（1832）年）2月8日「覚」（土佐土佐守知事

→神田喜一郎様御取次　200両の受取書）／3月5

日（書状）（神田喜一郎→稻葉三郎右衛門　修理内

容・仕様に関する確認）／3月8日「受取証書」（山

路右兵衛尉→神田喜一郎　銘の調・証書・箱書きを

したより金200・100疋の礼状）

神田喜一郎

売買？ 48 龍笛 雲鶴 （書状）　※本文参照 神田大和橡→大村弥兵衛

売買？ 93 琵琶 小白菊 ※本文参照 神田大和介藤原朝臣定晃
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し
た
の
は
、
9
3
琵
琶
「
小
白
菊
」
（
写
真
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
臼
）

郎
右
衛
門
か
ら
の
書
状
で
あ
る
。

　
A

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
琵
琶
）

購

入
に
か
か
わ
る
神
田
家
の
手
代
吉

、
此
節
極
々
古
絃
之
比
巴
壱
面
譲
リ
ニ
可
相
成
由
二
て
見
セ
ニ
参
り
申
候
、

則
一
覧
仕
候
而
、
実
二
古
物
こ
て
、
私
共
目
利
二
も
七
百
年
6
巳
来
之
器
物

こ

て

ハ
無
之
、
乍
去
小
絃
二
而
有
之
候
へ
共
、
音
色
ハ
大
絃
之
音
味
有
之
、

珍
敷
品
二
而
御
座
候
、
大
キ
之
形
別
紙
二
取
之
入
御
覧
申
候
、
伏
見
宮
御
物

五
常
楽
と
申
、
御
比
巴
6
ハ
少
し
大
絃
二
而
御
座
候
、
年
久
敷
素
人
之
者
へ

預
り
置
、
当
時
二
血
ハ
譲
リ
ニ
相
成
候
而
宜
敷
振
リ
合
二
相
成
候
而
、
此
度
一

写真3　琵琶「小白菊」
（国立歴史民俗博物館蔵）

B

覧
仕
候
、
往
古
ハ
宇
治
の
辺
二
所
持
致
居
候
比
巴
と
申
伝
へ
有
之
候
、

　
槽
　
唐
桑
　
壱
枚

　
腹
板
　
粟
三
枚
ハ
キ

　
鹿
頭
　
木
性
不
分

　
覆
手
　
棲

　
転
手
ハ
不
足
こ
て
中
興
紫
旦
こ
て
仕
宜
シ

　
海
老
尾
黄
揚

　
援
面
唐
皮
二
小
キ
白
菊
之
如
有

　
落
巾
唐
皮

　
擬
　
水
牛

　
　
　
　
　
　
　

右
ハ
実
二
鉄
勝
成
器
物
二
而
御
座
候
、
入
御
覧
度
品
と
存
、
御
沙
汰
奉
申
上

候
、
直
段
ハ
先
方
余
程
高
ク
申
居
候
事
二
御
座
候
、
御
覧
も
被
遊
度
候
ハ
“
、

尚
又
直
段
之
義
も
取
極
メ
奉
申
上
候
、
其
上
御
思
召
伺
ひ
奉
申
上
候
、
乍
序

御
沙
汰
奉
申
上
候
、
右
之
袋
大
和
錦
名
嶋
相
、
是
ハ
新
敷
も
の
こ
御
座
候
、

先
ハ
右
之
段
奉
申
上
度
如
此
二
御
座
候
、
以
上

　
正

月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
大
和
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
郎
右
衛
門

、
右
絃
比
巴
之
義
奉
申
上
候
所
、
一
ト
先
ツ
御
覧
被
遊
度
段
　
被
仰
下
、
則

先

方
へ
申
遺
し
候
所
、
此
比
他
行
中
こ
て
、
漸
々
今
日
返
事
仕
候
、
京
地
と

ハ
暫
隔
テ

有
之
、
則
宇
治
の
近
在
之
仁
二
御
座
候
、
右
随
分
入
御
覧
可
申
候

得
共
、
飛
脚
便
リ
ヘ
ハ
出
し
か
た
く
、
態
々
人
へ
為
持
呉
候
様
と
申
居
候
、

損
し
之
程
安
心
不
仕
様
二
申
居
候
、
何
分
器
物
取
寄
セ
候
而
取
計
ひ
可
仕
候
、

右
ハ
持
伝
へ
井
伝
来
之
書
物
こ
て
も
有
之
哉
相
調
可
申
上
候
様
被
仰
下
候
、

是
又

相
尋
候
所
、
右
ハ
当
時
持
主
6
数
代
前
こ
い
か
“
之
訳
二
候
哉
、
持

伝
へ
居
候
、
外
二
書
物
等
も
無
之
、
雑
物
箱
へ
入
有
之
、
右
箱
蓋
の
表
二
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小
白
菊
比
巴
外
二
少
し
文
字
残
リ
有
之
、
原
三
と
見
へ
申
候
文
字
有
之
候
、

夫
故
欺
　
頼
政
之
所
持
之
比
巴
と
申
伝
へ
有
之
候
、
則
右
書
付
ハ
紙
二
認
メ

有
之
候
へ
共
、
古
紙
二
相
成
破
レ
之
儘
除
ケ
置
、
右
ひ
わ
二
添
置
申
候
と
申

居
候
、
当
時
持
主
之
家
へ
伝
へ
候
、
其
巳
前
ハ
何
方
冶
取
入
候
事
哉
、
段
々

相
調
見
申
候
得
共
、
分
り
不
申
候
趣
申
居
候
、
価
之
義
承
リ
候
所
、
百
五
十

金

と
申
居
候
得
共
、
弥
取
入
候
節
、
尚
又
キ
メ
候
所
を
相
調
へ
、
其
節
可
奉

申
上
候
、
前
文
奉
申
上
候
趣
候
ヘ
ハ
、
態
人
二
為
持
指
上
候
事
も
可
有
之
候
、

是
又
御
含
置
可
被
下
候
、
い
つ
れ
片
道
ハ
入
用
当
方
賄
ひ
二
為
致
可
申
候
、

先
ハ
右
之
段
奉
申
上
度
宜
敷
御
沙
汰
被
成
可
被
下
候
、
書
余
ハ
万
々
奉
期

後
音
之
時
候
、
恐
憧
謹
言

　
正

月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
大
和
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
郎
右
衛
門

A
よ
り
、
こ
の
「
小
白
菊
」
は
そ
も
そ
も
神
田
家
側
か
ら
購
入
を
持
ち
か
け
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
手
代
に
よ
れ
ば
、
「
小
白
菊
」
は
神
田
家
に
「
宇
治
の
近
在
之
仁
」
（
B
）

よ
り
持
ち
込
ま
れ
た
。
神
田
家
で
は
、
「
実
二
古
物
二
て
、
私
共
目
利
二
も
七
百
年

6
巳
来
之
器
物
こ
て
ハ
無
之
、
乍
去
小
弦
二
而
有
之
候
へ
共
、
音
色
ハ
大
弦
之
音
味

有
之
、
珍
敷
品
」
と
し
て
、
琵
琶
の
仕
様
を
書
状
に
記
し
、
図
（
現
存
せ
ず
）
を
同

封
し
て
売
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
紀
州
藩
側
か
ら
は
、
さ
っ
そ
く
実
見
の

希
望
、
伝
来
の
経
緯
と
値
段
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
＝
一
日
後
に
手
代

が
記

し
た
手
紙
が
B
で
あ
る
。
神
田
家
は
、
持
主
が
遠
方
に
い
る
の
で
実
見
に
つ
い

て

は
猶
予
が
欲
し
い
、
「
伝
来
之
書
物
」
は
な
く
、
判
読
が
で
き
る
の
は
箱
蓋
の
表

「
小
白
菊
比
巴
」
「
原
三
」
の
み
で
、
こ
こ
か
ら
「
頼
政
之
所
持
之
比
巴
と
申
伝
へ
」

が
あ
る
、
値
段
は
持
主
が
一
五
〇
両
ぐ
ら
い
を
希
望
し
て
い
る
、
と
回
答
し
て
い
る
。

こ
の
の
ち
、
文
政
一
一
（
一
八
二
八
）
年
三
月
に
、
神
田
家
は
当
主
定
晃
の
名
で
「
年

暦
七

百
年
以
前
之
作
器
」
で
あ
る
こ
と
と
、
伝
来
経
緯
に
つ
い
て
「
極
書
」
を
提
出

し
た
。
一
方
、
お
そ
ら
く
藩
側
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
同
年
春
に
治
宝
の
プ
レ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

ン
で
あ
る
国
学
者
本
居
大
平
が
、
左
の
添
書
を
認
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
此
小
白
菊
と
あ
る
は
、
こ
の
御
琵
琶
の
古
銘
な
り
、
此
御
比
巴
は
山
城
国
宇

　
　

治
に
つ
た
へ
も
ち
た
り
し
な
り
、
い
と
ふ
る
き
も
の
に
て
、
楽
器
師
神
田
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　

　
　

か

し
も
凡
七
百
年
は
か
り
あ
な
た
の
物
な
り
と
見
ゆ
と
い
へ
り
き
、
こ
の
銘

　
　

し
る
し
た
る
紙
に
原
一
と
い
ふ
文
字
の
か
た
へ
の
見
ゆ
る
は
源
三
と
い
ふ
も

　
　

し
の
か
た
の
へ
く
ち
の
こ
れ
る
、
な
る
へ
く
お
し
は
か
ら
れ
て
も
と
の
持
主

　
　

は
源
三
位
頼
政
君
な
ら
む
と
或
人
の
い
へ
る
は
さ
る
こ
と
・
思
は
る
・
な
り
、

　
　

こ
の
古
銘
の
紙
い
と
古
き
物
に
て
、
こ
な
た
か
な
た
く
ち
う
せ
て
、
は
つ
か

　
　

に
此
文
字
と
も
の
の
こ
れ
る
を
、
今
よ
り
の
ち
又
ち
り
う
せ
な
は
、
あ
た
ら

　
　

し
き
こ
と
・
、
　
前
大
納
言
君
こ
の
こ
ろ
思
し
よ
ら
せ
給
ひ
て
、
か
く
よ
そ

　
　

ひ
お
か
し
め
給
へ
る
な
り
、
此
よ
し
い
さ
・
か
記
し
侍
る
に
な
む

　
　
　
文
政
十
一
年
春
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
居
大
平

料
紙
が
古
く
、
「
源
三
」
の
文
字
か
ら
源
頼
政
の
所
持
と
い
う
評
価
（
そ
の
評
価
の

由
来
は
不
詳
）
も
も
っ
と
も
だ
、
と
し
て
い
る
程
度
で
、
十
分
な
考
証
と
は
い
い
が

た
い
。
む
し
ろ
、
基
本
的
に
神
田
家
の
情
報
を
保
証
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か

し
、
同
年
夏
に
は
古
筆
鑑
定
家
で
の
ち
文
政
二
二
（
一
八
三
〇
）
年
八
月
よ
り
紀
州

藩
に
仕
え
た
大
倉
好
斎
（
古
昔
園
　
一
七
九
五
～
一
八
六
二
年
）
が
銘
の
書
付
を
、
「
伏

見
宮
貞
教
親
王
真
筆
無
疑
者
也
」
と
し
、
宣
長
門
下
で
上
田
秋
成
の
門
下
で
も
あ
っ

た
京
都
の
国
学
者
・
狂
歌
師
の
林
鮒
主
（
一
七
六
四
～
一
八
三
一
年
）
が
「
伏
見
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

貞
教
」
（
伏
見
宮
六
代
当
主
　
一
四
八
八
～
一
五
七
二
年
）
を
調
査
し
て
い
る
。
こ

の

よ
う
に
、
「
小
白
菊
」
は
神
田
家
の
仲
介
と
「
古
物
」
と
い
う
保
証
に
よ
っ
て
購

入
対
象
と
な
り
、
藩
の
側
の
考
証
も
合
わ
せ
て
“
古
楽
器
”
と
し
て
収
集
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
皿
雲

鶴
（
前
掲
写
真
1
）
も
神
田
家
よ
り
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
右
は
神

田
家
か
ら
、
治
宝
の
側
近
で
西
浜
御
殿
御
広
敷
御
用
人
を
つ
と
め
た
森
玄
蕃
（
余
楽

（6
7
）

庵
）
に
出
さ
れ
た
書
状
で
あ
る
。

　
A
「
森
玄
蕃
江
神
田
貞
蔵
冶
之
書
状
壱
通
」

264



岩淵令治［近世後期における雅楽の伝播と楽器師］

御
書
翰
被
成
下
難
有
拝
見
仕
候
、
寒
冷
之
節
益
御
機
嫌
能
被
遊
御
座
、
恐

悦

御
儀
奉
存
候
、
然
者
此
度
小
絃
御
琵
琶
御
用
二
付
被
　
仰
付
奉
畏
候
、

右
者
小
絃
二
翌
日
色
宜
敷
方
六
ヶ
敷
御
座
候
得
共
、
当
時
小
絃
二
而
音
色
宜

敷

品
御
座
候
二
付
、
奉
申
上
候
、
右
琵
琶
寸
法
絵
図
二
相
認
、
奉
入
御
覧

候
、
尤
援
面
皮
・
落
巾
共
至
極
見
事
之
皮
二
而
御
座
候
、
銘
雲
鶴
与
申
伝

へ

、
則
援
面
二
右
之
絵
御
座
候
得
共
、
古
ク
相
成
罷
有
候
、
右
持
主
中
嶋

道
感
之
所
持
二
罷
在
候
所
、
其
後
親
類
譲
リ
受
所
持
罷
在
候
、
年
数
慶
長

之
比

之
器
物
、
其
後
文
化
之
比
私
方
二
而
修
復
仕
、
至
極
美
之
器
二
御
座

候
、
右
琵
琶
随
分
譲
リ
相
成
申
候
二
付
奉
窺
候
、
尤
代
料
之
義
者
当
時
金

四

拾
五

両
二
血
相
譲
リ
可
申
様
申
居
候

、
今
壱
面
小
紋
琵
琶
壱
面
御
座
候
、
寸
法
絵
図
同
様
、
尤
槽
同
断
、
チ
ャ

ン

惣
躰
雲

鶴
琵
琶
下
品
之
方
、
尤
木
品
茂
下
品
御
座
候
、
尤
音
色
等
小
音

二

御
座
候
、
右
者
払
物
二
御
座
候
、
尤
代
料
弐
拾
三
両
二
而
御
座
侯
、
乍

併
連
も
御
用
二
者
如
何
と
奉
存
候
得
共
、
先
此
節
払
物
二
御
座
候
故
、
両

様
奉
窺
候
、
右
御
窺
之
上
、
差
下
シ
候
而
宜
敷
方
被
成
仰
下
候
ハ
・
、
早

速
差
下
シ
可
奉
申
上
候
、
先
者
右
御
報
御
窺
芳
以
愚
礼
如
斯
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

恐
憧
謹
言

　
　
　
　
　
　
十
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
貞
蔵

　
　
　
　
　
森
玄
蕃
様

　
　
　
　
　
　

御
披
露

文

化
一
一
（
一
八
一
四
）
年
一
〇
月
、
神
田
家
は
藩
か
ら
の
小
弦
琵
琶
の
注
文
を
う

け
二
小
弦
御
琵
琶
御
用
二
付
被
仰
付
」
）
、
文
化
九
年
に
修
復
を
手
が
け
た
音
色
の

良
い
、
「
慶
長
之
頃
之
器
物
」
で
あ
る
「
雲
鶴
」
を
四
五
両
、
こ
れ
よ
り
劣
る
「
下

品
」
の
「
払
物
」
を
二
一
二
両
で
紹
介
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
文
化
九
年
に

修
復
し
た
際
に
槽
の
中
に
「
慶
長
十
一
午
年
十
二
月
　
山
室
小
左
衛
門
入
道
永
斎
作
」

と
い
う
書
付
が
あ
っ
た
と
記
し
（
写
真
4
）
、
中
嶋
道
感
と
い
う
者
が
所
持
し
た
後
、

そ
の
親
類
に
伝
来
し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
擾
面
の
絵
の
図
も
添
付
し
て
い
る
（
写

真
5
）
。
後
者
を
「
払
物
」
と
し
て
早
い
意
志
決
定
の
必
要
性
を
匂
わ
せ
、
「
連
も
御

用
二
者
如
何
」
と
し
つ
つ
も
あ
え
て
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
前
者
の
関
心
を
ひ
く
駆

け
引
き
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
あ
え
て
こ
の
二
面
を
紹
介
す
る

と
こ
ろ
は
、
一
種
の
商
法
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
紀
州
藩
は
前
者
に
関
心
を
示
し
、
紀
州
藩
士
で
本
草
学
者
の
小
原
源
三
郎
（
桃

写真4　雲鶴の槽内の銘
〔国立歴史民俗博物館蔵）

写真5　雲鶴の撞面の描き起こし図
　　　〔国捌が史民俗博物館蔵）
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洞
）
に
材
の
鑑
定
を
命
じ
た
。
左
の
小
原
が
作
成
し
た
文
書
二
点
は
同
じ
包
紙
に
入

れ

ら
れ
た
同
月
付
の
も
の
で
あ
り
、
B
は
A
鑑
定
書
の
説
明
書
に
あ
た
る
と
考
え
ら

　
（
6
8
）

れ
る
。

　
A
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
原
源
三
郎

　
　
雲
鶴
御
琵
琶
之
甲
即
古
度
樹
材
之
最
上
品
也

　
　
右
謹
而
鑑
定
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　
戌
十
二
月

B　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　

雲
鶴
御
琵
琶
之
甲
者
古
度
樹
和
名
イ
ス
、
最
舶
来
之
品
に
て
御
座
候
、
和
産
之

　
イ
ス
ノ
木
ハ
下
品
に
し
て
、
器
物
に
造
る
に
堪
え
不
申
候
、
又
楽
器
師
惣
し

　
て

唐
木
類
紫
藤
香
・
紫
檀
・
枕
榔
・
花
欄
・
鉄
力
木
等
之
外
之
唐
木
を
何
に

　
よ
ら
ず
惣
し
て
チ
ャ
ン
と
呼
申
候
、
チ
ャ
ン
の
名
儀
詳
な
ら
ず
　
チ
ヤ
ン
ハ

　
品
類
多
く
御
座
候
、
古
度
チ
ャ
ン
・
枕
榔
子
チ
ャ
ン
・
海
椋
チ
ャ
ン
．
嘉
枝

　
チ
ャ

ン
・
榔
子
チ
ャ
ン
等
を
本
チ
ャ
ン
と
呼
候
と
相
聞
え
申
候
、
又
黄
チ
ヤ
ン
．

　
赤
チ
ャ
ン
等
は
右
之
外
之
唐
木
こ
て
、
仮
色
を
な
す
も
の
と
相
開
申
候
、
此

　
外
仮
製

に
よ
り
種
々
之
俗
名
多
く
御
座
候
由
承
候
、
以
上

　
　
戌
十
二
月

小
原
は
、
説
明
書
の
中
で
、
楽
器
師
は
「
チ
ャ
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
「
唐
木
類
」

の

総
称
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
雲

鶴
の

材
を
イ
ス
（
椅
）
の
木
の
材
の
最
高
級
品
「
古
度
樹
材
最
上
品
」
と
鑑
定
し
て

い

る
（
A
）
。
こ
う
し
て
材
質
は
よ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
傍
証
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
「
古
物
」
の
証
明
と
は
な
ら
な
い
。
神
田
家
は
、
翌
年
八
月
に
「
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

嶋
道
感
」
に
つ
い
て
補
説
す
る
。

（包
紙
）

　
「
中
嶋
道
閑
之
事
」

雲
鶴
之
御
琵
琶
元
所
持
致
居
候
中
嶋
道
閑
儀
者
、
彦
根
之
家
中
二
候
処
、
如
何

致
候
哉
、
浪
人
二
相
成
、
医
道
を
心
懸
罷
在
、
楽
道
を
好
ミ
、
隠
者
之
躰
こ
て

大
津
二
住
居
い
た
し
、
同
所
二
而
古
人
二
相
成
候
、
道
閑
悼
者
三
井
寺
之
内
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

寺
之
住
持
二
而
道
閑
江
助
精
い
た
し
候
趣
二
御
座
候
と
の
事

右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
貞
蔵
手
代
吉
郎
右
衛
門
物
語

　
　
亥
八
月

　図1　井伊直亮の楽器の入手先
（「楽器類留」〈彦根城博物館蔵〉より作成）
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”
楽
道
を
好
ん
だ
彦
根
藩
浪
人
で
子
が
三
井
寺
に
入
っ
た
と
い
う
中
島
道
閑
”
と
い

う
元
持
主
の
素
性
が
、
こ
の
段
階
で
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
槽
の
中
の
慶
長

＝
　
（
ニ
ハ
〇
六
）
年
の
山
室
永
斎
の
書
を
鑑
定
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
「
雲
鶴
」

は
「
古
物
」
と
し
て
購
入
さ
れ
た
。
「
雲
鶴
」
の
場
合
、
神
田
家
の
「
古
物
」
の
鑑

定
を
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ご

べ
一

　
　
　
　
　
　
i
　
ー
馨

写真6　神田が作成した龍笛「木枯」の図（彦根城博物館蔵）

　
治
宝
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
入
手
の
経
緯
が
判
明
す
る
も
の
は
少
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

が
、
井
伊
直
亮
の
場
合
、
自
身
が
ま
と
め
た
収
集
楽
器
の
一
覧
「
楽
器
類
留
」
で
、

二

〇
一
件
の
楽
器
の
う
ち
一
四
七
件
に
つ
い
て
入
手
経
路
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
う

ち
約
半
数
に
あ
た
る
七
九
件
は
楽
人
が
仲
介
も
し
く
は
直
接
も
た
ら
し
た
も
の
で
、

京
都
方
楽
人
山
井
家
（
二
家
　
三
〇
件
、
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
次
い
で
京
都
方
楽

人

安
倍
家
、
南
都
方
楽
人
辻
家
、
天
王
寺
方
楽
人
林
家
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
多
い

の

が
商
人
が
仲
介
も
し
く
は
販
売
し
た
も
の
で
五
一
件
（
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
う

ち
神
田
家
が
二
五
件
（
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
江
戸
の
楽
器
師
菊
岡
家
が
一
八
件
（
一
ニ

パ

ー
セ
ン
ト
）
と
な
っ
て
い
る
（
図
1
）
。
表
5
に
は
、
神
田
家
の
関
与
が
認
め
ら

れ

る
楽
器
の
一
覧
を
示
し
た
。
神
田
家
は
、
こ
れ
ら
の
楽
器
の
あ
っ
せ
ん
に
あ
た
っ

て
、
楽
器
図
（
写
真
6
）
の
ほ
か
、
拓
本
（
写
真
7
）
も
添
付
し
て
い
る
。
ま
た
、

1細⑤
◎
ジ

驚

叢
灘
・
藩
蕩
無

ピ
法
嚢
穣
、
勲
§

一藤
羅
礁
騨

藤
蓄
鰻
難
欝
撃
灘
灘

騰ジ

羅
難

　慈

影
ぺ彰鞭

　》

ぶ慈
　灘
忽

影濠

写真7 神田が作成した笙の拓本
（彦根城博物館蔵）
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表5彦根藩「楽器類留」ほか文書にみる神田家

番号 資料番号 名称
入手年・

文書作成年
入手経路ほか内容 鑑定書ほか関係文書

　制作者・

制作年代・評価

文政7（1824）年閏8月　神田

1 筆築　三 玉振筆築
文政7（1824）

年閏8月

さる御方→窪近章→金尾歌音→

（神田）→直亮
大和大定晃

「証状」（1～3で壱紙）

古管，年暦五百

年位

2 睾築　六 幾代筆集
文化12

（1815）年

仙台家→宿坊住僧→城州八幡森川

院弦誉→弟子浄花院中良樹院頓誉

→（神田大和大橡定幸）→直亮

同上
古管，年暦凡

四百年余

文化12 摂津国の「去る寺」→（神田） 古管，年暦凡
3 筆集　五 沢辺睾築

（1815）年 →直亮
同上

四百年位

4 個人蔵 御嶽丸笛
文化12

（1815）年

… 　　羽州最上柴崎宗右衛門→

（神田）→直亮
神田定幸「証状」

古管，年暦凡

四百年位

古管，「神田言，

12 龍笛　一 花鳥丸笛
文政7

（1824）年

嵯峨天皇→播州刀田山鶴林寺→

摂州兵庫在僧→（神田）→直亮

文政7年閏8月神田大和大橡定

晃「神田証」（写）
弘仁之頃之書付

在」

（神田手代）→松平倉之助（彦根

藩中老）→直亮→（掌4339　亥四月

64 台　σ　．　s　■　■

藤右衛門作 天保13
神田大和橡　「口上」＜修理見積書 （神田手代） 藤右衛門作

無銘笙 （1842）年冬
〉）→弘化2年8月頃塗り直しなど

修理し，竹生島へ奉納

文化8（1811）年11月　折紙
79 龍笛　五三 四ッ継ノ笛 （神田）→直亮

（鑑定）　神田大和介定晃
古管　指田作

極古器，上々

弘化3（1846） （神田大和）→（野田三平を以て 「天王寺台太
118 掲鼓　七 掲鼓

年6月 指出，取入）直亮 鼓同作，聖徳太

子御物之由」

120 …　　　　．　・　・ 漂声隼築 弘化3年初夏 （神田大和介より取入）→直亮

121 筆築　一一 小篠筆築 弘化3年 窪近俊→（神田大和介）→直亮 上

（神田）→（「於彦根，〈野田〉三

130 睾築　二〇 旅雁睾築
弘化3年

平ヲ以て神田大和より指出，ユト 中

12月
ヒ」）直亮

極上

131 龍笛　四 国屋寿笛
弘化3年

12月
後鳥羽院→玄白家→（神田）→直亮

鉄笛，神田が「後

鳥羽院御自作」

とする

古管，年暦五百

132 隼築　一八 古管纂築
弘化3年

12月

（「彦根江神田大和ヨリ野田三平を

以指出，実二能き品二付取入」
極月19日　神田大和介

→野田三平（書状）

年余

銘は鶯丸という
→直亮

か

133 ・．．．s． 無銘古管笛
（京神田大和介）→（松平倉之助）

→直亮
古管

134 鉦鼓　四 鉦鼓 弘化3年夏
（神田より野三ヲ以出し，即取入）

→直亮
古物

京都本国寺→羽州庄内住柴崎何某
＊4377「楽器書付（他）」のうち，

140 龍笛　一一 戸名瀬笛
弘化4年

11月

～同苗宗右衛門→（「京神田大和方

ヨリ野三迄さし越，百三拾金二執

入る・也」）→直亮

神田大和介→野田三平　閏9月

27日書状あり　※本文参照

極古管
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番号 資料番号 名称
入手年・

入手経路ほか内容 鑑定書ほか関係文書
制作者・

文書作成年 制作年代・評価

北村源吾→木村勇逼→岡山の人→
嘉永元

147 龍笛　二二 木枯笛 （「神田より指越」）→直亮
（1848）年

※本文参照

（「神田大和介より野三まで指越， 古管
148 龍笛　ニー 蜻蛉笛

懸合之上取入」）→直亮 「旧銘寛治と申」

無銘頼尊作
「備前出生之佐々木何某」が浪花

（文安3年）
嘉永元 住居の頃所持→（「神田6指越，野

155 ■　．　・　■　■ ［］管笙 「暁鶯と申笙」
（1848）年 三取計，代［］弐百両二而取

「東西大関と評判
入」）→直亮

致し」

古管

信貴山→（「京神田冶来り，野三ヲ 「聖徳太子御物」，

以て三管（山伏・小天狗）一緒二 狛笛は弘法大師
163 連管　二 小天狗狛笛 嘉永2年5月

取入」）→直亮 所持之管二而，

金350両（164とも　※本文参照） 入唐之劒，彼地

まで持されたし」

164 シ　・　・　… 白鳥筆集 同上 同上 古管

行円作，上々

元永3年か
信貴山→（神田）→直亮

文永3年作
175 笙　八 大信貴鳳笙 嘉永2年4月 540両（176とも）

「日本無双之名
※本文参照

管」

（神田大和介）

頼尊作

元永2年か

文永2年作
176 笙　一二 小信貴鳳笙 同上 同上

「日本無双之名

管」

（神田大和介）

（「京神田［］（指）越」）→直亮 「銘管録二も出有
179 ．・・ ［］睾築 嘉永2年冬

「段々懸合之上」金65両 之品」

源頼朝→大山崎元八幡宮へ寄付→
嘉永3年1月　神田大和介藤原

181 龍笛　六 葛城丸笛 嘉永2年2月 （「彦根江神田大和介［］来り候
定光（喜作）　「証」

節取入」）→直亮

睾築　井槌 神田大和介→御用野田三平
’4424 子11月 金65両

丸 「覚」（領収書）

神田大和介→上　「覚」（直段書）
’

9437，4426 琴　村雨 戌3月 （金500両）→200両
同上「覚」（領収書）

（ 嘉永元年 頼尊作 神田大和介→野田三平「覚」
文

書

’4410 笙　蘭
12月 金200両 （受取状）

）
神田大和橡→入江讃岐守　「覚」

卓4338 笙　青柳 亥5月3日 金98両
（受取状）

明　益王竪 戌3月　神田喜作→上　「覚」
’9437 戌3月 （金75両）

物　壱軸 （直段書）
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番号 資料番号 名称
入手年・

文書作成年
入手経路ほか内容 鑑定書ほか関係文書

　制作者・

制作年代　評価

御管箱二つの

仕様書・図

硲4368 （「睾築筒に 11月晦日 神田大和介→池田斧介

関する書付

（他）」のうち）

＊4372
鶯丸笙につき

書付
4月29日

対管の持主の情報を明らかに出き

ない旨の回答
神田大和介→野田三平

商品の情報・

（
楽所人数の回 波龍丸横笛初春筆築・磯良睾築

文
書
）

’4343 答（「購入楽器

等に関する書

亥閏1月 菱箏・霰箏・小重代筆菓・

八重桐笙

神田大和橡→　「覚」

図あり（4346「龍笛絵図（他）」）

付」のうち）

章4395 御三鼓仕様書 戌10月 ※本文参照 御楽器所神田大和大橡→明性寺

古楽器の所在

情報に関する

’4336 回答（「購入楽 亥12月 ※本文参照 神田大和橡→（宛先記載無し）

器等に関する

書付」のうち）

・番号は「楽器要留」（彦根城博物館蔵）の記載番号、資料番号は彦根城博物館の登録番号（’は文書）

騨攣鍵撃響蟹楚竺難
蒸
藝　　．＿／〆一、￥．　．V
診

謬

窪鍵難聾襲鰻蓬難
　
…

ー
溺
蕪
頴
灘

　
　

綴

ひ

　
　
　
　

蝋

ー
爆
ぷ

疑
難

嚢
、
鷺
繍
菱
彩
難
灘
…
纂
難
韓
繊
藝
欝
霧

写真8（右），写真9（左）
　　神田が作成した睾築の袋の図案
　　　（彦根城博物館蔵）
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写真10　戸奈瀬（彦根城博物館蔵）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

筆
築
の
筒
の
作
成
（
写
真
8
・
9
）
や
、

鑑
定
を
担
っ
て
い
る
。
修
理
に
関
係
す

　
　
　
　
　
（
7
2
）

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
菊
岡

家
か
ら
の
購
入
で
「
神
田
初
代
作
笛
」

の

「松
風
」
（
「
楽
器
類
留
」
五
五
番
）
、

山
井
基
字
よ
り
「
初
代
神
田
作
筆
築
」

（
同
六
五
番
）
が
入
手
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
著
名
な
。
古
楽
器
”
の
所
在

情
報
の

問
い
合
わ
せ
に
も
回
答
し
て
い

　
　
　
（
7
3
）

る
（
後
述
）
。

　
で

は
、
具
体
的
な
購
入
の
事
例
を
み

て

み
よ
う
。

　
左

は
、
神
田
家
か
ら
の
楽
器
の
売
却

　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

情
報
の
例
で
あ
る
。

　
　

奉
窺
古
物
楽
器
之
覚

　
銘
戸
名
瀬

、
御
箏
　
　
壱
絃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ソ

右
本
間
二
而
年
暦
五
百
年
以
上
相
見
へ
申
候
、
元
来
飾
板
古
木
之
紫
旦
包
、

右
修
復
者
中
興
之
物
と
相
見
へ
申
候
、
手
元
海
青
貝
二
而
岩
二
浪
之
彫
上
、

磯
板
廻
房
桜
之
模
様
彫
込
有
之
候
、
甲
中
二
明
応
年
中
之
藤
余
広
清
修
覆
畢

書
付
有
之
候
趣
二
聞
伝
御
座
候
、
本
袋
紅
地
大
和
錦
添
御
座
候
、
箱
蝋
色
塗

や

ろ
ふ
蓋
与
上
々
金
粉
文
字
こ
て
戸
名
瀬
之
銘
書
有
之
候

代
料
百
三
拾
両

一

、
御
箏
　
壱
絃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

右
者
本
間
冶
壱
・
弐
寸
締
り
有
之
候
、
元
来
之
飾
板
古
職
二
而
紫
旦
或
ハ
紅

木
和
木
之
類
よ
せ
木
二
而
相
包
有
之
候
、
裏
板
鞠
形
之
辺
二
松
虫
ト
申
銘
有

之
候
由
聞
伝
二
御
座
候
、
上
之
鞠
形
甲
中
二
花
押
杯
相
見
候
得
共
、
甚
古
ク

相
成
候
故
、
篤
ト
難
分
リ
御
座
候

右
絃
者
先
年
　
上
御
所
肥
後
細
川
御
家
献
上
二
相
成
候
松
風
と
申
御
箏
ト
同

作
之
様
乍
恐
鑑
定
仕
候
、
右
何
茂
　
平
家
子
孫
伝
来
之
器
物
ト
被
存
候

代
六

拾
両

　
銘
断
雲

、
御
筆
築
　
壱
管

右
年
暦
四
百
年
前
之
御
座
候
、
作
者
不
相
知
、
箱
紅
木
之
上
へ
青
貝
二
而
蓋

之

表
二
鳳
風
壱
羽
彫
上
、
両
脇
二
五
三
之
桐
紋
散
シ
、
各
青
貝
二
而
毛
彫
、

金
物
金
無
垢
二
而
後
藤
桐
之
紋
壱
ツ
居
有
之
、
外
箱
・
袋
等
結
構
二
致
シ
有

之
候

代
料
五
拾
両

右
三

品
当
時
譲
り
物
二
出
御
座
候
、
先
以
書
付
　
奉
窺
候
、
右
何
れ
茂
持
主
秘

蔵
之
品
二
御
座
候
、
弥
　
御
覧
被
遊
候
御
儀
二
候
ハ
．
・
、
日
限
五
十
日
之
間
二

御
治
定
被
遊
候
様
、
御
願
申
上
候
、
以
上

こ
の
史
料
に
は
、
現
在
「
譲
り
物
」
と
し
て
出
て
い
る
箏
コ
戸
名
瀬
」
（
一
三
〇
両
）

と
箏
「
松
虫
」
（
六
〇
両
）
、
箏
築
「
断
雲
」
（
五
〇
両
）
の
楽
器
の
伝
来
や
特
徴
・

値
段
を
説
明
し
、
持
主
秘
蔵
の
品
の
た
め
、
実
見
し
た
上
で
五
〇
日
以
内
に
購
入
を

決
定
し
て
欲
し
い
、
と
し
て
い
る
。
結
局
、
彦
根
藩
は
「
断
雲
」
を
購
入
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
二
月
、
彦
根
藩
は
神
田
家
よ
り
「
極
古
管
」

で

あ
る
龍
笛
「
戸
名
瀬
」
（
「
楽
器
類
留
」
一
四
〇
番
　
現
存
　
龍
笛
＝
　
　
写
真

1
0
）
を
入
手
し
た
。
入
手
を
検
討
す
る
際
、
藩
は
閏
九
月
に
神
田
家
に
問
い
合
わ
せ
、

神
田
家
は
担
当
役
人
（
担
当
の
小
納
戸
方
御
用
取
締
役
野
田
三
平
）
に
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
（
7
5
）

回
答
し
て
い
る
。

　
　
去
ル

十
三
日
付
二
而
被
成
下
候
御
書
面
今
廿
七
日
相
達
シ
難
有
拝
見
仕
候
、
先
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以
向
寒
之
節
二
御
座
候
処
、
益
御
康
二
被
遊
御
勤
奉
恐
賀
候
、
然
ハ
此
度
　
御

用
二
相
成
申
候
戸
名
瀬
御
横
笛
前
持
主
之
義
、
先
達
而
申
上
候
処
、
今
一
応
奉

申
上
候
様
被
仰
下
奉
畏
候
、
右
者
寛
文
之
頃
迄
当
地
本
国
寺
什
物
二
而
御
座
候

処
、
其
後
故
有
而
羽
州
庄
内
住
柴
崎
何
某
之
所
持
二
相
成
御
座
候
而
、
其
末
孫
・

同
苗
宗
右
衛
門
と
申
者
所
持
仕
、
右
宗
右
衛
門
義
近
来
此
地
江
罷
越
、
京
住
仕

居
候
而
楽
道
執
心
二
而
専
相
用
ひ
居
申
候
処
、
段
々
不
如
意
二
付
先
年
師
家
へ

相

頼
、
質
物
二
相
成
申
候
処
、
宗
右
衛
門
義
四
・
五
年
以
前
相
果
申
二
而
、
当

時
銀
主
之
所
持
二
相
成
御
座
候
義
候
間
、
此
段
御
承
知
被
遊
可
被
下
候

一

、
先
便
代
料
御
下
ケ
被
成
下
、
難
有
髄
二
落
手
仕
候
、
右
先
頃
御
請
奉
申

　
上

候
、
定
而
相
達
シ
御
落
手
被
成
下
候
由
と
奉
存
候
、
毎
々
御
厚
情
之
御
取

　
斗
御
苦
労
被
成
下
候
段
難
有
奉
存
候
、
乍
此
上
宜
奉
願
上
候
、
先
ハ
右
之
段

　
御
請
奉
上
度
如
斯
二
御
座
候
、
恐
僅
謹
言

　
（
弘
化
四
年
）
閏
九
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
大
和
介

野

田
三
平
様

　
　
　
右
之
寒
気
之
節
、
折
角
御
厭
御
自
愛
被
為
被
在
候
様
専
一
奉
祈
候
、
扱
此
頃

　
　
　
相
調
候
義
御
座
候
而
極
書
留
帳
吟
味
仕
候
処
、
文
化
年
中
調
進
仕
候
御
銘
御

　
　
　
嶽
丸
御
横
笛
、
右
羽
州
柴
崎
之
所
持
二
而
御
座
候
処
、
此
度
之
戸
名
瀬
御
管

　
　
　
も
同
人
之
持
居
候
管
二
而
、
不
斗
与
名
物
之
寄
連
仕
候
事
、
誠
二
不
思
議
二

　
　
　
而
乍
恐
大
慶
奉
存
候
、
全
以
　
御
好
被
爲
遊
候
御
品
二
候
、
名
物
招
友
之
道

　
　
　
理
と
感
心
仕
候
、
乍
序
奉
申
上
候
、
以
上

神
田
家
に
よ
れ
ば
、
「
戸
名
瀬
」
は
寛
文
の
頃
ま
で
京
都
本
国
寺
の
什
物
で
、
そ
の

後
故
あ
っ
て
羽
州
庄
内
住
柴
崎
家
の
所
持
と
な
っ
た
。
そ
の
子
孫
の
宗
右
衛
門
は
最

近

よ
り
京
都
に
移
り
、
熱
心
に
楽
道
に
取
り
組
ん
で
い
た
が
、
経
営
が
悪
化
し
、
師

匠
に
頼
ん
で
質
入
れ
し
た
と
こ
ろ
、
宗
右
衛
門
は
四
・
五
年
前
に
死
去
し
、
貸
主
が

所
持
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
旧
蔵
者
の
柴
崎
宗
右
衛
門
と
は
、
京
都
に
出
た
出
羽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

国
尾
花
沢
村
の
有
力
な
紅
花
問
屋
柴
崎
家
の
同
族
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
神
田

写真11　大信貴・小信貴（彦根城博物館蔵）

貴
鳳
笙
・
笙
一
二
・
頼
尊
作
）
に
つ
い
て
も
、
酉
（
嘉
永
二

月
に
神
田
家
よ
り
担
当
の
小
納
戸
方
御
用
取
締
役
野
田
三
平
に
情
報
が
伝
え
ら
れ

（7
7
）

た
。　

A
　
　
　
覚

　
　
（
［
］
）
貴

　
　
口
御
笙
　
壱
管

　
　
　
但
シ
几
ノ
竹
二
、
文
永
三
年
卯
月
中
旬
之
比
造
之
畢
、
信
貴
山
僧
行
円
、
頭

　
　
　
鴫
蒔
絵
有
之

（
［

］
）
貴

一
御
笙
　
壱
管

家
は
自
身
の
「
極
書
留
帳
」

を
確
認
し
、
文
化
年
中
に
調

達
し
た
横
笛
「
御
嶽
丸
」
（
表

3
　
現
存
　
個
人
蔵
）
も
柴

崎
の
旧
蔵
で
あ
る
か
ら
き
っ

と
「
御
好
」
だ
ろ
う
と
述
べ
、

「
名
物
招
友
之
道
理
」
と
し

て

い

る
。
神
田
家
は
こ
う
し

た
売
却
情
報
を
有
し
、
ま
た

蓄
積
し
た
楽
器
の
鑑
定
情
報

を
も
と
に
、
収
集
欲
を
か
り

た
て
て
い
る
。

　

ま
た
、
信
貫
山
所
蔵
の
鳳

笙
二

管
（
写
真
H
　
一
七
五

番
　
大
信
貴
鳳
笙
・
笙
八
・

行
円
作
、
一
七
六
番
　
小
信

　
　

〈
一
八
四

九
〉
年
）
六
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但
シ
几
ノ
竹
二
、
文
永
第
二
暦
青
陽
中
月
三
五
之
朝
造
畢
、
エ
ノ
竹
（
［
］
）

闇
梨
頼
尊
干
時
行
年
満
八
十
作
之

代
金
八
百
口

　
酉
六
月

（野
三
）
宛

神

田
大
和
介

　

B
　
［
　
］
手
紙

　
　
　
［
　
］
然
者
、
今
度
和
州
信
貴
山
大
信
貴
・
小
信
貴
、
右
二
管
ハ
（
［
　
　
］
）

　
　
　
被
為
在
候
通
、
日
本
無
双
之
名
管
御
座
候
ヘ
ハ
中
々
（
［
］
）
出
不
申
候
得

　
　
　
共
、
段
々
懸
合
仕
、
漸
譲
相
成
候
間
（
［
］
）
奉
入
高
覧
度
候
間
、
全
便
、

　
　
　
下
略

　
　
　
　
右
六
月
（
［
］
）
日

「
日
本
無
双
之
名
管
」
で
な
か
な
か
譲
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
神
田
家
は
当

初

八
〇
〇

両
の
値
を
付
け
た
。
彦
根
藩
側
は
実
見
の
上
で
回
答
し
、
こ
れ
に
対
し
て

神
田
家
は
以
下
の
書
状
を
送
っ
て
い
る
。

　
C

　
　
御
書
翰
被
成
下
難
有
拝
見
仕
候
、
如
仰
残
暑
強
御
座
候
得
共
、
益
御
勇
健
被

　
　
遊
御
勤
珍
重
之
御
儀
奉
恐
悦
候
、
然
者
先
便
奉
入
御
高
覧
候
鳳
笙
弐
管
之
内
、

　
　
小
信
貴
之
方
余
程
小
管
二
有
之
、
竹
二
損
し
も
有
之
、
補
も
有
之
故
歎
、
御

　
　
不
用
被
為
在
候
得
共
、
折
角
奉
入
御
覧
候
事
故
、
弐
管
合
而
金
三
百
両
二
相
成

　
　
候
ハ
・
御
用
二
可
相
成
候
間
、
左
候
ハ
・
盆
前
二
御
博
合
被
成
下
候
様
被
仰

　
　
付
、
難
有
仕
合
奉
存
候
得
共
、
右
直
段
二
者
余
程
相
違
仕
候
義
故
、
何
卒
今
一

　
　
応
御
勘
考
可
被
遊
候
而
御
用
相
成
候
ハ
・
難
有
奉
存
候
、
御
承
知
も
被
為
在
候

　
　
通
、
日
本
無
双
名
管
御
座
候
、
則
一
山
添
書
差
上
候
間
、
何
卒
宜
敷
御
聞
請

　
　
可
被
遊
候
様
奉
願
上
候
、
尚
重
便
否
哉
御
報
奉
待
上
候
、
先
者
右
之
段
御
請
迄

　
　
奉
申
上
度
、
如
斯
御
座
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
七

月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
大
和
介

　
　
野
田
三
平
様

　
　
尚
々
、
時
候
折
角
御
自
愛
可
被
遊
候
様
奉
専
祈
候
、

　
　
以
上

神
田

家
の
返
信
か
ら
、
彦
根
藩
側
は
小
信
貴
は
小
管
で
、
破
損
と
修
理
の
跡
も
あ
る

の

で

不
要
だ
が
、
せ
っ
か
く
見
た
の
で
、
二
管
で
三
〇
〇
両
で
あ
れ
ば
盆
前
に
支
払

っ

て

購
入
す
る
と
回
答
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神
田
家
は
あ
ま
り

に
も
値
段
が
違
う
の
で
再
考
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
、
神
田
家
に
譲
渡
を
委
託
す
る
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

を
記
し
た
売
り
主
で
あ
る
信
貴
山
の
四
月
付
の
証
明
書
も
添
え
て
い
る
。
そ
の
後
、

彦
根
藩
側
は
五
〇
両
を
添
え
て
、
三
五
〇
両
を
送
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
神
田
側
は

二
回
に
わ
た
り
、
値
上
げ
交
渉
を
行
っ
た
。

　
D

　
　
［
］
此
度
鳳
管
二
管
代
之
内
江
金
三
百
五
拾
両
為
［
］
被
成
下
、
難
有
槌

　
　
二
落
手
仕
候
、
然
ル
所
、
先
便
十
一
日
［
］
請
奉
申
上
置
候
処
入
違
相
成
、

　
　
今
便
右
金
子

為
御
登
［
］
下
候
処
、
余
［
］
仕
儀
、
先
便
も
申
上
候
通
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
　

　
　
第
故
［
］
今
一
応
御
勘
考
可
被
遊
候
而
、
金
七
百
両
為
御
登
［
］
情
々
懸

　
　
合
可
仕
候
間
、
左
様
御
承
知
云
々
、
下
略

　
　
　
七
月
十
五
日

　
E

　
　
［
］
略
、
鳳
笙
代
之
義
金
三
百
五
拾
両
、
先
便
為
御
登
［
］
成
下
候
得
共
、

　
　
連
も
右
直
段
二
而
ハ
御
相
談
出
来
不
申
段
口
請
奉
申
上
候
所
、
全
便
金
五
拾
両

　
　
御
増
被
下
趣
被
仰
下
、
難
有
仕
合
奉
存
候
得
共
、
連
も
右
直
段
二
而
者
御
相
談

　
　
［
　
］
不
申
故
、
何
卒
口
一
段
御
勘
考
被
遊
候
而
、
先
便
［
］
通
金
七
［
］

　
　
都
合
御
登
可
被
成
下
候
ハ
・
［
］
合
可
仕
候
間
、
何
卒
御
勘
考
云
々
、
下
略

　
　
　
七
月
廿
三
日

こ
う
し
て
神
田
家
が
七
〇
〇
両
を
主
張
し
た
結
果
、
結
局
、
彦
根
藩
は
嘉
永
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

（
一
入
四

九
）
年
八
月
に
大
信
貴
・
小
信
貴
を
五
二
〇
両
で
購
入
し
て
い
る
。
神
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

家
は
、
「
諸
堂
修
復
為
手
当
」
を
目
的
と
し
て
譲
渡
に
踏
み
切
っ
た
売
り
主
の
信
貴
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（
8
1
）

柳
」
も
一
一
〇
両
よ
り
九
八
両
に
値
下
げ
さ
れ
て
い
る
。

の

「山
伏
」
・
「
小
天
狗
」
（
「
楽
器
類
留
」
一
六
三
番
　
現
存

（「楽
器
類
留
」
一
六
四
番
）
が
計
三
五
〇
両
（
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
）
、
龍
笛
「
木
枯
」

が
九
五
両

（嘉
永
元
年
四
月
購
入
　
「
楽
器
類
留
」
一
四
七
番
　
現
存
　
龍
笛
二
二

写
真

6
・
1
2
・
1
3
）
、
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
価
格
も
こ
う
し
た
や
り
と
り
の
中

で
決
定
し
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
仕
入
れ
に
要
す
る
金
額
に
も
左
右
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
価
格
の
基
準
は
変
動
的
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
「
伝
統
」
の
相
場
は
神
田
家
の
よ
う
な
楽
器
師
の
技
量
で
決
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
値
下
げ
を
さ
れ
た
琴
「
青
柳
」
の
場
合
、
「
百
十
金
二
上
候
ヘ
ハ
、

十
金
が
神
田
の
得
物
、
百
か
持
主
の
手
取
二
候
へ
と
も
、
九
十
五
二
引
キ
申
候
事
二

候
ヘ
ハ
、
神
田
得
物
無
之
と
申
候
事
二
候
」
と
し
て
、
「
三
両
ハ
ど
ふ
ぞ
御
せ
わ
料

山
と
買
い
手
の
彦
根
藩
の

間
で
調
整
を
図
っ
た
わ
け

だ

が
、
彦
根
藩
の
強
気
な

対
応

も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
。
古
楽
器
”
の
価
格

が
極
め

て

流
動
的
で
あ
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
同

様

に
、
「
村
雨
」
と
い
う

琴
の

場
合
も
、
同
年
月
に

神
田
大
和
介
が
作
成
し
た

「覚
」
（
封
書
「
直
段
書
」
）

と
「
覚
」
（
領
収
書
）
が

存
在
し
、
前
者
は
五
〇
〇

両

で

あ
る
の
に
対
し
て
、

後
者
の
受
取
額
は
二
〇
〇

両
と
な
っ
て
お
り
、
琴
「
青

価
格
に
つ
い
て
は
、
連
管

連
管
二
）
と
筆
築
「
白
鳥
」

　
　
（
8
2
）

に
頂
戴
仕
度
、
三
両
の
ほ
ど
の
ハ
か
け
ハ
せ
め
て
御
恵
あ
り
度
」
と
願
っ
て
い
る
よ

う
に
、
仲
介
の
場
合
、
神
田
家
が
得
る
仲
介
料
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
か
っ
た
よ
う

　
　
（
8
3
）

で
あ
る
。

　
紀
州
徳
川
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
み
た
「
伝
統
」
の
保
証
の
問
題
に
つ
い
て
も
検

討

し
て
お
き
た
い
。
神
田
家
が
彦
根
藩
に
送
っ
た
商
品
の
情
報
（
波
龍
丸
横
笛
・
初

春
筆
築
・
磯
良
筆
築
・
菱
箏
・
霰
箏
・
小
重
代
筆
築
・
八
重
桐
笙
）
に
は
、
銘
文
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

有
無
の
問
い
合
わ
せ
に
関
し
て
以
下
の
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
前
略
）
尤
各
銘
彫
付
等
有
之
哉
　
御
尋
、
此
義
前
段
之
通
り
二
御
座
候
、
且

　
　
右
様
之
古
物
、
銘
彫
り
付
有
之
候
品
も
又
無
銘
之
品
も
御
座
候
、
何
レ
見
分

　
　
之
上

な
ら
て
ハ
難
相
定
、
至
而
紛
敷
も
の
こ
御
座
候
二
付
、
有
無
当
テ
ニ
成
不

　
　
申
候
、
兼
而
左
様
思
召
可
被
下
候
、
此
度
之
品
夫
々
御
請
合
申
指
上
候
品
二
御

　
　
座
候

主
旨
は
無
銘
で
も
よ
い
も
の
が
あ
る
こ
と
の
主
張
で
あ
る
が
、
銘
文
は
実
は
当
て
に

な
ら
ず
、
神
田
家
の
実
見
こ
そ
が
根
拠
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
井
伊
家
の
所
持
者
に

関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
所
持
者
の
意
向
で
情
報
を
開
示
し
な
い
場
合
も
あ

る
よ
う
に
（
「
兼
而
持
主
6
決
而
沙
汰
致
呉
間
敷
候
間
、
此
義
幾
重
二
も
御
断
申
上

（8
5
）

候
」
）
、
神
田
家
か
ら
の
最
初
の
情
報
は
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
実

際

に
、
こ
の
「
銘
」
は
混
乱
の
元
と
な
っ
た
。

　
た
と
え
ば
、
前
段
で
触
れ
た
龍
笛
「
木
枯
」
は
、
神
田
家
の
書
状
に
よ
れ
ば
、
浪

速

の
北
村
源
吾

よ
り
、
岡
山
藩
士
で
か
つ
「
西
園
寺
家
へ
未
勤
之
家
来
」
で
四
辻
家

に
も
出
入
り
す
る
「
楽
道
執
心
」
の
木
村
勇
追
を
経
て
、
岡
山
の
人
に
伝
来
し
た
「
真

　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

古
管
」
で
あ
っ
た
。
彦
根
藩
の
購
入
に
あ
た
り
、
神
田
家
が
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）

年
四
月
に
藩
（
担
当
の
小
納
戸
方
御
用
取
締
役
野
田
三
平
）
に
提
出
し
た
「
木
枯
」

　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

の

代
金
受
取
讃
文
（
写
真
1
3
）
に
は
、
「
自
然
此
後
正
銘
之
同
管
指
出
シ
、
此
笛
偽

物
二
相
成
候
ハ
・
、
何
時
二
而
茂
御
下
ケ
被
下
候
節
ハ
代
金
直
様
上
納
可
仕
候
」
と
、

そ
の
真
偽
を
保
証
す
る
文
言
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
楽
器
類
留
」
に
よ
れ
ば
、
彦
根

藩
で
は
楽
人
山
井
景
元
よ
り
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
一
二
月
に
す
で
に
同
銘
の
笛
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を
購
入
し
て
お
り
、
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
後
に
楽
人
に
確
認
す
べ
き
だ
（
「
［
］

前
条
百
廿
三
番
木
枯
し
と
云
ふ
同
銘
之
［
］
之
何
分
銘
物
た
る
実
正
之
、
真
偽

分

リ
［
］
後
し
て
楽
家
二
た
よ
り
可
糺
事
」
）
と
疑
念
を
抱
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、

紀
州
藩
も
彦
根
藩
が
購
入
後
の
五
ヶ
月
後
に
同
名
の
龍
笛
「
木
枯
」
を
、
作
者
不

明
な
が
ら
「
年
暦
三
百
年
位
之
御
器
、
作
者
難
相
分
候
」
と
す
る
神
田
家
の
鑑
定

捲
難
講
ー
・
ー
彩
ー
彰
ー
・
ー
ー
鱗
ー

　
　
　
　
　
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
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ト
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写真13　龍笛「木枯」の領収書（彦根城博物館）

（路
）書

付
き
で
購
入
し
て
い
た
（
写
真
1
4
）
。
ち
な
み
に
、
紀
州
家
の
「
木
枯
」
は
、
科

学
分
析

に
よ
る
と
「
か
な
り
吹
奏
し
た
笛
で
あ
る
こ
と
は
確
実
」
だ
が
、
セ
ミ
の
周

囲
の
孔
に
つ
い
て
は
「
自
然
の
風
合
い
を
好
む
趣
向
か
ら
セ
ミ
周
辺
の
竹
に
人
工
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

に
孔
を
あ
け
て
虫
食
い
風
に
細
工
を
施
す
例
」
に
該
当
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
彦
根
藩

の

名
管
の
目
録
で
は
、
延
宝
八
（
一
六
八
〇
）
年
に
神
山
新
右
衛
門
が
所
持
す
る
「
木

枯
丸
」
、
文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
に
「
蕃
山
了
介
」
（
熊
沢
蕃
山
）
所
持
と
す
る
笛
「
木
枯
」

　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
木
枯
」
の
銘
は
、
「
源
氏
物
語
」
帯
木
の
「
木
枯
に
吹
き
あ

は
す
め
る
笛
の
音
を
ひ
き
と
ど
む
べ
き
言
の
葉
ぞ
な
き
」
の
歌
に
由
来
す
る
と
思
わ

れ

る
が
、
た
ま
た
ま
異
な
る
ク
古
楽
器
”
に
同
じ
名
前
が
つ
い
た
だ
け
な
の
か
、
あ

る
い
は
真
贋
や
「
写
」
の
問
題
と
な
る
の
か
筆
者
は
論
じ
る
能
力
を
持
た
な
い
。
し

か

し
、
楽
器
師
も
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
”
古
楽
器
”
が
次
々
と
市
場
に
現
れ
、
購

入

者
が
混
乱
す
る
よ
う
な

状
況

に
至
っ
て
い
た
の
は

事
実
だ
ろ
う
。

　
遅
く
と
も
一
九
世
紀
に

は
「
名
管
目
録
」
が
作
成

さ
れ
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う

な
銘
の
情
報
が
流
通
し
て

お

り
、
直
亮
は
こ
う
し
た

目
録
の
写
本
を
複
数
所
持

　
　
　
（
9
1
）

す
る
な
ど
、
関
心
を
寄
せ

て

い

た
。
ち
な
み
に
、
神

田
家
は
彦
根
藩
か
ら
の

”

古

楽
器
”
の
所
蔵
先
の

問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
、

以
下

の

よ
う
に
回
答
し
て

　
（
9
2
）

い
る
。

写真14　木枯（国立歴史民俗博物館蔵）
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面
影
　
　
　
林
日
向
守
家
6
上
り
候
絃

　
　
　
右
何
之
写

と
申
儀
無
御
座
候
、
当
時
青
山
と
も
申
候
由
、
両
様
相
唱
ひ
候
様

　
　
　
奉
存
候

　
　
玄
上
　
　
此
絃
玄
象
之
儀
と
奉
存
候
、
玄
上
之
義
者
甚
高
銘
二
候
得
共
、
一

　
　
　
　
　
　
向
相
分
リ
不
申
候

　
　
　
右
往
古
者
　
禁
中
御
物
之
由
、
当
時
ハ
無
御
座
候

　
　
　
　
但
シ
、
当
時
今
出
川
様
御
物
巌
と
申
御
琵
琶
、
右
玄
象
二
而
も
有
ら
ん
哉

　
　
　
　
と
申
説
も
承
り
居
候
得
共
、
不
儲
之
義
故
、
難
申
上
候

　
　
青
山

　
　
　
右
往
古
仁
和
寺
御
物
之
由
、
是
以
当
時
無
御
座
候
、
尤
右
銘
唱
ひ
候
絃
ハ

　
　
　
所
々
二
御
座
候
事

　
　
　
　
但
シ
、
西
園
寺
様
二
青
山
有
、
妙
顕
寺
什
物
二
青
山
有

　
　
　
絃
上
・
青
山
・
獅
子
丸
右
三
面
者
誠
二
高
銘
之
器
二
而
皆
人
知
ル
所
二
候
得
共
、

　
　
　
正
器
何
方
二
御
座
候
哉
一
向
相
分
不
申
、
只
銘
而
巳
及
承
リ
候

　
　
右
御
尋
二
よ
り
、
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
亥
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
大
和
豫

冒
頭
の
「
面
影
」
・
「
玄
上
」
の
記
述
よ
り
、
「
写
」
が
流
布
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た

一
つ
の
楽
器
が
複
数
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
異
な
る
銘
器
が
該
当

す
る
と
い
う
説
が
流
れ
る
な
ど
、
か
な
り
“
古
楽
器
”
市
場
が
錯
綜
し
た
状
態
に
あ

っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
と
く
に
注
目
し
た
い
の
が
、
「
仁
和
寺
之

御
物
」
で
あ
っ
た
「
青
山
」
と
い
う
琵
琶
が
、
西
園
寺
家
や
妙
顕
寺
な
ど
各
所
に
存

在
し
、
「
高
銘
之
器
」
で
あ
っ
た
「
絃
上
・
青
山
・
獅
子
丸
」
の
三
面
の
絃
は
「
正
器
」

は
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
銘
だ
け
が
流
通
す
る
「
高

銘
之
器
」
が
あ
り
、
同
銘
の
”
古
楽
器
”
が
複
数
あ
っ
て
本
物
の
行
方
は
わ
か
ら
な

い
、
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
多
忠
龍
は
、
八
五
〇
年
前
な
ど
の
「
古
い
笙
も
十
あ
れ
ば
九
つ
ま
で
は
偽
物
ぢ
や

な
い
か
と
思
ふ
。
真
物
が
あ
れ
ば
、
よ
ほ
ど
珍
し
い
わ
け
な
ん
で
す
ね
」
と
語
っ
て

　
（
9
3
）

い

る
。
ま
た
、
宮
崎
ま
ゆ
み
氏
に
よ
れ
ば
、
幕
府
か
ら
朝
廷
に
送
ら
れ
、
再
び
幕
府

に

送

ら
れ
た
箏
の
名
器
「
山
下
水
」
は
、
幕
府
の
大
奥
か
ら
上
野
の
古
道
具
屋
に
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
挺
）

出
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
大
名
の
手
を
経
て
再
び
幕
府
に
戻
っ
た
と
い
う
。
幕
府
か

ら
の
下
賜
や
払
い
下
げ
で
大
奥
の
関
係
者
や
商
人
の
手
に
入
り
、
そ
れ
が
市
場
に
出

た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
果
た
し
て
同
じ
箏
だ
っ
た
の
か
と
い
う
疑

問
も
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
。
ま
た
、
宮
崎
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
八
年
に
、
東
京
の
吉
原

で

「
山
下
水
」
の
偽
物
が
販
売
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
神
田
家
は
大
名
の
楽
器
の
調
達
や
維
持
・
管
理
に
大
き
く
か
か
わ
り
、
さ
ら
に
銘

器
の

氾
濫
と
い
う
“
古
楽
器
”
市
場
の
中
で
、
「
古
楽
器
」
の
認
定
や
価
値
付
け
と

い
う
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

2
地
方
文
人
へ
の
楽
器
販
売

　
神

田
家
の
楽
器
の
顧
客
は
、
公
家
・
大
名
の
み
な
ら
ず
、
各
地
に
及
ん
だ
。
神

田
家
の
史
料
の
行
方
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
経
営
の
一
端
が
う
か
が
え
る
の
が
、

一
九
世
紀

に
神
田
家
が
作
成
し
た
手
書
き
の
竪
冊
の
商
品
目
録
で
あ
る
。
現
在
確
認

し
え
た
の
は
、
①
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
午
九
月
「
線
御
樂
器
値
段
附
」
（
津
市

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

立
図
書
館
蔵
橋
本
文
庫
　
写
真
1
5
～
1
7
）
、
②
辛
亥
（
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
か
）

五
月
「
総
御
楽
器
直
段
附
」
（
八
雲
本
陣
蔵
　
写
真
1
8
～
2
0
）
、
③
年
未
詳
「
総
御
楽

器
直
段
附
」
（
上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
蔵
）
で
あ
る
。
①
は
本
居
春
庭
・
本
居

大
平
の
弟
子
で
あ
る
歌
人
芝
原
七
右
衛
門
（
千
郷
　
一
七
八
三
～
一
八
一
四
年
）
に

送

ら
れ
た
も
の
、
②
は
因
幡
国
宍
道
の
本
陣
や
意
宇
郡
の
下
郡
を
つ
と
め
た
大
地
主

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
わ
た

で
、
雅
楽
を
嗜
ん
だ
木
幡
家
に
現
存
す
る
も
の
、
③
は
宛
先
不
明
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
②
の
木
幡
家
に
つ
い
て
は
南
谷
美
紀
氏
が
、
目
録
の
ほ
か
同
家
に
神
田
家

か

ら
の
書
状
が
残
さ
れ
、
同
家
が
安
政
期
に
神
田
家
か
ら
楽
器
や
付
属
品
を
購
入
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

て

い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
三
点
の
目
録
は
い
ず
れ
も
構
成
・
奥
書
が
同
じ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

商
品
の
記
載
も
同
様
で
あ
り
、
神
田
家
が
地
方
の
顧
客
に
販
売
す
る
商
品
の
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
な
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
年
紀
・
宛
先
と
も
確
定
し
て
い
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る
①
を
み
て
い
き
た
い
。

　
目
録
は
「
三
鼓
」
・
「
三
管
」
・
「
三
絃
」
・
「
添
器
」
の
四
部
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
品
目
に
つ
い
て
仕
様
と
価
格
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
目
録
の
最
後
に
は
、

以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
右
之
通
諸
事
随
分
入
念
調
進
可
仕
候
、
尤
此
上
宜
敷
仕
方
、
御
好
候
ハ
・
、
如

　
　
何
様
こ
も
出
来
仕
候
、
御
望
次
第
委
敷
仕
様
書
入
御
覧
二
可
申
候
、
太
躰
如

　
　
斯
二
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
文
化
七
年
午
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
大
和
大
置

　
　
芝
原
七
右
衛
門
様

右
の

よ
う
に
、
さ
ら
に
好
み
に
よ
っ
て
仕
様
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
、
指
示
が

あ
り
次
第
、
仕
様
書
を
作
成
す
る
と
し
て
い
る
。
目
録
は
あ
く
ま
で
も
目
安
で
あ
っ

て
、
顧
客
の
注
文
に
合
わ
せ
て
製
作
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み

に
、
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
に
は
彦
根
の
菩
提
寺
明
性
寺
宛
の
「
御
三
鼓
仕
様
書
」
が

現
存

し
て
お
り
、
金
五
〇
両
、
三
鼓
台
の
仕
様
を
あ
げ
た
金
八
五
両
、
「
此
上
結
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

之
仕
様
」
で
金
一
〇
八
両
と
高
額
な
三
段
階
の
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
表
6
は
、
①

の
全
容
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
太
鼓
は
四
組
（
1
～
6
、
7
～
1
2
、
1
3
～

1
8
、
1
9
～
2
4
）
で
あ
る
。
一
組
は
太
鼓
・
掲
鼓
・
鉦
鼓
と
そ
の
台
（
三
鼓
台
）
・
援

や
小
道
具
（
「
太
鼓
・
鉦
鼓
惣
金
物
」
）
・
緒
の
六
種
で
構
成
さ
れ
、
太
鼓
の
大
き
さ
と
、

仕
様
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
格
は
金
二
二
両
、
一
三
両
、
一
八
両
、
二
六
両
で
あ
っ

た
。
同
様
に
、
「
三
管
」
は
横
笛
が
五
段
階
（
2
5
～
2
9
　
銀
三
八
匁
～
金
一
〇
〇
〇
疋
）
、

笙
が

四
段
階
（
3
0
～
3
3
　
銀
一
〇
〇
匁
～
金
四
両
二
分
）
、
筆
築
が
五
段
階
（
3
4
～

38

　
金
一
〇
〇
疋
～
五
〇
〇
疋
）
、
狛
笛
が
三
段
階
（
3
9
～
4
1
　
金
一
〇
〇
疋
～
銀

二
枚
）
、
「
三
絃
」
は
琴
が
三
段
階
（
4
2
～
4
4
　
銀
一
〇
枚
～
金
二
五
両
）
、
琵
琶
が

二
段
階

（4
5
・
4
6
　
金
九
両
・
金
一
五
両
）
、
和
琴
が
二
段
階
（
4
7
・
4
8
　
銀
一
〇
枚
・

金
一
三
両
）
、
七
弦
琴
が
一
段
階
（
4
9
　
金
三
両
）
の
設
定
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
添
具
」

は
、
図
竹
（
調
子
笛
　
5
0
～
5
3
）
・
笙
の
簑
（
い
わ
ゆ
る
リ
ー
ド
　
5
4
～
5
6
）
・
琴
や

琵
琶
の
弦
（
5
7
～
6
1
）
・
箏
柱
（
6
2
）
・
琵
琶
の
援
（
6
3
・
6
4
）
・
箏
の
爪
（
6
5
・
6
6
）
・

睾
築
の
箱
（
6
7
～
6
9
）
・
笛
類
の
筒
や
袋
（
7
0
～
7
7
）
と
い
っ
た
付
属
品
、
笙
の
調

律
代

（
7
8
）
・
笛
類
の
ま
き
直
し
代
（
7
9
～
8
2
）
と
い
っ
た
修
理
代
の
三
三
項
目
か

ら
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
価
格
帯
の
楽
器
の
目
録
が
作
成
さ
れ
、
実
際
に
地
方
へ
の
販

売
で
機
能

し
て
い
た
こ
と
は
、
楽
器
の
需
要
や
流
通
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
さ

ら
に
、
消
耗
品
や
修
理
を
請
け
負
っ
て
い
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。
実
際
の
修
理
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旬
）

と
し
て
、
次
の
文
書
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
覚

　
　
一
、
御
小
図
竹
　
壱
具

　
　
　
　
　
但
し
、
惣
躰
手
入
調
直
し
共
、
新
簑
二
而
相
足
し
調

　
　
　
　
此
銀
九
匁
八
分

　
　
　
右
之
通
惜
受
取
申
候
、
以
上

　
　
　
　
子
十

月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
大
和
介
㊥

　
　
　
羽
州
庄
内

　
　
　
　
若
松
安
右
衛
門
様

右

は
、
神
田
家
か
ら
の
筈
（
リ
ー
ド
の
こ
と
）
を
交
換
し
て
小
図
竹
（
こ
ず
だ
け

調
律
具
の
一
種
）
を
調
整
し
た
代
金
の
領
収
書
で
あ
る
。
若
松
安
右
衛
門
は
、
鶴

岡
と
江
戸
を
結
ぶ
三
度
飛
脚
を
請
け
負
っ
た
鶴
岡
八
軒
町
の
「
当
町
若
松
弥
惣
右
衛

（㎜
）門

」
の
家
の
者
の
可
能
性
が
高
い
。
商
品
目
録
に
は
付
属
品
の
修
復
は
あ
げ
ら
れ
て

い

な
い
が
、
お
そ
ら
く
流
通
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
う
し
た
き
め
細

か

い

い

わ
ば
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
神
田
家
は
、
楽
器
の
販
売

の
み

な
ら
ず
、
各
地
の
文
人
の
顧
客
の
活
動
を
日
常
的
に
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
神
田
家
は
通
常
の
目
録
の
ほ
か
、
地
方
文
人
に
以
下
の
よ
う
な
楽
器
の

紹
介
も
行
っ
て
い
た
。

覚
一

、
御
箏
　
壱
挺

但
、
宝
永
之
頃
近
江
守
藤
原
治
光
正
作
、

本
間
上
下
紫
檀
包
本
錦
上
下
髄
甲
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写真17 文化7（1810）年9月「纏御樂器値段附」
　（津市立図書館蔵橋本文庫）

写真15　文化7（1810）年午9月
　　　　　「纏御樂器値段附」

　　　（津市立図書館蔵橋本文庫）

写真16 文化7（1810）年9月「練御樂器値段附」
　（津市立図書館蔵橋本文庫）
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写真18（右），19（下），20（左）辛亥（嘉永4（1851）年か）5月「総御楽器直段附」（八雲本陣蔵）
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表6神田家の楽器目録（文化7＜1810＞年9月「穂御樂器値段附」〈津市立図書館蔵橋本文庫〉）

区
分 番号 種類 個数 但書

値段
（両）

（分） （朱） （匁） 但書2

但シ胴槻革張リ，革胴共
指渡シ 二惣地金，革二らつこ三

1 御太鼓 一 壱尺五 疋極粉色二仕，羽衣朱二 一
寸二仕 仕，革之縁うんけん二仕，

胴牡丹唐草極粉色二仕

但シ革こふん塗御免革張

2 御掲鼓 1 壱挺，筒

櫻二仕

リ，鴫目金滅金，大調黒塗，

小調紫練繰二仕，筒惣地
金，ぼたん唐草，極粉色

一

二仕，掲鼓援壱封相添

3 御鉦鼓 1 壱挺 但シ表之紋菊毛彫リ仕 一

4 三鼓台 一
平面朱
塗二仕

但シ惣堅地黒塗，平面朱
塗二仕 一

但シ火煙雲斗透シ，玉を
居毛彫リ仕，小道具不残

5 太鼓・鉦鼓
惣金物 一

不残金
滅金二

仕

金滅金二仕，太鼓援先キ

革二而包塗，柄黒塗，鉦鼓
援先キ水牛紡ひ二仕，援

一

金物上之下モニ仕，金滅
金二仕

6
太鼓　相之

緒・鉦鼓釣
緒・援之緒

一
但シ紫ねりくり，四ツ打，

房付 一

内太鼓壱式代金七両

也，掲鼓壱式代金三
三

鼓
1～6
の総計

右，三鼓椴
之箱入

13 代金拾
三両也

両也，鉦鼓壱式代金

三両也但シ大キサ
壱寸上リニ付三拾五
匁増

但シ筒槻革張リ，革筒共
惣地金，革二らつこ三疋
極粉色二仕，羽衣朱，革

指渡シ 之縁リ立浪を絵書，紺青
7 御太鼓 一 壱尺六 銀泥浪頭ごふん二仕，鋲 一

寸二仕 之外金二仕，内之方朱二
仕，筒唐花唐草極粉色二
仕，太鼓援上之金滅金二
重座二仕

但シ革こふん塗御免革張

8 御掲鼓 1
壱挺，筒
上之櫻

二仕

リ，大調黒，丸調・小調

本紫よりいとこ仕，鴫目

上之金滅金二仕，ぼたん
唐草極粉色二仕，掲鼓援

一

壱封相添

9 御鉦鼓 1 壱挺 但シ表之紋菊毛彫リ仕 一

10 三鼓台 一
平面朱

塗二仕
但シ惣堅地黒塗，平面朱
塗二仕 一

但シ火煙雲斗透シ，玉を
居毛彫リ仕，小道具不残

11 太鼓・鉦鼓
惣金物 一

不残金

滅金二

仕

金滅金二仕，太鼓援先キ

革二而色塗，柄黒塗，鉦鼓
擬先キ水牛紡ひ二仕，援

一

金物上之下モニ仕，金滅
金二仕
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区
分 番号 種類 個数 但書

値段
（両）

（分） （朱） （匁） 但書2

12
太鼓　拍之
緒・鉦鼓釣
緒・嬢之緒

一
但シ紫ねりくり，四ツ打，

房付 一

内太鼓壱式代金七両

也掲鼓壱式代金三

7～12
の総計

右，三鼓椴
之箱入

13 代金拾
三両也

両也，鉦鼓壱式代金
三両也，但シ大キサ
壱寸上リニ付三拾五
匁増

但シ筒槻革張リ，革筒共
惣地金，革二らつこ三疋
極粉色二仕，羽衣朱，革

指渡シ壱 之縁リ立浪を絵書，紺青
13 御太鼓 一 尺六寸二 銀泥浪頭ごふん二仕，鋲 一

仕 之外金二仕，内之方朱二
仕，筒唐花唐草極粉色二
仕，太鼓嬢上之金滅金二

重座二仕

但シ革こふん塗御免革張

リ，大調黒，丸調・小調

壱挺，筒 本紫よりいと二仕，鴫目
14 御掲鼓 1 上之櫻二 上々金滅金二仕，尤二重 一

仕 座筒惣地金桐二鳳風，極
粉色二仕，掲鼓嬢壱封入

念相仕立添

15 御鉦鼓 1 壱挺
但シ表之紋唐花毛彫リ仕，

色付 一

三

鼓 16 三鼓台 一 唐戸面取
但シ惣布きせ堅地蝋色塗

唐戸面朱塗 一

但シ火煙雲水透シ毛彫リ

仕，宝珠三ッ銀滅金二仕，

小道具不残二重座二仕，

17 太鼓・鉦鼓
惣金物 一

不残金滅

金二仕

太鼓援先キ革二て色塗入
念相仕立，柄蝋色塗二仕， 一

鉦鼓援先キ水牛二而仕，

柄同断，援金物上之下モ
本式二仕立

18
太鼓　拍之
緒・鉦鼓釣

緒・援之緒
一

但シ本紫よりいと，四ツ

打，房付 一

内太鼓壱式代金拾両
也，掲鼓壱式代金四

13～18
の総計

右，三鼓椴
之箱入

18
代金拾
八両也

両也，鉦鼓壱式代金

四両也，但シ大キサ
壱寸上リニ付四拾匁
増

但シ筒槻革張リ，革筒共
惣地金二仕，革二らつこ

三疋極粉色，革之縁リ立
浪を絵書，紺青銀泥浪頭

指渡シ壱 ごふん，羽衣朱金泥遣ひ，
19 御太鼓 一 尺八寸二 鋲之外金二仕，金之上々 一

仕 朱二而ヒカキを絵書，鋲内
之方朱二仕，筒桐二鳳風
極粉色二仕，太鼓援上々
濃滅金かうきく（甲菊）

二重座二仕

281



国立歴史民俗博物館研究報告

　第193集2015年2月

区
分 番号 種類 個数 但書

値段
（両）

（分） （朱） （匁） 但書2

但シ革こふん塗上々御免
革張リ，大調黒，丸調入念，

20 御掲鼓 1

壱挺，

筒上々

真櫻二

仕

小調本紫上糸江戸打鵬目
十六上々濃滅金甲菊二重
座二仕，裏表共同断，両
面打二仕，筒上之堅地蝋
色塗，桐二鳳鳳，金蒔絵仕，

一

掲鼓嬢壱封上紫，且又ハ
w

蘇粉二而仕

21 御鉦鼓 1 壱挺
但シ表の紋菊地彫リ，黒
色付二仕 一

22 三鼓台 一

上々檜

木地唐

戸面取

但シ惣布きせ堅地蝋色二
仕，唐戸面上之金粉溜 一

三 但シ火煙雲水透シ，上毛
鼓 彫リ仕，賓珠三ッ上々銀

滅金二仕，小道具不残濃

23 太鼓・鉦鼓
惣金物 一

不残金

滅金二

仕

滅金かうきく二重座二仕，

太鼓援先キ紫皮包，柄蝋
色塗，鉦鼓援先キ唐水牛

一

二而仕，柄同断援金物上
之下モ共濃滅金本式二入
念仕立

24
太鼓　拍緒・

鉦鼓釣緒・

援之緒
一

但シ本紫よりいと，江戸
折，房付 一

内太鼓壱式代金拾三

19～24
の総計

右，三鼓椴
之箱入

26
代金弐

拾六両
也

両弐歩也，掲鼓壱式

代金六両壱歩也鉦
鼓壱式代金六両壱歩
也

25 御横笛 1 壱管 但シ紛樺巻ノギ取仕立 38 代銀三
拾八匁

但シ金弐百疋こても

御座候事

26 御横笛 1 壱管
但シ本樺巻ノギ取仕立，

漢竹紛也
1 代金壱

両也

27 御横笛 1 壱管
但シ漢竹磨キ古管仕立，

尤本樺巻
1 2 代金壱

両弐歩

28 御横笛 1 壱管
但シ漢竹・丸竹磨キ古管
造リ，尤本樺巻

2 代金弐

両也

29 御横笛 1 壱管 但シ右同断極上之方
代金千

疋＊

30 御笙 1 壱管
但シ金物銀滅金，諸事定
法之通リ仕立

代銀百
目＊

三

管
31 御笙 1 壱管

但シ右同断諸事入念相
仕立，金物吸口斗銀無垢
二仕

代銀三
枚＊

但シ頭布きせ堅地蝋色塗，

32 御笙 1 壱管
金物銀無垢二仕，上々御
簑を掛ヶ，惣躰入念椴之

3 1 代金三

両壱歩
箱入

但シ惣竹吟味仕，入念頭
上々布きせ堅地蝋色塗，

根継不残上々金紛溜金物

33 御笙 1 壱管
銀無垢，帯輪金物竹目上々

彫リ上ヶ，屏声（調）甲
4 2 代金四

両弐歩

きく二重座二仕，上々賓

を掛ヶ，諸事入念相仕立
桐之箱入
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区
分 番号 種類 個数 但書

値段
（両）

（分） （朱） （匁） 但書2

34 御纂築 1 壱管 但シ紛樺巻ノギ取仕立
代金百
疋＊

35 御睾築 1 壱管
但シ本樺巻ノギ取仕立，

漢竹紛也

代金弐
百疋＊

36 御纂築 1 壱管
但シ漢竹磨キ古手仕立，

尤本樺巻

代金

三百疋
＊

37 御筆築 1 壱管
但シ漢竹・丸竹磨キ古管
造リ，尤本樺巻

1 代金壱

両也
三

管 代金
38 御睾築 1 壱管 但シ右同断極上之方 五百疋

＊

39 御狛笛 1 壱管 但シ紛樺巻ノギ取仕立
代金弐
百疋＊

40 御狛笛 1 壱管
但シ本樺巻ノギ取仕立，

漢竹紛也
50 代銀五

拾匁

41 御狛笛 1 壱管
但シ漢竹・丸竹磨キ古管
造リ，尤本樺巻

代銀弐
枚＊

但シ甲上々嶋桐（縞）古
木を用ひ相仕立，和琴錺

42 御箏 1 壱挺

二仕，元末龍角足廻リ等
中渡紫旦丸木作リニ仕，

柱十四紫旦二而仕相添

代銀拾
枚＊

但シ諸手略仕候得ハ

代金五両位ヨリ出来
候事

上々洲濱形絃を懸ヶ入念
相仕立，椴之箱入

甲右同断，嶋桐入念，惣
包板上々紫旦こて元末板
錺，古木唐木類取合能相

43 御箏 1 壱挺
仕立，尤惣角つの仕立，

海竈甲張リ，柱十四上々
15

代金拾

五両也

紫旦二而入念相仕立，極上
之洲濱形絃を懸ヶ，諸事
極入念仕立桐之箱入

右同断甲木極入念相調，

惣錺板古木紫旦又は本槙
三 タカヤサン之類二て御好
弦 次第二仕，元末錺極上寄

セ木本筋手元七遍末五遍

44 御箏 1 壱挺

取合，其節入御覧可申候，

通例相用ひ候品とハ違ひ
候，惣角つの象牙仕立，

海鰭甲張リ，極上之品を

25
代金弐

拾五両
也

用ひ，柱十四包板同木二
て極入念仕相添，極上洲
濱形絵を掛音律二御請合
申入念仕立，桐春慶塗箱
入

但シ槽唐桑壱枚槽二仕，

腹板沢栗，海老尾黄楊，

45 御琵琶 1 壱面

覆手・韓手・鹿頭各中渡

リ上々紫旦二而仕，援面落
巾サントメ紛ひ二仕，嬢

9 代金九
両也

但シ諸事略仕立候ヘ
ハ，代金五両位ヨリ

出来候事

壱枚本式二仕添上々絵
ヲ懸ヶ，椴之箱入
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区
分 番号 種類 個数 但書

値段
（両）

（分） （朱） （匁） 但書2

46 御琵琶 1 壱面

但シ右同断諸事入念，槽
上々紫旦三枚槽二仕，桐
之箱入，尤援面落巾唐皮
二仕

15 代金凡拾
五両也

但シ当時紫旦高直二
付直段今少し上リ候
事

但シ甲木上々嶋桐入念仕，

47 御和琴 1 壱挺
錺木上々紫旦丸木作リ本
式二仕立，上々絵を掛ヶ，

柱六ッ琴三木相添，椴之

代銀拾枚
＊

但シ諸事略仕立候ヘ

ハ，代金五両位6出
来候事

箱入

48 御和琴 1 壱挺
但シ右同断，甲木入念相
調，惣錺木古木唐木御好
次第，諸事極入念仕立

13 代金拾三

両也

但シ甲木腹板定法通リ之

三

49 御七絃琴 1 壱挺
木を用ひ，唐塗粉錺紫旦
諸事定法之通リニ仕，絵

3 代金三両
也

弦 を懸ヶ椴之箱入

右絵類各銘

絵写二相仕
立，調進可
仕候，尤甲

木其外小道

具・唐木之
類，猶又御

好次第如何
様共出来仕

候間，所持
仕候分御望

候ハ・，入
御覧可申候，

先ツ右躰如

此二御座候
事

50 御図竹 1 壱具
但シ十二律入念仕立，銘

書黒漆二而仕，桐之箱入
55 代銀五拾

五匁

但シ竹入念古竹を用ひ，

51 御図竹 1 壱具
十二律極入念調ひ銘書
上々金紛二仕，桐之箱入，

代銀弐枚
＊

極入念仕立

52 御小図竹 1 壱具
但シ六本二而十二調子竹つ
なき，銀二而仕銘書，金鉛二仕，竹切口金鉛溜 代金弐百

疋＊
但シ三本二而六調子
代金百疋

53 御小図竹 1 壱具 但シ右同断極上之方
代銀壱枚
＊

54 御義砦 1 壱枚二
付

3 代銀三匁
宛

添

器 55 御笙之賓 1 壱具 但シ入念相調附板二仕
代金弐百
疋＊

56 御笙之簑 1 壱具 但シ厚簑極上之仕立
代銀壱枚
＊

57 箏之絃 1 壱懸
但シ極上洲濱形御家之通
リ之仕立

48 代銀四拾
八匁

58 箏之絃 1 壱懸 但シ極上虎形同断之仕立 55 代銀五拾
五匁

59 琵琶之絃 1 壱懸
但シ極上長尺御家之通リ
ニ仕立

8 代銀八匁

60 和琴之絃 1 壱懸
但シ極上定法之通リニ仕
立

5 代銀五両
（ママ）

61 七絃琴之絃 1 壱掛 但シ定法之通リニ仕立
代金百疋
＊
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区
分 番号 種類 個数 但書

値段
（両）

（分） （朱） （匁） 但書2

但シ上々紫旦二而仕，尤才 代金

62 箏之柱 1 壱組 頭象牙二而仕，遠雁ノ形を 五百疋

以仕立 ＊

63 琵琶之擬 1 壱枚
但シ極上本黄楊定法之通
二仕立

代金百
疋＊

64 琵琶之擬 1 壱枚
但シ極上本黄楊木生合至而

吟味仕，極入念仕立候得者

代銀壱
枚＊

65 箏之爪 1 壱具 但シ白革御稽古仕立 3 代銀三
匁

66 箏之爪 1 壱具 但シ本式之仕立 8 代銀八
匁

67 筆菓箱 1 壱ツ

但シ定法之通二仕立，堅
地黒塗，金物銀滅金内行
成紙張リ

代金百
疋＊

但シ右同断木地入念

68 睾築箱 1 壱ツ
惣布きせ堅地蝋色塗二仕，

金物銀無垢，内張・簑共
25 代銀弐

拾五匁

錦類二而仕

但シ中渡リ上紫旦又ハ蘇

69 睾築箱 1 壱ツ

茜之類二而入念相仕立，金
物銀無垢二而甲菊二仕，内
張・簑共本金裂張リ，諸

5
代金五

両也

事入念

但シ野良蓋布きせ堅地蝋
色塗二仕，金物銀無垢，諸

70 笛筒 1 壱本

事定法之通二仕，内張リ

金物銀無垢諸事定法之通
二仕，内張リ行成紙張リ

25 代銀弐
拾五匁

添 二仕，紐本紫よりいと房

器 付二仕

但シ野良蓋塗木地共．極
入念，金物銀無垢二て甲

71 笛筒 1 壱本
菊座二仕，合口上二金い
つかけ，内張り本金裂張

代銀壱
枚＊

り，紐本紫よりいと，房

付惣躰入念上之方

但シ野良蓋布きせ堅地蝋
色塗，金物不残銀無垢，

72 弐管筒 1 壱本
座金物菊又ハ牡丹之類を
透シ，房留メ金物竹の節

65 代銀六

拾五匁

二仕，内張り行成紙張リ，

紐本紫よりいと房付

73 弐管筒 1 壱本
但シ右同断諸事入念相仕
立上之方

代銀弐
枚＊

74 笙本袋 1 壱ツ

但シ表極上錦類裏茶丸，又

ハ嬬子類二而仕，錺房本紫
上糸，廣打二仕房付，笹
縁り安田打二仕立，本式
二仕立入念

80
代銀凡

八拾目
＊

但シ表裂錺等略仕候
ヘハ，代銀五拾匁位
楡出来申候，先ツ太
躰如此二御座候事

75 笙略袋 1 壱ツ
但シ表糸錦裏茶丸，紐相
添

18 代銀拾

八匁

但シ諸事少々略二仕
代銀凡 立候ヘハ三拾五匁位

76 笛本袋 1 壱ツ 但シ前段笙本袋同断 50 五拾目 楡出来申候，併弐管
＊ 入ハ五拾匁以上なら

てハ出来不申候
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区
分

番号 種類 個数 但書
値段
（両）

（分） （朱） （匁） 但書2

77 纂築本袋 1 壱ツ 但シ右同断諸事仕立 50
代銀凡
五拾目
＊

但シ右同断少々略二
仕立候ヘハ，代銀三
拾五匁位楡出来申候
事

添

器

78 笙調直し 1 壱管
但シ惣簑不残手入調直し
調子改

7．5
代銀七

匁五分

但シ損シ簑有之新簑

二て取替候ヘパ壱
枚二て代銀三匁相懸
り申候，且調折も大

損し無之候得ハ，銀
壱両二て相済申候事

79 笛本樺

巻直シ
1 壱管 但シ本樺巻通例之仕立

代金弐

百疋

但シ紛樺仕立，代金
百疋

80 笛本樺

巻直シ
1 壱管

但シ上之本樺紐樺仕立巻
直し

代銀壱
枚＊

81 筆築本樺

巻直し
1 壱管

但シ本樺巻通例之仕立巻
直し

代金百
疋＊

但シ紛樺巻二仕立代
金弐朱

82 筆築本樺

巻直し
1 壱管

但シ上々本樺，尤紐樺二
仕立巻直し

5 代銀五
両

　
　
　

張
り
角
廻
り
象
牙
柱
共
添
、
箱
入

　
　
　
　
代
金
五
拾
両

　
　

一

、
同
　
壱
管

　
　
　
但
、
古
弦
時
雨
錦
、
紫
檀
包
角
廻
り
象
牙
惣
包
板
二
雲
彫
リ
込
有
之
、
海
之

　
　
　
所
へ
阿
蘭
陀
貝
二
而
鳳
風
弐
羽
彫
リ
上
リ
天
人
座
之
処
へ
同
貝
二
而
雲
彫
り

　
　
　
上

ケ
有
之
、
柱
紫
檀
二
而
雲
彫
リ
込
有
之
、
箱
入

　
　
　
　

代
金
六
拾
五
両

　
　
一
、
御
笙
　
壱
管

　
　
　
但
、
古
管
、
頭
惣
金
紛
研
直
し
上
候
、
鵡
絵
高
蒔
絵
有
之
、
金
物
銀
無
　
垢
、

　
　
　

大
和
錦
入

　
　
　
　
代
金
五
拾
両

　
　
一
、
同
　
壱
管

　
　
　
但
、
古
管
黒
頭
、
桐
竹
也
、
高
蒔
絵
有
之
、
金
物
銀
無
垢
、
大
和
錦
袋
入

　
　
　
　
代
金
五
拾
両

　

　
一
、
御
横
笛
封
管

　
　
　
但
、
古
管
、
本
樺
巻
、
紫
檀
弐
管
筒
入
、
金
物
銀
無
垢
紋
サ
ヤ
吊
紗
包
、
箱

　
　
　
入
代
金
三
拾
両

　
　
一
、
御
筆
築
　
壱
管

　
　
　
但
、
古
管
、
本
樺
巻
、
紫
檀
箱
入
、
袋
入

　
　
　
　
代
金
三
拾
両

　
　
右
之

品
い
つ
れ
も
宜
敷
品
二
而
御
座
候
間
、
若
御
望
も
御
座
候
ハ
“
可
被
仰
下

　
　
候
様
御
願
申
上
候
、
尚
重
便
二
御
沙
汰
次
第
懸
御
目
可
申
上
候
間
、
宜
敷
御
承

　
　
知
可
被
成
下
候
様
、
御
願
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　

十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
大
和
介

　
　
木
幡
久
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

右
は
、
②
を
所
持
し
て
い
た
因
幡
の
木
幡
家
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
田
家

は
、
新
調
し
た
楽
器
を
通
常
の
目
録
で
販
売
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
”
古
楽
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器
”
（
「
古
弦
」
「
古
管
」
）
を
地
方
文
人
に
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
価
格

は
高
額
で
、
た
と
え
ば
神
田
家
が
二
代
目
当
主
と
し
て
い
る
「
近
江
守
藤
原

治
光
」
（
表
1
）
作
の
一
点
目
の
琴
は
、
時
期
が
一
致
す
る
か
は
不
明
だ
が
、
楽
器

目
録
の
最
高
額
の
琴
の
二
倍
の
値
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
さ
き
の
大
名
家
の
”
古
楽
器
”

の

中
に
は
同
じ
価
格
帯
の
も
の
も
み
ら
れ
る
。
時
期
差
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

が
、
大
名
家
と
同
格
の
も
の
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
一

点
目
以
外
は
、
い
ず
れ
の
品
も
そ
の
「
古
」
さ
の
証
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
前
項

の
大
名
家
の
”
古
楽
器
”
収
集
で
み
る
よ
う
に
、
話
が
進
展
す
る
と
、
鑑
定
書
が
付

与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
地
方
文
人
の
顧
客
が
自
身
で
裏
付
け
る

こ
と
は
よ
り
困
難
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
神
田
家
は
、
楽
人
に
職
人
・
商
人
と
し
て
出
入
し
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
公
家
、

さ
ら
に
一
八
世
紀
後
半
以
降
は
恒
常
的
に
朝
廷
の
保
管
す
る
舞
楽
の
道
具
の
修
理
・

新
調
を
請
け
負
っ
た
。
近
代
に
入
る
と
、
正
倉
院
宝
物
の
複
製
の
ほ
か
、
博
覧
会
で

の
雅
楽
器
の
展
示
な
ど
、
明
治
の
国
民
国
家
形
成
に
お
け
る
国
楽
と
し
て
の
雅
楽
の

再
編

や
、
「
伝
統
」
の
再
発
見
・
輸
出
に
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
出
入
・
御
用
関
係
を
信
用
の
源
泉
と
し
な
が
ら
、
神
田
家
は
武
家
に
出

入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
神
田
家
の
顧
客
は
各
地
の
文
人
層
に
お
よ
び
、

彼

ら
の
楽
人
へ
の
入
門
の
取
次
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
雅
楽
に
限
ら
ず
、
公
家
の
家

職
と
そ
の
波
及
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
道
具
に
か
か
わ
る
商
人
・
職
人
が
不
可
欠

な
存
在
だ
っ
た
と
考
え
る
。

　
そ
し
て
、
楽
器
販
売
で
は
、
地
方
の
僧
侶
・
社
家
・
文
人
へ
の
楽
器
の
供
給
と
維

持

に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
大
名
家
の
．
古
楽
器
”
購
入
を
仲
介
し
た
。

．
古
楽
器
”
の
価
格
や
鑑
定
に
つ
い
て
は
神
田
家
の
判
断
が
大
き
く
作
用
し
た
。
た

だ

し
、
実
際
の
”
古
楽
器
”
の
考
証
は
緻
密
な
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
田
家
の
活
動
を
支
え
た
の
は
、
そ
の
技
術
と
と
も
に
、
朝
廷
の
「
御

用
」
や
楽
家
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
近
世
以
来
の
「
伝
統
」
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
楽
家
と
人
々
を
繋
ぐ
と
と
も
に
、
“
古
楽
器
”
を
発
見
・
紹
介
し
、

そ
の
「
伝
統
」
を
売
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
神
田
家
の
活
動
は
途
絶
え
た
が
、
彼
が
保

証

し
、
販
売
し
た
“
古
楽
器
”
は
「
伝
統
」
に
支
え
ら
れ
た
権
威
と
し
て
今
日
に
至

っ

て

い
る
。

註（1
）
　
『
国
史
大
事
典
』
ほ
か
。

（
2
）
　
遠
藤
徹
『
雅
楽
を
知
る
事
典
』
（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
＝
二
年
）
ほ
か
。

（
3
∀
　
西
山
松
之
助
『
西
山
松
之
助
著
作
集
第
一
巻
　
家
元
の
研
究
』
第
一
章
第
四
節
、
吉
川
弘
文

　

館
、
一
九
八
二
年
（
初
出
は
一
九
五
九
年
）
。

（
4
）
　
宮
地
正
人
『
天
皇
制
の
政
治
史
的
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
八
一
年
）
、
高
埜
利
彦
『
近
世

　
　
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
入
九
年
）
、
山
口
和
夫
「
近
世
の
家
職
」

　
　
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
一
四
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
。
冷
泉
家
に
つ
い
て
は
村
井
早

　
　
苗
「
出
羽
国
能
代
と
上
方
と
の
交
流
ー
冷
泉
家
と
の
関
係
を
通
じ
て
ー
」
（
『
地
方
史
・
民
衆
史

　
　
の
継
承
』
、
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
＝
二
年
）
、
持
明
院
家
に
つ
い
て
は
西
村
慎
太
郎
「
近
世

　
　
持
明
院
流
入
木
道
に
見
る
公
家
家
職
ー
そ
の
成
立
と
「
秘
伝
」
の
伝
播
」
『
東
京
大
学
史
料
編

　
　
纂
所
研
究
紀
要
』
二
〇
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
職
人
の
受
領
も
同
様
の

　
　
動
き
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
（
山
口
和
夫
「
職
人
受
領
の
近
世
的
展
開
」
『
日
本
歴
史
』
五
〇
五
号
、

　
　
一
九
九
〇
年
）
。

（
5
）
　
近
藤
喜
門
編
『
白
川
家
門
人
帳
』
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
二
年
、
五
八
一
～
五
八
五
頁
。

　
　
井
上
智
勝
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
6
）
　
清
水
禎
子
「
尾
張
に
お
け
る
奏
楽
人
の
活
動
に
つ
い
て
」
（
『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
〈
第

　
　
二
篇
〉
』
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
7
）
　
史
料
上
で
「
古
物
」
、
「
古
器
」
、
「
古
管
」
、
「
古
絃
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
も
の
を
、
本
稿
で

　
　
は
こ
の
よ
う
に
総
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
8
）
　
南
谷
美
保
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
雅
楽
の
伝
播
」
『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
短
期
大
学
部

　
　
紀
要
』
第
三
四
号
、
一
九
九
三
年
。
畦
地
慶
司
「
近
世
京
都
の
楽
器
職
人
と
楽
器
商
の
系
譜
－

　
　
地
誌
類
に

よ
る
ー
」
（
『
東
洋
音
楽
研
究
』
六
三
、
一
九
九
七
年
）
・
同
「
貞
享
・
元
禄
期
の
江
戸

　
　
の
楽
器
職
人
と
楽
器
商
に
つ
い
て
ー
地
誌
類
に
よ
る
ー
」
（
『
同
』
六
四
、
一
九
九
八
年
）
。
小
川

　
　
朝
子
「
楽
人
」
『
近
世
の
身
分
的
周
縁
2
　
芸
能
・
文
化
の
世
界
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

　
　
宮
崎
ま
ゆ
み
『
箏
と
箏
曲
を
知
る
事
典
』
、
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。
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（
9
）
　
楽
家
の
文
書
の
う
ち
、
以
下
出
典
を
示
す
際
に
史
料
番
号
と
表
題
の
み
を
示
し
た
も
の
は
、

　
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
南
都
楽
人
辻
家
資
料
で
あ
る
。
同
家
は
、
南
都
楽
所
（
奈
良

　
　
方
）
の
狛
氏
の
本
流
を
な
す
楽
家
の
一
つ
で
、
左
舞
お
よ
び
笙
を
伝
え
る
家
で
あ
っ
た
。
な
お
、

　
　
同
家
の
日
記
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
大
関
真
由
美
、
高
見
澤
美
紀
、
後
藤
恵
菜
、
水
品
洋
介
、

　
　
横
山
考
之
輔
、
堀
野
周
平
、
栗
原
祐
斗
の
諸
氏
の
協
力
を
得
た
。

（
1
0
）
　
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
（
彦
根
城
博
物
館
蔵
）
四
三
七
七
「
楽
器
書
付
（
他
）
」
一
括
の
う
ち

　
　

の
一
点
。
彦
根
藩
側
か
ら
の
銘
文
の
問
い
合
わ
せ
と
神
田
家
か
ら
の
回
答
書
と
推
測
さ
れ
る

　
　
た

め
、
あ
く
ま
で
神
田
家
に
よ
る
記
述
で
あ
る
。

（
H
）
　
表
1
、
お
よ
び
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
　
後
掲

　
　
註

（
6
3
）
参
照
）
の
福
寿
丸
に
関
す
る
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
一
〇
月
の
「
鑑
定
書
」
で
、

　
　
神
田
喜
一
郎
が
神
田
重
堅
を
五
代
前
の
当
主
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

（
1
2
）
　
三
一
八
「
日
録
　
第
二
」
五
月
二
二
日
・
二
六
日
条
。

（
1
3
）
二
〇
九
「
日
記
」
（
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
一
二
月
）
。

（
1
4
）
　
一
一
一
「
日
録
」
五
月
七
日
条
。

（
1
5
）
　
嘉
永
五
年
の
記
事
は
、
「
楽
所
日
記
」
九
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
　
二
一
四
－
一
〇
二
。
神

　
　
田
家
に
関
す
る
記
事
の
初
出
は
「
楽
所
日
記
」
二
（
同
前
）
弘
化
二
年
九
月
八
日
条
、
稽
古

　
　
の
記
事
の
初
出
は
同
九
月
二
一
日
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
「
四
天
王
寺
楽
人
林
家
楽
書
類
」
第
七
十
四
冊
　
天
王
寺
々
僧
与
争
論
之
留
第
四
冊
（
『
天
王

　
　
寺
楽
所
史
料
』
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
、
八
八
頁
）
。

（
1
7
）
　
二
二
六
「
日
録
　
第
三
」
元
禄
一
五
（
一
七
〇
二
）
年
入
月
二
〇
日
．
二
一
二
日
条
。

（1
8
）
　
二
九
「
（
日
録
）
」
五
月
一
日
・
二
日
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　
へ

（
1
9
）
　
三
三
二
「
日
録
　
第
三
」
口
月
七
日
条
。

（2
0
）
　
三
五
四
「
（
日
記
）
」
九
月
二
九
日
条
。

（
2
1
）
　
「
花
山
院
殿
楡
小
キ
笙
一
管
、
一
条
様
∧
御
送
付
金
物
可
申
付
由
、
近
良
神
田
江
持
参
申
付

　
　
也
」
、
二
六
「
日
録
」
一
〇
月
二
日
条
。

（
2
2
）
　
一
〇
八
「
目
次
」
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
一
〇
月
三
日
条
。

（
2
3
）
　
二
一
〇
「
日
記
」
七
月
八
日
条
「
神
田
近
江
5
箏
弐
張
差
越
、
四
辻
少
将
殿
御
蔵
へ
預
ケ
置

　
　
也
」
。
「
四
辻
少
将
殿
御
蔵
」
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
2
4
）
　
前
掲
（
8
）
小
川
朝
子
「
楽
人
」
。

（
2
5
）
　
一
「
日
記
」
八
月
二
四
日
・
二
八
日
条
。

（
2
6
）
　
「
楽
所
録
　
六
〇
」
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
二
〇
二
ー
七
）
三
月
二
一
日
条
。

（
2
7
）
　
一
〇
「
日
録
」
六
月
一
日
条
、
閏
六
月
二
日
．
四
日
．
一
四
日
条
。

（
2
8
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
六
〇
」
、
後
六
月
一
五
日
条
。

（
2
9
）
　
『
京
都
町
触
集
成
』
第
八
巻
、
一
九
八
五
年
、
岩
波
書
店
、
入
二
六
号
。

（
3
0
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
二
六
」
（
辻
近
信
「
日
記
」
）
、
一
〇
月
二
〇
日
．
＝
一
月
一
〇
日
．

　
　
一
二
月
一
四
条
。

（3
1
）
　
一
三
「
日
記
」
八
月
二
八
・
二
九
日
・
九
月
四
日
・
一
八
日
条
。

（
3
2
）
　
二
三
九
「
則
正
記
」
一
〇
月
一
四
日
条
。

（3
3
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
三
五
」
（
辻
近
信
「
日
記
」
）
一
月
六
日
条
。

（3
4
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
四
三
」
（
辻
近
陳
「
日
記
」
）
一
〇
月
二
一
日
条
。

（3
5
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
四
七
」
（
辻
近
陳
「
日
記
」
）
一
二
月
四
日
条
。

（
3
6
）
多
忠
龍
『
雅
楽
』
、
六
興
商
会
出
版
部
、
一
九
四
二
年
、
七
九
～
八
二
頁
。

（
3
7
）
南
谷
美
保
「
明
治
4
年
か
ら
5
年
に
か
け
て
の
東
儀
文
均
の
生
活
」
『
四
天
王
寺
大
学
紀
要
』

　
　
第
四
七
号
、
二
〇
〇
九
年
。

（
3
8
）
　
米
崎
清
美
『
蜷
川
式
胤
「
奈
良
の
筋
道
」
』
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
頁
。

（3
9
）
　
西
川
明
彦
「
＜
＜
正
倉
院
宝
物
関
連
資
料
紹
介
＞
＞
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
木
漆
工
模
造
品
」
『
正

　
　
倉
院
紀
要
』
三
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
九
九
頁
。

（
4
0
）
　
門
田
明
「
町
田
久
成
略
伝
」
『
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
篇
』
四
八
、

　
　
一
九
九
七
年
。

（
4
1
）
　
塚
原
康
子
『
明
治
国
家
と
雅
楽
　
伝
統
の
近
代
化
／
国
楽
の
創
成
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
九
年
、

　
　
一
四
三
～
一
四
四
頁
。
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
明
治
期
万
国
博
覧
会
美
術
品
出
品
目

　
　
録
』
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
七
年
。
こ
の
と
き
の
住
所
は
西
久
保
大
養
寺
と
な

　
　
っ
て
い
る
。

（
4
2
）
　
一
四
入
「
日
録
　
第
二
」
四
月
一
〇
日
・
五
月
一
七
日
条
。
四
月
条
で
は
稲
葉
丹
後
守
、
五

　
　
月
条
で
は
稲
葉
内
匠
頭
で
あ
る
。
前
年
の
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
に
正
知
が
隠
居
し
て
丹

　
　
後
守
と
な
り
、
息
子
の
正
往
が
内
匠
頭
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
両
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の

　
　
依
頼
の
可
能
性
も
あ
る
。

（
4
3
）
三
四
六
「
日
次
第
二
」
閏
一
〇
月
一
七
日
条
。

（
牲
）
　
＝
一
「
日
録
」
五
月
七
日
条
。

（4
5
）
　
一
八
四
「
日
記
」
九
月
三
日
。

（
4
6
）
　
前
掲
（
1
5
）
「
楽
所
日
記
」
七
、
一
一
月
＝
二
日
・
一
七
日
条
。

（
4
7
）
　
同
前
六
月
六
日
・
七
日
条
。
こ
の
山
田
の
上
京
は
、
豊
原
家
に
入
門
す
る
な
ど
雅
楽
に
熱
心

　
　
だ
っ
た
藩
主
が
嫡
子
の
雅
楽
の
学
習
の
た
め
に
派
遣
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
南
谷
美
保
「
江

　
　
戸
時
代
の
武
家
と
雅
楽
ー
江
戸
時
代
の
雅
楽
を
支
え
た
一
要
素
と
し
て
ー
」
『
四
天
王
寺
国
際

　
　
仏
教
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
三
六
、
一
九
九
六
年
、
↓
二
～
＝
二
頁
）
。

（
4
8
）
　
前
掲
（
1
5
）
「
楽
所
日
記
」
十
。
大
道
寺
は
、
後
述
す
る
楽
人
へ
の
入
門
の
仲
介
を
勤
め
た

　
　
人
物
で
あ
っ
た
（
前
掲
（
3
）
西
山
書
）
。
神
田
家
へ
の
書
状
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。

（
4
9
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
四
八
」
（
辻
近
陳
「
日
記
」
）
一
月
一
九
日
条
。
目
次
に
「
舞
　
御

　
　
覧
参
勤
之
箏
井
二
尾
州
楽
役
内
々
拝
見
之
箏
」
と
あ
り
、
内
見
し
た
の
が
正
式
な
朝
儀
だ
っ
た

　
　
こ
と
が
わ
か
る
。
「
藩
士
名
寄
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
日
比
野
は
天
保
＝
二

　
　
（
一
八
四
二
）
年
よ
り
尾
張
藩
の
楽
人
（
当
時
八
両
三
人
扶
持
）
、
吉
川
は
天
保
；
一
（
一
八
四
二
）

　
　
年
よ
り
楽
人
（
当
時
金
七
両
）
、
佐
藤
は
弘
化
五
（
一
八
四
八
）
年
よ
り
楽
人
（
当
時
八
両
三

288
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人
扶
持
）
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
よ
り
楽
人
加
役
（
当
時
五
両
三
人
扶
持
）
で
あ
っ
た
。

（
5
0
）
　
三
五
〇
「
日
記
　
第
四
」
。
七
月
一
九
日
・
二
〇
日
条
。

（
5
1
）
　
一
八
四
「
日
記
」
、
九
月
二
三
日
・
二
四
日
条
。

（
5
2
）
　
徳
島
大
学
附
属
図
書
館
の
「
蜂
須
賀
家
家
臣
成
立
書
井
系
図
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
宮
8
‥
＼
＼

　
　
≦
妻
ξ
匡
亘
8
巨
゜
・
巨
日
旬
F
①
9
0
＼
オ
ー
O
o
詳
巴
＼
）
を
参
照
し
た
。

（
5
3
）
　
豊
原
家
蔵
。
本
稿
で
は
、
上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
蔵
の
写
真
版
を
利
用
し
た
。

（
5
4
）
　
『
桑
名
市
史
』
本
編
、
一
九
五
九
年
、
五
三
六
頁
・
五
七
〇
頁
。
『
竹
内
聰
子
氏
寄
贈
資
料
資

　
　
料
目
録
』
（
桑
名
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
三
年
）
の
解
題
、
お
よ
び
同
資
料
に
よ
る
。

（
5
5
）
　
い
ず
れ
も
竹
内
聰
子
氏
寄
贈
資
料
（
桑
名
市
教
育
委
員
会
蔵
）
。
林
家
の
免
許
状
は

　
　
二
九
三
一
ー
①
、
豊
原
家
の
免
許
状
は
二
九
三
一
ー
⑤
、
笙
の
代
金
受
取
状
は
二
〇
三
　
閏

　
　
七
月
「
証
」
で
あ
る
。
同
文
書
の
写
真
版
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
桑
名
市
教
育
委
員
会
よ
り
ご

　
　
高
配
を
賜
っ
た
。

（
5
6
）
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
八
月
『
東
講
商
人
鑑
』
（
『
中
条
市
史
』
資
料
編
近
世
下
、
一
九
八
五
年
、

　
　
三
八
六
頁
）
。
伝
承
に
つ
い
て
は
、
嶋
村
豊
吉
『
熊
野
若
宮
神
社
覚
え
書
ー
嶋
村
豊
吉
若
宮
日

　
　
記

よ
り
ー
』
（
胎
内
印
刷
所
、
一
九
八
六
年
）
。
旗
本
池
ノ
端
溝
口
家
代
官
堀
川
家
文
書
（
新
潟

　
　
県
立
文
書
館
蔵
）
五
九
　
明
治
三
一
年
七
月
〔
煎
茶
抹
茶
書
画
展
覧
会
案
内
〕
。
同
文
書
に
は

　
　
江
口

源
八
が
頻
出
し
、
近
代
に
地
主
経
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
家
文
書

　
　
は
現
存
し
て
い
な
い
。
伝
承
や
現
況
に
つ
い
て
は
、
水
澤
幸
一
氏
よ
り
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

（
5
7
）
　
二
六
「
日
録
」
九
月
二
七
日
・
二
九
日
条
。

（
5
8
）
　
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
。

（
5
9
）
　
伊
藤
は
一
〇
「
日
録
」
六
月
三
日
条
、
吉
村
は
二
三
「
日
記
」
九
月
二
三
日
条
、
山
口
は
一
六
「
則

　
　
察
記
」
三
月
二
九
日
条
。

（
6
0
）
　
「
藩
士
吉
村
信
之
助
覚
書
」
（
『
田
原
本
町
史
　
史
料
編
第
一
巻
』
、
三
八
一
～
三
九
四
頁
、

　
　
一
九
八
八
年
）
。
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
。
『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典
』

　
　
第
四
巻
、
一
九
八
八
年
、
四
二
四
ペ
ー
ジ
。

（
6
1
）
　
前
者
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
楽
所
録
」
二
八
、
一
二
月
二
七
日
条
。
後
者
は
同
四
七
、
九
月

　
　
二
三
日
条
。

（
6
2
）
　
前
掲
（
3
6
）
『
雅
楽
』
、
六
五
頁
。

（
6
3
）
　
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
（
H
四
六
、
以
下
引

　
　
用
に
当
た
っ
て
は
親
番
号
を
省
略
す
る
）
で
、
総
数
一
五
九
件
二
三
一
点
か
ら
な
る
。
そ
の

　
　
全
容
は

『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
図
録
3
　
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
（
国

　
　
立
歴

史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
　
以
下
『
資
料
図
録
』
と
略
記
）
で
紹
介
さ
れ
、
研
究

　
　
成
果
は
、
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
一
六
六
集
　
［
共
同
研
究
］
紀
州
徳
川
家
伝

　
　
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
研
究
』
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
。
二
〇
＝
年
）
や
展
示
図
録
『
楽

　
　
器
は
語
る
ー
紀
州
藩
主
徳
川
治
宝
と
君
子
の
楽
1
』
（
同
、
二
〇
一
二
年
）
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
彦
根
藩
の
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
彦
根
城
博
物
館
に
伝
来
し
、
展
示
図
録
『
日
本
の

　
　
楽
器
ー
織
り
な
す
音
・
雅
び
の
世
界
ー
』
（
彦
根
城
博
物
館
、
一
九
九
六
年
）
で
紹
介
さ
れ
て

　
　
い
る
。

（6
4
）
　
A
は
九
三
－
⑥
（
『
資
料
図
録
』
三
七
一
頁
）
、
B
は
九
三
ー
⑦
（
『
資
料
図
録
』
三
七
三
～
四
頁
）
。

（6
5
）
　
九
三
付
属
品
⑦
（
『
資
料
図
録
』
三
七
四
頁
）
。

（
6
6
）
　
大
倉
好
斎
・
林
鮒
主
に
つ
い
て
は
、
「
「
平
安
人
物
志
」
掲
載
諸
家
関
連
短
冊
」
（
宮
百
‥
＼
＼

　
　
⌒
9
°
・
°
巳
口
巨
ぴ
已
ロ
①
巳
O
＼
古
゜
・
冨
＼
ケ
o
田
づ
‘
］
ぎ
ひ
已
后
已
゜
・
巨
＼
］
日
ぴ
⊆
訂
β
＼
一
N
ω
切
O
＼
日
♂
旨
坤
日
一
国
際
日
本
文

　
　
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
平
安
人
物
志
」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
を
参
照
し
た
。
伏
見
宮
貞
教
は
『
日

　
　
本
人
名
事
典
』
を
参
照
し
た
。

（
6
7
）
　
紀
伊
藩
主
の
別
邸
西
浜
御
殿
と
湊
御
殿
。

（
6
8
）
　
一
〇
三
1
④
・
⑤
（
「
資
料
図
録
』
三
八
八
～
九
頁
）
。

（6
9
）
　
一
〇
三
1
⑥
（
『
資
料
図
録
』
三
八
九
頁
）
。

（
7
0
）
　
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
（
彦
根
城
博
物
館
蔵
　
以
下
、
井
伊
家
と
略
記
）
。
全
文
が
、
斎
藤
望
・

　
　
渡
辺
恒
一
「
資
料
翻
刻
『
楽
器
類
留
』
」
上
・
下
　
（
『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
七
号
・

　
　
第
一
〇
号
、
一
九
九
六
年
・
一
九
九
九
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
彦
根
藩
に

　
　
は
彦
根
の
菩
提
寺
明
性
寺
宛
の
「
御
三
鼓
仕
様
書
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
後
述
）
。

（
7
1
）
　
井
伊
家
四
三
六
八
（
筆
築
筒
に
関
す
る
書
付
（
他
）
の
う
ち
）
。
神
田
大
和
介
よ
り
池
田
斧

　
　
介
宛
の
書
状

（
一
一
月
晦
日
）
、
「
御
蒔
絵
之
模
様
」
の
図
五
枚
、
藩
側
か
ら
の
付
箋
の
指
示

　
　
が
付

け
ら
れ
た
仕
様
書
が
纏
め
て
残
さ
れ
て
お
り
、
包
紙
に
「
角
音
筒
入
之
蒔
絵
之
形
　
神

　
　
田
6
之
手
紙
入
」
と
あ
る
が
、
対
応
す
る
楽
器
や
発
注
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
。

（
7
2
）
　
6
4
「
藤
右
衛
門
作
無
銘
笙
」
の
修
理
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
神
田
大
和
橡
は
、
以
前
の

　
　
修
復
が
悪

く
「
直
打
金
拾
両
位
」
、
た
だ
し
「
当
時
難
向
格
好
」
の
た
め
で
、
同
作
の
管
物
で

　
　
「
格
好
宜
敷
」
も
の
な
ら
ば
さ
ら
に
値
段
が
あ
が
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
井
伊
家
四
三
三
九
「
購

　
　
入
楽
器
等
に
関
す
る
書
付
」
の
う
ち
、
亥
四
月
「
口
上
」
）
。

（
7
3
）
　
井
伊
家
四
三
三
六
「
購
入
楽
器
に
関
す
る
書
状
」
一
括
の
う
ち
。
亥
一
二
月
の
神
田
大
和
橡

　
　
か

ら
の
書
状
で
、
神
田
家
が
「
御
尋
二
付
奉
申
上
」
げ
た
“
古
楽
器
”
の
所
在
情
報
で
あ
る
。

（
7
4
）
　
井
伊
家
四
四
三
四
「
奉
窺
古
物
楽
器
之
覚
」
。
作
成
年
月
日
・
作
成
者
・
宛
先
と
も
不
明
だ
が
、

　
　
関
連
文
書
か
ら
考
え
て
、
神
田
家
が
作
成
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
7
5
）
　
井
伊
家
一
括
史
料
（
四
三
七
七
「
楽
器
書
付
（
他
）
」
）
の
う
ち
の
一
点
。

（
7
6
）
　
浅
井
和
「
近
世
中
後
期
に
お
け
る
在
方
紅
花
商
人
の
経
営
形
態
」
横
山
昭
男
教
授
還
暦
記
念

　
　
会
編
『
山
形
地
域
史
の
研
究
』
（
文
献
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
7
7
）
　
前
掲
（
7
0
）
『
楽
器
類
留
』
下
、
七
〇
～
七
一
頁
。

（
7
8
）
　
「
譲
り
渡
添
状
之
事
」
（
前
掲
（
7
0
）
『
楽
器
類
留
』
下
、
七
一
頁
）
。

（
7
9
）
　
井
伊
家
四
四
〇
九
「
鳳
笙
代
金
請
取
覚
」
。

（8
0
）
　
前
掲
（
7
8
）
「
譲
り
渡
添
状
之
事
」
。

（
8
1
）
　
井
伊
家
九
四
三
七
「
琴
代
金
覚
」
、
四
四
二
六
「
村
雨
琴
代
金
請
取
覚
」
。
井
伊
家
四
三
三
八

　
　
「
購
入
楽
器
等
に
関
す
る
書
状
」
の
う
ち
、
年
不
詳
・
作
成
不
詳
の
書
状
お
よ
び
四
三
三
八
「
覚
」
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（
亥
五
月
三
日
　
神
田
大
和
橡
↓
入
江
讃
岐
守
）
。
後
者
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
8
2
）
　
井
伊
家
四
四
二
五
「
山
伏
横
笛
・
小
天
狗
高
麗
笛
・
白
鳥
睾
築
代
金
請
取
覚
」
。

（
8
3
）
　
前
掲
（
8
1
）
の
年
・
作
成
者
不
詳
の
書
状
（
四
三
三
八
「
購
入
楽
器
等
に
関
す
る
書
状
」
の

　
　
う
ち
）
は
、
文
末
に
「
右
松
本
氏
御
直
二
以
演
説
申
上
候
添
二
被
成
度
思
召
候
（
後
略
）
」
と

　
　
あ
り
、
神
田
家
以
外
の
第
三
者
（
楽
人
か
）
よ
り
彦
根
藩
楽
役
の
松
本
に
語
ら
れ
た
内
容
だ
っ

　
　
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、
神
田
家
の
九
八
両
の
請
取
書
が
彦
根
藩
に
残
さ
れ
て
お
り
、
こ

　
　
の
願
は
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
前
掲
（
8
1
∀
四
三
三
八
「
覚
」
）
。

（M
）
　
井
伊
家
四
三
四
三
「
購
入
楽
器
等
に
関
す
る
書
付
」
の
う
ち
「
覚
」
（
亥
閏
正
月
神
田
大
和

　
　
橡
作
成
）
。

（
8
5
）
　
四
三
七
二
「
鶯
丸
笙
に
つ
き
書
付
」
（
卯
月
二
九
日
　
神
田
大
和
介
↓
野
田
三
平
）
。
対
管
の

　
　
持
ち
主
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
。

（8
6
）
　
前
掲
（
7
0
）
『
楽
器
類
留
』
下
、
五
五
頁
。

（
8
7
）
　
井
伊
家
四
四
一
六
「
木
枯
横
笛
代
金
請
取
讃
文
」
。

（8
8
）
　
三
七
1
一
「
証
」
（
『
資
料
図
録
』
三
五
〇
頁
）
。

（
8
9
）
　
高
桑
い
つ
み
「
紀
州
徳
川
家
伝
来
の
龍
管
・
能
管
に
つ
い
て
」
（
前
掲
（
6
3
）
『
国
立
歴
史
民

　
　
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
］
六
六
集
、
一
三
四
頁
）
。

（
9
0
）
　
井
伊
家
四
三
五
八
「
名
管
目
録
」
、
七
二
八
二
「
名
管
目
録
」
。
同
一
〇
九
一
三
「
四
辻
秘
抄

　
　
名
管
録
」
で
は
、
蕃
山
了
介
は
「
浪
花
」
の
所
付
が
あ
る
。
熊
沢
蕃
山
の
旧
蔵
を
示
す
も
の

　
　
で
あ
ろ
う
か
。

（9
1
）
　
同
前
。

（
9
2
）
　
井
伊
家
四
三
三
六
「
購
入
楽
器
等
に
関
す
る
書
付
」
の
う
ち
。

（
9
3
）
　
前
掲
（
3
6
）
『
雅
楽
』
、
六
三
頁
。

（
9
4
）
　
宮
崎
ま
ゆ
み
「
名
箏
『
山
下
水
』
考
」
『
宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要
』
第
六
号
、

　
　
二
〇
〇
二
年
。

（
9
5
）
　
津
市
立
図
書
館
蔵
橋
本
文
庫
。
橋
本
家
は
醤
油
問
屋
で
、
そ
の
多
く
は
明
治
．
大
正
期
に
三

　
　
代
信
重

と
そ
の
弟
に
よ
る
収
集
で
あ
る
が
、
謡
曲
関
係
は
謡
曲
を
好
ん
だ
四
代
清
助
が
収
集

　
　
し
た
と
い
う
（
中
川
豊
「
郷
土
史
の
原
典
5
8
　
橋
本
醤
油
店
と
歴
代
当
主
」
『
よ
う
こ
そ
図
書

　
　
館
へ
』
第
九
号
、
津
市
立
図
書
館
、
二
〇
一
〇
年
）
。

（
9
6
）
　
前
掲
（
8
）
南
谷
美
保
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
雅
楽
の
伝
播
」
。
南
谷
に
よ
れ
ば
、
同
家
で

　
　
は
嘉
永
年
間
以
降
、
と
く
に
安
政
年
間
に
岡
山
藩
の
楽
人
岸
本
光
秀
（
一
八
一
二
～
一
八
九
〇

　
　
年
）
の
指
導
の
も
と
雅
楽
を
た
し
な
み
、
宍
道
の
人
々
も
交
え
て
演
奏
会
を
催
し
た
。
同
家

　
　
に
は
、
雅
楽
器
の
ほ
か
、
当
主
久
右
衛
門
質
良
・
久
右
衛
門
忠
良
が
江
戸
時
代
末
期
よ
り
明

　
　
治
時
代
初
期
に
収
集
し
た
雅
楽
譜
と
関
連
史
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
目
録
は
、
干
支
の
記

　
　
載
よ
り
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
か
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
か
い
ず
れ
か
の
作
成
と
思
わ
れ
、

　
　
南
谷
氏
は
購
入
楽
器
の
時
期
と
合
わ
せ
て
後
者
と
推
測
し
て
い
る
。
①
と
価
格
差
が
ほ
と
ん

　
　
ど
な
い
が
、
本
稿
で
も
南
谷
氏
の
判
断
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

（
9
7
）
大
き
い
差
異
は
、
②
・
③
の
箏
築
に
最
上
級
品
（
金
二
両
）
が
加
わ
っ
て
四
段
階
の
設
定
で

　
　
あ
る
こ
と
、
最
高
級
の
琵
琶
（
4
6
　
金
一
五
両
）
に
つ
い
て
①
の
み
但
し
書
き
「
但
シ
当
時

　
　
紫
旦

高
直
二
付
直
段
今
少
し
上
リ
候
事
」
が
あ
り
、
ま
た
紫
檀
を
使
用
す
る
最
高
級
の
箏
菓

　
　
箱
が
②
・
③
が
金
二
両
で
あ
る
の
に
対
し
て
①
が
「
蘇
茜
類
」
の
仕
様
も
う
た
っ
て
金
五
両

　
　
で
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
は
、
微
細
な
仕
様
の
表
記
が
わ
ず
か
に
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。

（
9
8
）
　
井
伊
家
四
三
九
五
。
戌
十
月
、
神
田
大
和
大
操
よ
り
明
性
寺
宛
の
竪
帳
。

（
9
9
）
　
山
濱
家
文
書
。
山
濱
家
は
庄
内
藩
士
で
、
同
家
に
嫁
入
り
し
た
松
平
幸
の
父
、
松
平
久
敏
（
庄

　
　
内
藩
家
老
松
平
武
右
衛
門
家
）
が
漢
学
や
歴
史
、
雅
楽
を
楽
し
ん
で
お
り
、
楽
器
購
入
等
の

　
　
関
係
で
本
史
料
が
伝
来
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
山
濱
家
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
o
o
）
　
『
鶴
岡
市
史
』
上
巻
、
一
九
六
二
年
、
六
八
〇
頁
。

11（
1
0
）
　
八
雲
本
陣
蔵
。

［付
記
］
本
稿
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
企
画
展
示
『
楽
器
は
語
る
』
（
二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て

　
　
執
筆
し
た
図
録
コ
ラ
ム
「
楽
器
師
神
田
大
和
橡
ー
「
伝
統
」
を
売
る
男
」
を
も
と
と
し
て
い
る
。

　
　
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
同
展
示
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
の
皆
様
、
史
料
所
蔵
者
、
史
料
保
存
機

　
　
関
の
皆
様
よ
り
ご
教
示
、
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（学
習
院
女
子
大
学
国
際
文
化
交
流
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
客
員
教
員
）

（二
〇
一
四
年
一
月
二
一
日
受
付
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
六
日
審
査
終
了
）
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The　Spread　of　Imperial　Court　Mllsic　and　the　Role　of　Musical　Instnlment

Dealers　in　the　Late　Early　Modem　Era：Dissemination　and　Marketing　of
‘‘

Traditio11，，

IwABucHI　ReUi

　　　In　the　late　early　modern　era，　there　was　a　sign述cant　development　in　Japanese　culture；the　financial

difficulties　of　Court　nobles　and　the　rise　of　provincial　l三tera憧as　consumers　formed　supply－demand

relationships，　leading　to　the　restoration　of　the　authority　of　the　Imperial　Court　as　a“tradition．”The

s㎜ewent　for　Imperial　Court　music（gαgαム），which　spread　to　provinces　as　mllsician　organizations

were　re耐ng．　These　movements　in血e　early　modern　era　are　too　impor伍nt　to　ignore　when　ex㎜ining

the　maintenance　and　transmission　processes　of　Imperial　Court　music　and　dance　performances

（ψgα肋），which　has　now　been　designated　as　an　intangible　cultural　asset　and　delivered　in　shrine

ceremonies　all　over　Japan．

　　　This　ar6cle　pays　particular　attention　to　mllsical　instrument　dealers，　who　played　a　critical　role　in　the

spread　of　Imperial　Court　music　by　connecting　gO即吻perfbrmers　and　other　people．　More　spec岨caUy，

this　study　focuses　on　the　Kanda　family，　a　musical　instrument　maker　and　dealer　in　Kyoto，　and　reveals

the　following　three　points　by　examining　diaries　of　g㎎αψperformers　and　documents　of　provincial

literati．

　　　1．As　craftsmen　and　merchants，　the　Kanda　family　often　visited　performers．　Based　on　the

relationships，　the　family　expanded　their　customer　base　to　include　C皿rt　nobles，　and　by　the　late　18th

century，　they　had　become　a　regular　trader　to　repair　and　replace　the　musical　and　dancing　instruments

held　by　the　Imperial　Court．　In　the　modern　era，　they　became　involved　in　the　reorganization　of　Imperial

Court　music　as　national　music　and　the　rediscovery　and　export　of“tradition”during　the　nation　state

building　process　by　the　Me茸i　government，　such　as　reproducing　Shosoin　treasures　and　displaying

Imperial　Court　musical　instruments　at　exhibitions．

　　　2．Then，　based　on　the　trllst　built　through　business　relationships　with　the　Imperial　Court　and　Court

nobles，　the　family　established　connections　with∫α勿μ励families　to　sell　and　repair　musical　instruments

while　acting　as　an　intermediary　to　help　their　customers　hire　musicians　as　trainers．　The　family’s

customer　base　even　included　the　literati　class，　throughout　Japan　regardless　of　location，　for　whom

they　played　an　important　role．　The　family　not　only　supplied　and　maintained　musical　instruments　but
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also　helped　literati丘nd　musicians　to　learn　from．　This　study　considers　that　instrument　craftsmen　and

merchants　were　essential　for　Court　nobles　to　operate　and　expand　their　family　businesses，　which　did

not　apPly　only　to　Imperial　Court　music．

　　　3．In　relation　to　the　supply　of　musical　instruments，　it　is　worth　paying　attention　to　the　brokerage

of　period　instruments，　which　were　mainly　sold　to　daimyo　f㎜ilies．　The　appraisals　and　prices　of　such

antiques　were　influenced　by　the　opinions　of　the　Kanda　family．　Many　of　period　instruments　that

embody“tradition”in　today’s　world　were“discovered”by　musical　instrument　dealers　in　the　Edo

period．

Key　words：Imperial　Court　music（g㎎磁〃），g㎎α肋musicians，　musical　instrument　dealers，　merchants，

craftsmen，　Court　nobles，　family　bllsiness，　the　Edo　period，　creation　of　tradition
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